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〈論 説〉

トラック輸送産業 の構造 と規制緩和

齊 藤 実
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は じ め に

最近 わが国 において規制緩 和が極 めて注 目されてお り,規 制緩和の推進が経

済政策 の中心 的な課題 とな っている。周知の ように,交 通産業 は歴史的 に政府

によ る規 制が行 われて きた産業 で あ り,ト ラック輸送 産業 もその例外 で はな

か った。 トラック輸送産業 は安全規制 を含あて さまざまな政府 による規制が課

せ られてお り,参 入 や運賃 に関す る経済的規制 も引 き続 き行われている。従 っ

て トラック輸送産業 は,現 在進 め られている規制緩和政策 の典型的 な対象産業

とな って いるのであ る。

ところで,こ の トラ ック輸送産業 は戦後か ら現在 に至 るまでのモー タリゼー

ションの過程 で急激な成長を遂 げて お り,産 業 それ自体 わが国経済 の輸送 シス

テムを支え る重要 な役割 を担 っている。 その産業 に対す る従来の規制の仕方が

変更 され ることは,産 業 自体を大 きく変化 させ る可能性 が考 え られ るし,さ ら

にわが国全体 の輸送 システムの あり方 に も大 きな影響が出て くる もの と予想 さ

れ る。
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規制緩和 を さらに推進 すべ きであ るとの主張 によれば,ト ラ ック輸送産業 に

対す る従来 の規制を取 り外 して 自由化 す ることでr当 該産業 内の競争が促進 さ

れて よ り効率的 にな り,そ れがわが国経済全体 に大 きなプラスにな るとい う。

逆 に規制緩和 に反対す る主張 によれば,過 度の規制緩和 は健全な トラック輸送

産業の発展 を阻害す るとい う。 このよ うに,規 制緩和を推進すべ きか,規 制 を

維持 すべ きかの議論 は盛ん に行 われている ものの,し か しなが ら,そ の前提 と

な るべ き トラック輸送産業それ 自体 の構造や実態 につ いての分析 はさほど積極

的 に行 われて いない。

こう したなかで現在求 め られて いることは,ト ラック輸送産業を0般 的な産

業論 の視 点で平板 に把握 す ることではな く,ト ラック輸送産業 の特殊 な構造 を

で きるだけ実 態 に即 して客観 的に分 析す ることで あ る。 トラック輸 送産業 と

い って も,そ の構造 は多様で複雑 であ り,相 反す る対照性 を もって錯綜 した構

造 を もってい る。 単な る市場 メカニズムだけで は把握 しきれない側面 も数 多 く

もって いる。

そ こで小論 の目的は,現 在行 われてい る規制緩和 の議論 を踏 まえた うえで,

改 めて現状 にお けるわが国の トラック輸送産業 の構造分析 を行 うものであ る。

すでに,ト ラック輸送産業 を対象 とした先駆 的な分析が行 われてい(1)。しか し

なが ら,時 代を象徴す る規制緩和の流 れのなかで新たに現代の トラック輸送産

業の構造 を分析す る必要性 に迫 られてい る。小論 は,こ のよ うな地平 にた って

現代 における トラ ック輸送産業の構造 をめ ぐる分析を展開 し,な おかっ現状 に

お ける トラック輸送産業 の規制緩和 にっ いて も独 自の分析を加 えよ うとす る も

のであ る。

あ らか じめ,小 論 の構成 について明 らかに してお きたい。 まず序 では,分 析

の対象 とな る トラック輸送産 業を概観す る。 その際のキーワー ドは輸送機関 と

してさ らに産業 としての 「成長性」であ る。第1章 は,ト ラ ック輸送産業の競

争的体質 にっいて分析す る。規制緩和 との関係で言えば,規 制が行 われて いる

当該産業 において競争制限的な状態 にな っているのかが課題 となる。 わが国 の

トラック輸送 産業で は,対 照 的な二っの輸送 市場 が存在 してお り,し か も質的
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に異 な る競争 状 態 が形 成 され て い る。 こ う した トラ ック輸送 産 業 の競 争 体質 の

実 態 を明 らか にす る。

第2章 は,ト ラ ック輸送 産 業 にお け る新 た な事 業分 野 の 可能1一につ いて で あ

る。 停 滞 的 な産 業 か らは,新 た な事 業 展 開 は行 われ に くい もの と考 え られ る。

逆 に競 争 的 な体 質 の産 業 で は,創 意工 夫 が な され て新 規 の事 業 が 活発 に行 わ れ

る。 そ こで,こ う した方 面 で の トラ ック輸 送産 業 の実 態 を 明 らか に し,新 規事

業 の方 向性 と将 来 にお け る可 能 性 につ いて分 析 す る。

第3章 は,ト ラ ック輸 送 産業 が もっ特 殊 な構 造 につ い てで あ る。 わ が国 の ト

ラ ック輸 送 産 業 は,一 般 の市場 メ カニ ズ ムだ けで は理 解 で きな い特 殊 な側 面 を

構造 的 に持 って い る。 それ は具体 的 に は,傭 車 制 度 で あ り,過 積 載 ・過 労 運転

で あ る。 こ う した特 殊 な仕 組 み の実 態 を把握 し,そ の発 生 メカ ニ ズ ムを理 解 す

る。

第4章 は,ト ラ ック輸送 産業 にお け る規 制緩 和 の進捗 状 況 を把握 す る。 規 制

緩 和 はあ くまで 「現 在 進 行 形」 で あ り,現 時 点 で はそ の方 向性 にっ いて明確 な

結 論 は出 て いな い。 そ こでt現 時 点 まで の規 制緩 和 を め ぐる推 進派 と維 持 派 の

論 点 を整理 す る。 さ らに これ まで の各 章 の分 析 を踏 まえて,現 時 点 で考 え られ

る トラ ック輸 送産 業 に対 す る規制 緩 和 の影 響 につ いて分 析 を行 う。

注

(1)ト ラ ック輸送産業を対象 として産 業組織論分析 を行 った ものと して,村 尾質

『貨物輸送の自動 車化一戦後過程の経済分析 一一』(白 桃書房,1982年),同 『道路貨

物輸送』(晃洋書房,1989年),宇 野耕 二「道路貨物輸送」中西健一編 『現代 日本の

交通産業』(晃洋書房,1984年)が ある。また トラック輸送産業の実態を分析 した

ものとして,野 村宏 『輸送産業』(東 洋経済新報社,1980年)さ らにマー・ケティン

グの視点か ら分析 したものとして中田信哉 『運輪業のマーケテ ィングー トラック

業の市場競争 をめ ぐって一」(白 桃書房,1984年)が ある。

序 成長の軌跡

わ が 国 に お け る トラ ック輸 送 産 業 の全 体 像 を把 握 す るの に重 要 な点 は,ト

ラ ック輸 送産 業 の 「成長 性 」 を認識 す る ことで あ る。 こ こで の トラ ック輸 送 産
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業 の 「成 長 性 」 とは,二 つ の意 味 を含 ん で い る。 まず一 っ に は,輸 送 手 段 と し

て トラ ックが輸 送機 関相 互 の競 合 関係 の なか で常 に優位 を保 って貨 物 輸送 量 を

急 激 に拡 大 し,他 の輸 送機 関 を大 幅 に後退 させ るほ ど成 長 力 を持 って い る こ と

で あ る。 さ らに∴ つ に は,そ の過 程 は同 時 に産 業 と して トラ ック輸 送産 業 が 急

激 に成 長 す る ことで あ って,わ が国 の 交通 産 業 にお い て 当該産 業 が重 要 な位 置

を 占め るよ うにな った。

第二 次 世 界 大 戦 以 降 の わ が 国 にお け る交 通 の 大 きな 変 化 は,モ ー タ リゼ ー

シ ョ ンの大 幅 な進 行 で あ った。道 路 交 通 の急 激 な発 達 は,旅 客 輸送 に お いて 自

家 用 車 が 急速 に普 及 し,貨 物 輸送 にお いて トラ ック輸送 が 大幅 に躍 進 したの で

あ る。 か つ て独 占的 な大 量 輸 送手 段 で あ った鉄 道 は,こ れ に よ って人 幅 な後 退

を余 儀 な くされ たの で あ る。 図1は わ が国 に お け る貨 物 輸 送 の輸 送 機 関分 担 率

の推 移 が示 されて い る。 この図 に は トラ ックの輸送 機 関 と して の優 位性 が明 ら

か に され て い る。 トラ ッ ク(営 業用 トラックおよび自家用 トラック)は,第 二 次 大戦

後 か ら現 在 に及 ぶ わ が国 の経 済 成 長 の過 程 に お いて,貨 物 輸送 全 体 に 占め る ウ

エ イ トを大 幅 に拡 大 して い る。 トラ ックは輸 送 トン数 で は実 に90%を 越 えて お

り,輸 送 トンキ ロで は50%に 達 して い る。 トラ ックは短距 離 ・中距 離 の輸送 を

得 意 とす る。 この た め,輸 送 距 離 を加 え て輸 送 トンキ ロで は,長 距 離輸 送 を得

意 とす る内航 海 運 が 大 きな ウエ イ トを 占あて い る。 しか し,そ れ で も トラ ック

は輸 送 トンキ ロの半数 以 上 を担 って い るので あ る。

かつ て輸 送 の主 役 は鉄 道 で あ った。 貨 物輸 送 に お いて も鉄道 によ る独 占状態

が形 成 され て い た。図1で 示 され るよ うに,1955年 の 時点 で は鉄 道 の輸 送 分担

率 は50%を 越 え てお り,鉄 道 はか つて の輸 送 独 占の残 津 を色 濃 く残 して い た。

しか し,そ の後鉄 道 輸 送 の凋落 ぶ りは 目を覆 わ ん ば か りの もの が あ る。 トラ ッ

ク輸 送 の躍 進 の 陰 に鉄 道 輸 送 は衰 退 を 余 儀 な くされ,わ が 国 の貨 物 輸 送 は ト

ラ ックが支 配 的 な輸 送 機 関 と して君 臨 す るよ うにな った ので あ る。

しか も注 目す べ き点 は,ト ラ ック輸 送 で も自家 用 トラ ッ ク(一 般の企業が保有

す る トラック)の 割 合 が減 少 して い るの に対 して,営 業 用 トラ ッ ク(ト ラック輸送

産、業を構成する トラック運送業者が保有する トラック)の 輸送 す る割 合 が急 激 に拡 大
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図1輸 送機 関分担 率の推移
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(注)国 内航空は1955,65年0.0で 以降0.1で ある。

(資料)『 陸運統計要覧』より作成

して い る こ と で あ る。 前 掲 の 図1に 示 され て い る よ う に,輸 送 トン数 輸 送 ト

ンキ ロ と も に 同 じ く拡 大 傾 向 を 示 して お り,現 在 で は営 業 用 トラ ック が 両者 に

お い て ほ ぼ4割 弱 を 占 め て い る。 輸 送 トンキ ロで は長 距 離 輸 送 が 多 い営 業 用 ト
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図2ト ラック輸送産業の売上高の推移
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ラ ックが 自家 用 トラ ックを人 幅 に上 回 って伸 びて い る。 この よ うに,一 一般 の 自

家 用 トラ ックの輸送 に対 して,ト ラ ック運送 業 者 に よ る営 業用 トラ ックの輸 送

が拡 大 して い るの で あ る。

トラ ックが 支配 的 な輸 送 機 関 とな りrな お か つ営 業 用 トラ ックが伸 張 す る過

程 は,同 時 に トラ ック輸 送 産 業 が 急 激 に成 長 す る過 程 で もあ った。 図2は ト

ラ ック輸 送 産 業 の売 上 高 の推 移 が 示 されて い る。1980年 代 後 半 か ら現在 に至 る

まで一貫 して売 上高 が増 加 して い る。 現 在 わ が国 経 済 は深 刻 な不 況 を経 験 して

い るが,ト ラ ック輸送 産 業 の全 体 の売 上 高 は対 前年 増 加率 は落 込 ん で い る もの

の依 然 と して増 加 して い る。 ち な み に1992年 度 の売 上 高 現 在 は12兆1000億

円 に達 して お り,ま さ し く一一っの 大 きな産業 と して成 長 して い る。

さ らに表1は,ト ラ ック輸送 産 業 とそ の他 の交 通 産 業 の規 模 を比 較 した もの

で あ る。 他 の産 業 に関 して の統 計 デ ー タは決 して1・分 で はな いが,あ る程 度 の

比 較 に耐 え うる もので あ る。 この よ うに比較 して み る と,交 通 産 業 の貨 物 輸送

部 門 にお いて トラ ック輸 送 産 業 が突 出 して い る ことが 明 らか に な る。それ は12
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兆 円 を越 え る売 上 高 だ け

で な く,事 業 者 数 で も4

万 を越 えて トップで あ る

し,ト ラ ック輸 送 産 業 が

抱 え る雇 用 は100万 人 を

突 破 して い る。 この よ う

に わ が国 の トラ ック輸 送

産 業 は,他 の交 通産 業 の

追 随 を許 さな い ほ どの大

きな産 業 規 模 を誇 る まで

に 成 長 し て い る の で あ

る。 わ れ われ は トラ ック
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表1運 輸関連産業の比較

業 種
営業収入

(億円)
事業者数

従業員数

(千人)

ト ラ ッ ク 運 送 業 121,000 42,308 1,132*

内 航 海 運 業 11,454 6,295 43**

JR貨 物 2,046 1 12
H

港 湾 運 送 業 12,200 1,080 65

鉄道貨物運送取扱業
㎜

倉 庫 業

3,472 1 782 10

16,525 ,4,5851 107

(注)1.1993年 末現在。 ただ し,*は92年 末現在,**は92

年10月 現在。

2.内 航海運の営業収 人は,営 業収入報告の あった事業

者1649社 の合計値。

(資料)『LOGISTICSNOW'95』

輸送産業 の規模 と しての大 きさを改 あて認識す る必要があ る。

しか し,こ うした輸送手段 と しての トラックの拡大,産 業 としての トラ ック

輸送産業 の成長 は,同 時に重大 な外部不経済 を拡大 して いること も無視 で きな

い事実 であ る。過度 の自動車へ の依存 と道路整備の相対的な遅れ によ って,深

刻 な交通渋滞が発生す るとともに,交 通事故 も深刻の度合いを増 している。 さ

らに自動車 の走行 による排気 ガスの増加,そ れによる大気汚染,地 球環境 問題

も深刻化 してお り,ま さに現在地球 的規模での対応が必要 とな ってい る。

こうしたなかで,1980年 代末 か らわが国貨物輸送の過度な トラック輸送への

依存 を政策 的に是正 しよ うとす る動 きがみ られ る。運輸省が提唱す る 「モーダ

ルシフ ト」政策がそれである。 これ は貨物輸送 において トラックか ら鉄道や内

航海運 に シフ トしよ うとす る ものであ るが,運 輸省 の提唱 に もかかわ らず5現
(2)

実 的 に は トラ ックか ら他 の輸 送 機 関 へ の大 幅 な転 換 は進 んで いな い。 外 部 不経

済 の拡 大 とい う深 刻 な 問題 を は らみ なが ら,わ が国 の貨 物 輸送 に お け る トラ ッ

クへ の依 存 は基 本 的 に変 わ りが な い。 そ して,ト ラ ック輸 送産 業 が今後 と もわ

が 国 の輸 送 シ ステ ムを 支 え る重 要 な産 業 で あ る こ とに は依 然 と して変 わ りな い

ので あ る。
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注

(2)モ ー ダ ル シ フ ト政 策 の 問 題 点 にっ い て は,藤 井 健 「貨 物 輸 送 と エ ネ ル ギ ー問 題 」

『季刊 輸 送 展 望 』No.223,1992年 夏 号,26-一 一34ペ ー ジ。

第1章 競争的体質

交通産業 は歴 史的に規制 の対象 とな ってお り,ト ラ ック輸送産業 もこの例 に

漏れずに規制がな されて きた。規制 は多かれ少 なかれ競争 制限 的に作用 し,当

該産業 にお け る事業者 間 の競争 を弛緩 させ る働 きをす ると考 え られて い る。

従 って,規 制が行われ るなかで 自由競争 が阻害 されて,効 率性追求 がお ろそか

にな ると考え られて いる。 しか し,ト ラック輸送産業で は伝統的 に規制 が行 わ

れて きた産 業 に もか かわ らず,輸 送 市場 において競 争制限的 にな って はいな

い。む しろ,政 府 によ る規制 が行 われて きたに もかかわ らず,輸 送 市場 自体 は

競争的であ る。 ここで は トラック輸送産業の全体的 な構図 を明 らかにす るなか

で,そ の競争的な体質を分析す る。

第1節 新 規参 入 の動 向

1.市 場 区分

トラ ック輸 送 産 業 を分 析 す る際 に注 意 しな けれ ば な らな い点 は,ト ラ ックの

輸 送 市場 が 単一 の市 場 で はな く}基 本 的 に性 格 の 異 な る2っ の輸送 市場 か ら構

成 され て い る こ とで あ る。 具 合 的 に は,一 般 トラ ック運 送 業 者 に よ って形 成 さ

れ る輸 送 市場 とa特 別 積 合 せ 業 者 に よ って形 成 され る輸 送 市 場 が 並 存 して い

る。 一般 トラ ック運 送 業 者 が提 供 す る輸 送 サ ー ビス とは,原 則 的 に一 人 の荷 主

に対 して一 台 の トラ ックを貸 切 の形 態 で行 う もの で あ る。 これ に対 して特 別積

合 せ業 者 が供給 す る輸送 サ ー ビスは,輸 送単 位 の小 さな複 数 の荷 主 の貨物 を一

台 の トラ ックに積 合 せ(混 載)し て行 う もので あ る。

トラ ック輸送 市場 にお いて こ う した区 分 が な され るの は,政 府 の規 制 によ る

トラ ック運送 業 者 の事業 区 分 に よ る もので あ る。 す な わ ち,わ が国 の トラ ック

運 送 業 にお け る事業 区分 は,1951年 に施 行 され た 「道路 運 送 法 」 に よ って,ト
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表2一 般と特別積合 せの事業者の比較

事 業 者 数 営 業 収 入

一 般 トラ ック運 送業 39,627(100.0) 8兆5,017億 円(100.0)

特別積合せ運送業 278(0.7) 1兆9,197億 円(22.6)

(注)事 業者 数は1993年 度 の数値,営 業収 入 は1990年 度 の数値。 事業

別 の営業収 入 は90年 度 まで しか明 らか にされていな い。 カ ッコは

般 を100と した指数。

(資料)『 陸運統計要 覧』

ラック運送業 は一般 区域貨物 自動車運送事業(区 域 トラック事業)と 一般 路線貨

物 自動車運送事業(路 線 トラック事業)の 二っ事業免許が与 え られた。 この事業

区分 に基づ いてそれぞれ輸送 サ ー ビスが提供 されて,輸 送市場 が形成 されたの

である。 その後1990年 にいわゆ る物流二法(「貨物自動車運送事業法」および 「貨

物運送取扱事業法」)が施行 され,こ の うち 「貨物 自動車運送事業法」によって従

来 の事業 区分が変更 され,一 般区域貨物 自動車運送事業が一般貨物 自動車運送

事業(一 般 トラック運送事業)に,一 般路線貨物 自動車運送事業が特別積合せ運送

に名称が変更 された。事業規制 の名称 が変更 されたが,基 本 的に性格 の異な る

2っ の トラック運送事業 が認 め られてよ り,そ れ に伴 って引 き続 き2っ の輸送

市場 が形成 されていることには変 わ りない。

2っ の輪送市 場 の規模 は表2に 示 されて い る。業者 数 で は圧倒 的 に一般 ト

ラック運送業者 が多 い。 しか し,特 別積合せ運送業 は事業者が極端 に少 ない も

のの,営 業収入 で は一般 トラック輸送業 の2割 以上 に達 している。以下 では,

一般 トラック運送業 と特別積合せの市場区分 に従 って分析 を行 う。

2.一 般 トラ ック運送業 の事業者増加

市場が競争 的で あるか否かを判断す る基準 の一 つ として,産 業 における事業

者の新規参入の状態が考え られている。一般的 には,新 規参入 が積極 的に行 わ

れるほど市場 が競争的であると考 え られてい る。 そ こで,事 業者数で は トラッ

ク輸送産業 の主要 な部分 を占める一般 トラック運送業 か ら事業者数の動 向をみ

てみよ う。
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図3ト ラ ッ ク運 送 業 者 数 の動 向
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図3は わが 国 にお け る トラ ック運 送 業者 数 の 全体 の動 向 が示 され て い る。 こ

れ によ る と,ト ラ ック運 送 業 者 数 は現在 に至 る まで0貫 して増加 して い る こ と

が わ か る。 しか も,そ の増 加 は も っぱ ら一般 トラ ック運 送 業 者 に よ る もの で あ

る。 一 般 トラ ック運 送 業 者 は こ こ2年 ほ ど は毎 年1000事 業者 越 え るペ ー ス で

増 えて い る。ち なみ に,1993年 度(1994年3月 末)の 時点 で わ が国 全体 で トラ ッ

ク運送 業者 数 は4万3,450業 者 に達 してお り,そ の うち一般 トラ ック運 送 業 者

が3万9,627業 者 で あ り,全 体 の91.2%を 占め て い る。 この よ うに,わ が 国 の

トラ ック運 送 業者 の圧 倒 的 な部 分 を 占 めて い るの は一 般 トラ ック運 送 業 者 で あ

(3)

り,現 在 まで一 貫 して増加 を続 けて い る。

一 般 トラ ック運 送業 者 の増 加 に関 して
,次 の点 を注tす る必要 が あ る。 す な

わ ち,一 般 トラ ック運 送 業 は景 気 の変 動 に関係 な く事 業者 数 が一 貫 して増 加 し

て い る こ とで あ る。一 般 的 に は,好 況 期 にお いて利 益 の拡 大 が 見込 まれ る こ と

か ら新 規参 入 が盛 ん にな り,逆 に不況 期 にな る と新 規参 入 が減 少 した り,倒 産
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図4規 模別一般 トラック運送業者数の動向
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(資料)『 陸運統計要覧』より作成

が増加 した り して,市 場 か らの撤 退者 が相 次 ぐ もの と考 え られ る。 しか し,一

般 トラ ック運 送業 に関 して は,景 気 変 動 に関係 な く,1980年 代 末 か ら1990年

に至 るバ ブル経 済 を経験 した好 況期 にお い て も,90年 以 降 の ポ ス トバ ブル の不

況 期 に いて も,一 貫 して増 加 傾 向 を続 けて い る。む しろ,一 般 の予 想 とは逆 に,

一 般 トラ ック運 送 業 に お いて は,不 況 期 の ほ うが 事 業 者 の増 加 の テ ンポ が強

ま って い るので あ る。 この点 は後 の展 開 にお いて重 要 な ポイ ン トとな る。

で は どの よ うな性 格 を もっ一 般 トラ ッ ク運 送 業 者 が 増 え て い るの で あ ろ う

か。 改 めて指 摘 す るまで もな く,ト ラ ック輸 送 産業 は典 型 的 な中 小企 業 の業種

で あ る。わが 国 に お け る 「中小 企 業基 本 法 」の定 義 に従 え ば,中 小 企 業 と は 「資

本 金1億 円以 下 な ら び に従 業 員300人 以 下 」 で あ り,こ れ に該 当 す る一 般 ト
(4)

ラ ック運 送 業 者 は じっ に全体 の99%に 達 して い る。 こ う した状 況 か ら一 般 ト

ラ ッ ク運 送 業 で は中小規 模 の業者 が増 加 して い る こ とを容 易 に想 像 で きる。

図4は 保 有 車両 台数 別 の一 般 トラ ック運 送 業者 数 の動 向 が示 され て い る。 こ

れ に よ って経 営 規模 別 の特 徴 が 把握 で きるが,次 の2っ の動 向が読 み と る こと

が で き る。 まず第 一 に,保 有 車 両数 が11両 ～20両 の階 層以 上 の階 層 に お いて
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は,事 業者が一貫 して増加 している。事業者数 の絶対的な増加 とい う点 では
,

これ らの層 にいずれ も共通 して いる。 このなかで,21両 ～50両 を保有す る ト

ラック運送業者 の階層 は,一 般 トラ ック運送業者の全体的 な分布 か らみれば中

規模 にあた る階層 であ るが,顕 著 に増加傾 向をみせて いる。 この増加の テ ンポ

は,こ の階層の経営規模 が トラック運送業 を事 業展開す るのに最適 な規模で あ

るかのよ うな印象 を与えている。

第二 に,経 営規模 でみた最下層 の トラック運送業者数 が,深 刻 な不況の もと

で増加 に転 じている。保有車 両台数が5両 以下 の事業者数 と,6両 ～10両 以下

の事業者 は,と もにほぼ同 じ傾 向を示 してい る。5両 以下 の階層 の トラ ック業

者数 は,1991年 度 まで減少傾向にあ り,6両 ～10両 の階層 の トラ・ソク運送業者

数 も90年 度 まで減少傾向 にあ った。 しか し,両 階層 の事業 者数 は,そ の後増加

傾向に転 じてい るのであ る。とりわ け,不 況が深刻化 した92年 度,93年 度 にお

いて・ これ らの階層 の事業者数 の増加 が 目立 って いる。

このよ うに,保 有車 両台数が10両 以下 の零細規模 の トラック運送業者 は
,経

済が好景気 を迎 えている時期 には減少 したが,逆 に不況期 に突入 してか らは増

加 している。不況が深 刻化す るなかで,こ う した零細規模 の トラ ック運送業者

が増加 して いる事実 に注 目す る必要があ る。 それ は当然 トラック輸送市場 にお

ける競争を激化 させ る要因 と して作用 す るか らであ る。

3.特 別積合 せ輸送の事業者減少

さて次 に特別積合せ運送業であ るが,こ の事業者数 は先 に見た一般 トラ ック

運送業者 とまさに対照的 に一 貫 して減少 し続 けて いる。図5に は特 別積合せ業

者 の事業者数 の推移 が示 されている。 もともと特別積合せ業者 は,一 般 トラッ

ク運送業者 に比べ て事業者数が極端 に少 ないが,最 近 の傾 向はそれにさ らに拍

車がか けられてい る。1980年 度 には356業 者 あ った ものが,90年 度 に327業

者,93年 度 には287業 者 に減少 してい る。詳 しく見てみ ると,こ う した一貫 し

た減少傾向のなかで,特 に90年 度 の減 り方 が一段 と大 きい ことが 目に付 く。当

該年度 には,折 しも規制緩和 を もた らした物流二法 が施行 された年で もある。
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皮 肉 に も規 制緩 和 が実 施 され た その年 にi一 段 と事 業 者数 が減 少 して い るので

あ る。 この よ うに特 別 積 合 せ運 送 業 の事 業 者数 は減少 して い るので あ るが,む

ろん それ は輸 送 市場 が縮 小 して い るため で は ない。特 別積 合 せ運 送 業 の売 上 高

は順調 に拡 人 して い るの で あ って,そ の中 で の事 業 者 の減少 が 継続 的 に生 じて

い るので あ る。

さ らに,階 層 別 に特 別 積 合 せ業 者数 の構 成 を示 したの が図6で あ る。 これ に

よ る と,車 保 有 台 数 が50両 以 下 を基 準 に して2っ の傾 向 を読 み と る ことが で

き る。す な わ ちy50両 以下 の階 層 に属 す る業 者 数 は減 少 して い るの に対 して,

そ れ以 上 の階 層 の業 者 は増加 して い る。 下位 の階 層 な か で も,と りわ け5両 以

下 の 階層 と6～10両 以 下 の階層 で は最 近 に お いて急 速 に減 少 して い る。 これ に

対 して,51両 以上 の階層 は増 加 して い る。特 に,こ の階 層 区分 のな かで101～

200両 以 下 の階層 と201両 以 上 の 階層 の事 業 者 数 の増 加 が 目立 って い る。

以 上 の よ うに,特 別 積 合 せ運 送 業 の場 合 に は業 者数 が一 貫 して減 少 して い る

ので あ るが,そ れ は保有 車 両 台数 の少 な い零細 業 者 が もっぱ ら減 少 して い るた

めで あ る。逆 に,101両 以 上 の経 営 規模 の比 較 的大 きい業 者数 は増 加 して い る。

この こ とか ら,特 別 積 合 せ運 送 業 にお いて は,一 方 で零 細業 者 が 市場 か ら相 次

いで撤 退 して い て い るの が,他 方 にお い て事業 を継続 して い る事 業者 は,保 有

車両 台数 を増加 して経営 の拡 大 を積 極 的 に押 し進 めて い る こ とが明 らか に な っ

て くる。

従 来,特 別 積 合 せ業 者 は,路 線 トラ ック事 業 とよば れ た物 流 二法 以 前 の時期

か ら,輸 送 の ネ ッ トワ ー クの人 きさ に応 じて3つ に分類 され て きた。 まず 第一

に全 国 的規 模 の事 業者 で あ り,こ れ は 単独 で ほぼ全 国 的 な輸送 の ネ ッ トワー ク

を構 築 して い る大 規 模 な トラ ッ ク運 送 業者 で あ る。 ヤ マ ト運 輸,日 本通 運,西

濃 運 輸 福 山通運 とい った一 部 上場 の企 業 が これ に該 当す る。 第 二に広域 の事

業者 で あ り,前 者 の事 業 者 の よ うに全 国 的 な輸 送 ネ ッ トワー ク は持 た な い もの

の,地 方 単位以 上 の広域 に わ た る輸送 ネ ッ トワー クを構 築 して い る もの で,準

大 手 も し くは中 堅 の トラ ック運送 業 者 で あ る。 さ らに第三 に地場 の事業 者 で あ

り,特 定 の 限 られ た ロー カ ルの輸 送 ネ ッ トワー一クを もっ 中小 トラ ック運 送 業 者
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図5特 別積合せ業者数の推移

(業
者

数
)

(289)

400・

30U

250

偏
0

350■』 』一 w ti

l

ti H ti

一 一_

ti ti

一『 一 }

1

｠
N H 一

　

i

l
1

{
19801981198219$3198419$519861987198819891990

(年 度)

(資料)『 陸運統計要覧』 よ り作成

図6特 別 積 合 せ 業 者 の 規 模 別 構 成 比 の推 移
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で(5)。

先 に見た階層別 の特別積合せ業者 の構成変化 は,こ の3っ のカテゴ リーの事

業者 の動向に対応 させ ると次 のよ うにな る。 すなわち,輸 送 ネ ッ トワー クの狭

い中小 の地場 の特別積合せ業者 は,徐 々に輸送 市場 か ら撤退 してお り,こ れ と

は対照的に準大手や中堅の広域特別積合せ業者,さ らに全国規模の特別積合 せ

業者 は,ト ラ ックの保有車両台数を増加 させて積極的な事業拡大をはか って い

るのである。

ところで,特 別積 合せ業者が提供 して いる輸送サ ー ビスに宅配便 がある。宅

配便 は急激 に成長 した結果,特 別積合せ の輸送市場 のなかで重要 な一角を構成

す るようにな った。宅配便 の場合,一 ・社単独で宅配便 を提供 してい る事業者 は

例外的であ りi多 かれ少 なかれ業務提携 を した り子会社を設立 して宅配便の輸

送網 を構築 して いる。 このたあ,便 数 に対 して事業者数が多 くな って いる。宅

配便 の取扱量 が急増 した成長期 には,宅 配便への新規参入 が増加 し,一 時 は宅

配便 は40便 で111社 の トラック運送業者 が これに参加 していた。 しか し宅配

便 市場 において も成熟段階 を迎 えて事業者 の減少が してお り,現 在で は便数が

37便 に減少 して いる。宅配便 も特 別積合せ輸送 と同 じ傾 向が見 られ るのであ

る。

第2節 継 続 的新 規 参 入 と寡 占化 の メ カ ニ ズム

1.継 続 的新 規参 入 の メ カニ ズム

同 じ トラ ック輸 送市 場 に お いて も事業 へ の参 入状 況 を み る と,一 般 トラ ック

運 送 業 と特 別 積 合 せ輸 送 で は著 しい コ ン トラス トを み せ て い る。 まず一 般 ト

ラ ック運 送 業 だ が,先 に確 認 した よ うに事 業者 が増 加傾 向 を続 けて お り,輸 送

市場 に お け る継続 的 な新 規参 入 が起 って い る。 そ こで この継 続 的新 規参 入 の メ

カ ニ ズ ムを詳 し く分 析 してみ よ う。

も と もと一般 トラ ック運 送 業 は新 規 参 入 が比 較 的容 易 な業 種 で あ る。 原 則 的

に一 台 の トラ ック に よ って輸 送 業 務 が完 結 す る一 般 トラ ック運 送業 の 単純 の輸

送形 態 の もとで は,事 業 展 開 にあ た って ネ ッ トワ ー クを必要 と しな い。 原則 的
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に考えれば,一 般 トラ ック運送業者 の事業 を開始 す るには
,輸 送手段 である ト

ラック1台 を保有す ることによ って可能 である。 このために新規参入者が必要

な投資額 は少 な くてすむ。

ただ し現実的 には,ト ラック運送業 に新規参入す るために運輸省が定 めた一

定の許可基準を ク リアす る必要が ある。 そのなかで も特 に重要 な許 可基準 は最

低車両台数制 である。 あ らか じめ運輸省が定 めた最低車両台数 を保有 していな

ければ,営 業許 可を取得 して新規参入 す ることはで きない
。 この最低車両台数

は運輸省 の地 方運輸局 ごとに定 め られてお り,そ の基 準 は地域経 済 に規模 に

よって各 々設定 されて いる。表3に 示 されてい るよ うに
,最 低 は離島の3両 か

ら5両 ・7両 ・9両 ・10両,13両 ,そ して15両 まで設定 されている。離島 は別

に して もi地 方 によ って は5台 の トラ ックを保 有す れば新規参入 が 可能 であ

る。 その他 に営業所 トラ ックの駐車場,ト ラ ック ドライバ ーの休憩施設 の設

置が義務 づけ られてお り,こ れ らを装備 して新規参入 とい うことにな る
。 いず

れ にせよ資金力 のない事業者 は,こ の最低車両台数規制 ぎりぎりの車両保有 で

事業 をス ター トす る ことにな る。 こうして最低保有台数 を ク リア した零細規模

の事業者 の新規参入 が相次 ぐことになる。

このなか には・ 自家用 トラックを保有 する一般 の企業が
,新 たに営業許 可を

申請 して トラック運送業 を開始す る場合が含 まれている。 こうした動 きは,不

況が深刻化 す るなかで,一 般の企業 にお いて物流 コス トを削減す るためのイ ン

セ ンテ ィブが強 く働 いていた結果であ る。 自家用 トラックを保有 して 自社の貨

物 を運送す る一般 の企業 は,自 社 の貨物 を運 ぶだけで は運行す る トラックの積

載効率が悪 い。 このため,営 業許 可を取得 して,自 社 の貨物 をベースに して他

人 の貨物 を取 り込 む ことによって,積 載効率 を上 げ ることがで きる。例 えば,

営業許可 を取 れば,従 来空車 で帰 って きた帰 り便 も他人の貨物を輸送す ること

がで きるか らである。 自家用 トラックで輸送 していた時 よ り,効 率的 な輸送 が

可能であ る し・事業 と して も採算 を維持 してい くこともで きる。 そ して,結 果

的 にメイ ンに運 ぶ 自社の貨物 の輸送 コス トを削減 す ることがで きるので ある。

このよ うなイ ンセ ンテ ィブの もとで トラック運送業を新 たに開始 す る一般 の企
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表3地 域別最低車両台数規制

鍵輪簡 簸 抵 車 隔 数

1,北 海道圏区域(北 海道一一円)

北海道2.人 口10万 入以Eの 市

3.そ の他

1.北 東北圏区域(青 森県,岩 手県及 び秋 出県を合わせ た区域)

2.南 東北圏区域(宮 城県,福 島県及 び山形 県を合わせ た区域)

東 北3.人 口10万 人以 ヒの市

4.人 口5万 人以 ヒ10万 人未満 の市

5.そ の他

謁
鴨1

1.北 東北圏区域(青 森県,岩 手県及び秋田県を合わせた区域)

潟1:幣 響 鷺 騨 鮮 島県及び山形贈 わせた区域)

隠
4.そ の他

1.首 都圏区域(東 京都,神 奈川県,千 葉県 及び埼 長県を合わせた区域)

東2,東 京都特別区,横 浜市及 び川崎 市

3.そ の他

15両l

l5両i

lO両

7両1

5両i

隔
禽

1.中 京圏区域(愛 知県,岐 阜県及 び三 重県 を合わせた区域)

北陸圏区域(福 井県,石 川県及 び富 由県 を合わせた区域)

3.名 占屋市,豊 橋 市,岡 崎市,豊 田rl∫,静 岡 市,浜 松 市,岐 阜 市,

沢市 及 び富 山市

4.そ の他

九 州

阪神圏区域(大 阪府及 び兵庫県を合わせた区域)

2.指 定地域(大 阪市ほか54市9町)

3.そ の他

1.山 陽圏区域(広 島県及 び岡山県 を合わせ た区域)

2.人 口10万 人以 トの市

3,そ の他

1.四 国圏区域(香 川県、徳 島県,愛 緩県 及び高知県を合わせた区域)

2.人 口10万 人以 トの市

3.そ の他

1.北 部九州圏区域(福 岡県及 び佐賀県を合わせ た区域)

① 福岡市,北 九州市

② 人ロ10万 人以Lの 市及 び指定地域(春 日市 ほか6市11町)

③ 人日10万 人未満の市町村

2.そ の他(拡 大区域以外)

① 福 岡市,北 九州市

② 人 口10万 人以Lの 市及 び指定地域(春 日市 ほか6市ll町)

③ 人口10万 人未満の市 町村

3.南 九 州圏区域(熊 本県,宮 崎県及 び鹿児 島県を合わせた区域)

「
四 日市市}金

15

i留

隠
315両:

._i

UO両

両
　　 　 　

両l

Ilo両1
i

皿 厄剛

1調

7両

5両

オ域)i 1
15両

7両
15両

13両
i

隅
lo両

7両

5両

15両

i5両

上3些,

(注)1新 潟運輸局 は,管 轄 が東北 と重な ってい るところがある。

2北 部九州圏 は拡大区域 とそ うでないものを選択 で きるため,同 じ市で2っ の基準があ る。

(資 料)運 輸省
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表4 トラック運送業者の倒

産件数と負債額

(単位:件,億FJ)

臨
f19

トー-

19

墜_
99

×58

X92

93298

　 　 　へへ

369

負債額

IQfi

337

1,454

371

墨 圭⊥」 互L653
(注)負 債額1千 万 円以 ヒ

(資料)帝 国 デー タバ ンク

業が出てきてい る。 深刻化 す る不況 は,一 般 の企

業 の物 流 コス ト削減 へ 向か わせ て い るので あ る

が,そ れが極端な場合みずか ら トラック運送業 を

営む ことになるのである。

さ らに注 目すべ き点 は,新 規参入が相次 ぐなか

で市場 か らの撤退者が少 な く,し か も既存事業者

の零細 化 が進行 して い る こ とで あ る。 この こと

は,不 況 が 深刻 化 して い るに もかか わ らず,ト

ラ ック運送業 にお ける倒産数 が比較的少 ない事実

と密接 に関連 して い る。表4は 最近 にお け る ト

ラ ック運 送 業者 の倒産 件 数 の動 向 が示 され て い る。 これ に よ る と,1990年 代 に

入 って不 況 の深 刻化 に応 じて,ト ラ ック運 送 業者 の倒 産件 数 は あ る程 度 増 加 し

て い る。 しか しyそ の数 は多 くて もせ いぜ い年 聞300件 台 で あ って,事 業 者数

の1%に も満 たな い状 態 で あ る。 不 況 が深 刻 化 して い る割 には,倒 産 数 が少 な

い といえ るで あ ろ う。

この よ うに トラ ック運 送 業 者 の倒 産 件数 が少 な いの は,ト ラ ック運 送 業 者 が

不 況 によ る貨 物 量 の減 少 に対応 して,み ず か らの 事業 規模 を縮 小 して生 き残 り

を はか ろ うと して い るか らで あ る。 保有 す る トラ ックを減 ら し雇用 して い た ド

ライバ ー を減 ら して,い わば 「縮 小再 生 産 」 を はか り,こ れ に よ って事 業 その

もの を維 持 して い こ う と して い る。 実 際 に こ う した規模 縮 小 に よ って存続 を は

か り事 業 の継 続 が 可能 とな って い る。 そ の結 果 と して先 に みた よ うに零細 規 模

くの

の事 業者の増加 がみ られ るので ある。

新規参入を はかるの には最低保有台数を ク リア しなければな らないが,事 業

開始後 これを維持 しな ければな らない規定 はない。必要 に応 じて保有 トラ ック

を削減す る 「減車」 が 可能 であ る。実際に一般 トラ ック運送業者のあ いだで こ

うした 「減車」が広 く行われているのであ る。 これ によって事業者 の生 き残 り

が はか られている。 このため,貨 物需要 の低迷 に もかかわ らず倒産 によ る市場

か らの撤退が容易 にすすまず,不 況 が深刻化 す るなかで既存 の事業者 のさ らな
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図7宅 配便の市場占有率

1988年 度

1991年 度

1994年 度
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る零細規模 化が進行 して いるのであ る。

2.寡 占化のメカニズム

ところで特別積合 せの参入状況 は一般 トラック運送業 とまった く異 な ってい

る。特別積合せ業者 は もともと業者数 が少 ないが新規参入 はな く,一 般 トラッ

ク運送業 と逆 に零細規模 の事業者が年 々市場か ら撤退 している。結果的に当該

輸送 市場 はますます寡 占化 の度 合いを強あているのである。 日本通運,ヤ マ ト

運輸 西濃運輸,福 山通運 といったわが国を代表す るよ うな大手 トラック業者

は積極 的な事業拡 大をはか ってお り,こ れ ら大手の トラック運送業者 の市場 占

有率が高 まっている。現在で は特別積合せ事業者の売上高 に関す る統計資料 が

明 らか にされていな いため,過 去 のデータで推 測す るしかないが,1988年 度 の

特別積合せ(当 時の路線)輸 送市場 に占める大手5社 の市場 占有率 は53%に 達 し

てい紹。その後の特別積合せ輸送市場の拡大と事業者数の減少をみれば 寡占

化 が さ らに進 行 して い る こ とは明 らかで あ る。

さ らに特 別積 合 せ よ り も宅配 便 で寡 占化 が さ らに一 段 と進 ん で い る。 図7に

示 され るよ うに,宅 配便 の トップの ヤ マ ト運 輸(宅 急便)の 市場 占有 率 だ けで全

体 の44%を 占 めて お りt第2位 の 日本通 運(ペ リカ ン便)を あ わせ る と上位2社

だ け で70%に も達 す る。 さ らに上 位5社 で は な ん と90%以 上 を 占め て い るの
く　ラ

で あ る。 しか も寡 占化 傾 向 は年 々強 ま って い るので あ る。

そ こで,特 別積 合 せ輸 送 の宅 配 便 を対 象 と して,そ の特 有 な寡 占化 メカ ニ ズ
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ムを明 らか に して み よ う。

特 別積 合 せ にお け る宅配 便 の事 業 展 開 に は,「 ネ ッ トワ ー ク」の大 き さが極 め

て重 要 な要 素 とな って くる。 これ は先 に 見た一般 トラ ック運 送 業 と決 定 的 に異

な る点 で あ る。 この ネ ッ トワ ー ク とは,特 別 積 合 せ輸 送 の 集荷 ,発 の トラ ック

ター ミナル で の仕分 け,幹 線 輸 送,着 の ター ミナル で の仕 分 け,配 送 と い った

複 合 的機 能 が有機 的 に結 合 した面 的 な広 が りを もった もの で あ る。 特 別 積 合 せ

輸 送 にお い て は,こ う した面 的 な広 が りを もった一 定程 度 の ネ ッ トワー クを必

要 とす るが,競 争 条 件 と して この ネ ッ トワー クの広 さが大 き く影 響 す る。輸 送

ネ ッ トワー クが広 い ほ ど,他 の事 業 者 に対 して競 争 力優 位 を確 保 で き るので あ

る。 事 業 展 開 が ロー カル よ りは広 域 に,さ らに全 国展 開rは た また は海外 展 開

を 含 め た グ ローバ ルす るほ ど,輸 送 サ ー ビス と して の商 品 の競 争 力 が 強化 され

て くる。 顧 客 で あ る消 費 者 や一 般 の企 業 に よ る宅配 便 サ ー ビスの選 択 は,全 国

ど こで も くまな く輸 送 で き る輸 送 サ ー ビス を選 択 す る傾 向 を強 く持 って い るか

らで あ る。 こ う した広域 の ネ ッ トワー クに応 じて,翌 日配 達 に象徴 され る輸 送

サ ー ビスの迅速 性,誤 配 や荷 傷 み を回 避 す る輸 送 の安 全 性 ・確 実 性 が付 加 され

る ことに よ って,宅 配 便 の競 争 力 が強 化 され る。 こ う した条件 を具 備 す る こ と

に よ って宅配 便 の 市場 を急速 に拡 大 して きた の で あ る。

と ころで,広 域 な ネ ッ トワー クを確保 す るた め には大 規模 な設 備投 資 を必 要

と して い る。 宅 配便 とい う輸 送 サ ー ビスを生 産 す るた め に は,ト ラ ック輸 送 の

結 節 点 と して ター ミナ ルを必 要 と し,広 域性 に対 応 して トラ ック ター ミナ ル を

全 国 の 主要 な拠 点 に配 置 して いか なけ れ ばな らない。 しか も トラ ック ター ミナ

ル は大 量 の貨物 が集 中 す るた め に施 設 その ものが 大規 模 化 す る と と もに,集 中

した大 量 の貨物 を短 時 間 の うち に効 率 的 に仕 分 けす るた め に大 型 機 械 で あ る 自

動 仕 分 け機 の導 入 が必 要 不 可欠 とな る。 この た め,宅 配 便 の事 業 展 開 は 「装 置

産 業 」 化 して くるの で あ って,そ れ を確 保 す る ため に は積極 的 な設 備投 資 が繰

り広 げ られ た。 それ と と もに,ネ ッ トワー クの拡 大 に伴 い貨 物 輸 送 に よ って必

然 的 に発生 す る内部 的 事務 処 理 の効率 化,さ らに輸 送途 上 の貨 物 管理 の必 要 か

ら貨物 追 跡 シス テ ムを構築 す るため に全 国 的 な情 報 ネ ッ トワー ク システ ムが 必
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要 不 可欠 とな る。 この よ うに して輸送 の ネ ッ トワー クが拡 大 され る と と もに,

そ れ に伴 って取 扱量 が増 加 し営 業 収 益 が1順調 に拡 大 す る。 そ れを設 備投 資 に費

や す こ とに よ ってsさ らにネ ッ トワー クが拡 大 で き る。宅 配 便 はそ の成長 期 に

お いて事業 拡大 の た め の こ う した 「好 循環 」 が形成 され たの で あ る。 従 って,
(g}

こ う した ネ ッ トワ ー ク拡張 指 向 の特 別 積 合 せ業 者 が急 激 に成 長 したの で あ る。

それ とと もに こ う して形成 され た ネ ッ トワー クは,特 有 の参 入 障壁 を形 成 す る

の で あ って,新 た に宅 配 便 サ ー ビスを提 供 しよ う とす る新 規 参入 者 を 断念 させ

る こ とにな るので あ る。

これ と同時 に,ネ ッ トワー クの狭 い中小 の特 別 積 合 せ 業者 は競争 上 不利 な 立

場 に追 い や られ,市 場 か ら撤 退 す る こ とに な る。 中 小 の 特 別 積 合 せ 業 者 は,

ネ ッ トワー クの 限 られた特 定 の地域 で輸 送 サ ー ビスを提 供 して い る。 そ れ 自体

全 国 配 達 が 標 準 とな る宅 配 便 で は競 争 を展 開 して い く うえ で 不 利 に な る。 ま

た,そ の他 の全 国各 地 へ の輸 送 は,他 の特 別 積 合 せ 業者 との連 絡 輸送 が行 われ

て い る。 しか し連 絡 輸 送 は事 業 者 が異 な る こ とか ら,時 間 的 な遅 れ が生 じた り,

サ ー ビス レベ ルの低 下 が 避 け られ な い。 さ らに連 絡 輸送 で は他 の事 業 者 へ の貨

物 の委 託料 金 を支 払 わ な けれ ば な らな いた め,自 社 で輸送 す るよ りは コス ト増

にな って しま う。 結 局 みず か らの輸 送 ネ ッ トワー クが狭 い こ とに よ って,輸 送

サ ー ビスの品質 が 低 下 した り コ ス ト増 にな るので あ って,競 争 上不利 にな らざ

るを え な い ので あ る。 この た め中小 の特別 積 合 せ 業者 はr事 業 の多 角化 の一環

と して宅 配 便 を提 供 して い るが,宅 配 便 事業 で赤 字 にな って お り宅配 便 以 外 の

一 般 トラ ック運送 業 の収 益 で 内部補 助 を受 けて い る場 合 が多 い。 そ こで継 続 的

な赤 字 の もとで宅配 便 を維 持 して い く必 要 性 が な くな った時 点 で,特 別 積 合 せ

業 者 は宅配 便 市場 か らの撤 退 を決 定 す る こ とにな る。 こ う して ます ます 市場 の

寡 占化 に拍 車 が か け られ る こと にな る。

第3節 価格競争 と質的競争の展開

1.一 般 トラック運送業 にお ける価格競争

一般 トラック運送業の輸送市場 は,極 めて多数 の中小零細規模 の トラ ック運
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送業者が 「叢生」 している状態が形成 されている。 しか も,一 般 トラック運送

業者 は一貫 して増加 してお り,と りわけ不況期 に突 入す るとよ り零細規模 の ト

ラック運送 業者 が顕著な増加 をみせ ている。 このたあ,深 刻な不況 の もとで荷

†企業 の販売 量が減少 し貨物需要が減退 す るなかで,た だで さえ多数の事業者

がひ しめ き合 っている輸送市場 に,新 規参入 の増加 によ る競争的圧 力が増 して

いることは明 らかであ る。 さ らに重要 な点 は,深 刻 な不況 に もかかわ らず,倒

産す る事業者が少 な く,事 業規模を縮小 して経営 を維持 している事業者が いる

ことであ る。競争 力の劣 る企業が市場 か ら退 出 して い くので はな く,規 模 を縮

小 しなが ら留 まっていることが,さ らに市場 にお ける競争的な圧力 を一層強 め

て いる。

このよ うに状態 の もとで,一 般 トラック運送 業における競争 は,価 格競争,

すなわち運賃 をめ ぐる値下 げ競争が中心 となる。一般 トラック運送業者が提供

す る輸送 サー ビスは,基 本的に トラックー台 に一荷主企業 の貨物 を積載 して,

発地か ら着地 に輸送 する比較的単純 な形態 の輸送 サー ビスである。 この単純 な

形態の輸送 サー ビスであるために,輸 送 サー ビスの質 はお しなべて画一 的であ

り,「差別化」す るのが困難 である。換言すれ ば,輸 送 サー ビスをめ ぐる質 的競

争 が生 じに くい性格を持 っている。 これ は,後 に述 べ る特別積合せ運送 とま さ

しく対照的 に,輸 送 ネ ッ トワークを必要 とせずhさ らに新 たなに付加価値 をっ

けて競争優位 になるような輸送 サー ビスではないのである。

このため,輸 送市場 にお いて一般 トラック運送業者 は,運 賃 を下 げ ることに

よ って顧客か ら貨物 を獲得 しよ うとす るイ ンセ ンテ ィブが強 く働 く。 しか も単

純 な輸送業務を依頼す る顧客 の荷 主企業 も,ト ラック運送業者を相互 に競争 さ

せ ることによ って,運 賃 の低下を期待 してい るのであ る。 こうして,単 純 な輸

送形態 を とる一般 トラック運送業 において は,も っぱ ら運賃をあ ぐる競争 が展

開 され ることになる。不況が深刻化 して貨物需要 が停滞す るなかで,事 業者数

は依然 と して増加 してい るのであ って,こ のため運賃 をめ ぐる競争 は0段 と激

しくなってい るのであ る。

ところで,現 在運輸省の規制 によって運賃 は事前届出制 が採用 されてお り,
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図8運 賃の決定方法
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(資料)運 輸省新潟運輸局監修 『社会ニーズに対応した物流システムの構築に関する調査報告書』

(1994年)25ペ ージ。

一 般 的 に トラ ック運 送 業者 は原 価 に適 正 な利 潤 を加 え た運賃 を運 輸省 に届 出 し

て い る。 現 行 の制 度 の も とで は,事 前届 出 した運 賃 に基 づ いて荷 主企 業 か ら運

賃 を収 受 す る仕組 み に な って い る。 しか し,こ れ は これ はあ くまで建 前上 の仕

組 み で あ って,実 際 の運 賃 の決 定 は荷 主 企 業 が イ ニ シア テ ィブを と って 行 わ

れ,届 出運 賃 を下 回 る実 勢運 賃 が形 成 されて い る場 合 が ほ とん どで あ る。通常,

荷 主企 業 は複 数 の トラ ック運送 業 者 を抱 え てお り,こ れ らを相 互 に競 争 させて

運 賃 を低 い水 に押 さえ よ うと して い る。 これ に対 して中 小零 細 の トラ ック運 送

業 者 は,特 定 の荷 主企 業 に専 属 化 す る傾 向 を持 って お り,容 易 に荷主 企 業 を変

え る ことが で きる立 場 に はな い。

図8は トラ ック運 送 業 者 が荷 主 企業 との あ い だで どの よ うに して運 賃 を決 定

して い る のか を調 査 した もの で あ る。 この調 査 は1993年8月 に実 施 され た も

ので,新 潟 運 輸 局管 内 の トラ ック運送 業 者 を対 象 と して427社 の有 効 回答 を集

計 した もので あ る。 これ に よれ ば,運 賃 決 定 の方 法 と して 「届 出運 賃 を参 考 に

双方 で協 議 して決 め る」 が全体 で44%を 占めて お り,次 いで 「実 勢 運賃 の水 準

を参 考 に して双 方 で協 議 す る」が37%と な って い る。最 初 か ら実 勢 運 賃 に基 づ
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いた交渉を行 っている トラック運送業者 が多 い ことがわか る。 また,前 者 の届

出運賃を参考 にす る場合で も,実 質 的に は届 出運賃 か らどの程度値引 きす るか

が運賃交渉 の主題 とな って いると言 われている。 いずれ にせよ,届 出運賃か ら

乖離 した水準で実際 の運賃が決定 されている ことは明 らかであ る。

さ らに注 目すべ きは,「荷主が提出 した運賃で決めて いる」と答えた トラック

運送業者が全体 の10%弱 を 占めて いることであ る。荷主企 業の言 いな りにな っ

て運賃 を設定す る企業が,全 体の1割 も存在 している。 しか も経営規模別 にみ

ると,車 両台数20両 以下の零細規模 の トラック運送業者 において,こ の割合が

13%と 高 くな っている。経営規模 の小 さな零細 トラック運送業者 ほど運賃交渉

において荷 主のイニシアテ ィブが強 く,不 利 な運賃水準を強い られてい ること
(10)

が 予想 で き る。

この よ うな ことか ら,荷 主 企 業 との運 賃 の 交渉 に お いて一 般 トラ ック運 送 業

者 は決 して優位 な 立場 に ない こ とが 明 らか にな って くる。 常 に運 賃 競 争 を強 い

られ て お り,結 果 的 に低 運 賃 を受 けざ るえ な い立 場 に置 か れて い るので(11}。

以 上 の よ うに,運 賃 を め ぐる競 争 が展 開 されて お り,一 般 トラ ック運 送 業 者

は常 に価 格 競争 を強 い られ て い るの で あ る。 残 念 な が ら,実 勢 運 賃 の動 向 を示

す統 計 資料 は存 在 して いな い。 実 際 の運 賃 は トラ ック運 送業 者 と荷:丁企 業 が相

対 で決 定 され るため で あ る。 しか しな が ら,運 賃 をめ ぐる競 争 が激 化 して お り,

実 勢 運 賃 も低 い水準 に と どま って い る こ とは容 易 に想 像 で き る。

2,特 別積合 せ輸送業の質的競争

先 に見 たよ うにr特 別積合せ業者 はもともと少 なか ったが,中 小零細業者 が

市場 か ら撤退 す ることによ って さ らに事業者数が減少 し,市 場 は一層寡 占体制

が進 んでい った。 とりわけ,成 長部門で ある宅配便で はs著 しい寡 占状況が形

成 されている。寡 占状態 が形成 されて いて も,特 別積合せ輸送市場 では決 して

競争制限的 にはな っていない。

特別積合せ輸送 市場 における競争 に関 しては,二 っの競争要因 を考 え る必要

がある。一っ は価格競争,す なわち運賃 をめ ぐる競争 であ り,も う0つ は提供
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され る輸送 サー ビスの質をめ ぐる競争 であ る。先 に述べたよ うに一般 トラ ック

運送業で は比較的単純 な輸送形態 であるために,輸 送 サー ビスの品質 の差別化

は容 易ではな く,事 業者間 の競争 は もっぱ ら運賃をめ ぐる競争 に集 中す る傾向

にあ った。 これに対 して特別積合せ輸送で は,運 賃競争 もさることななが ら,

相対 的 に輸送サ ー ビスの質 的競争 の ウエイ トが大 きくな る。 これ は特別積合せ

輸送 のなかで も特 に宅配便 においてその重要性 が増 してい る。そ こで宅配便 に

お ける競争要因 を分析 してみ よう。

まず宅配便 における運賃競争 であ るが,先 に見た一般 トラ ック運送業 の運賃

決定 とはか な り異 な ってい る。一般 の消費者 が荷主 とな る場合 には,宅 配便業

者 は運輸省 に事 前届 出 した運賃表 に もとつ いた運賃を収受 している。輸送 サー

ビスの定価販売 が 可能 なのであ る。 また,一 般消費者で もまとまった個数 があ

れば運賃 の割 引が行 われ るが,こ れ もあ くまで運輸省 に事前届 出 した運賃表 に

定 め られ た範囲内での割引 であ って,こ れ も定価販売 の一種で ある。

これに対 して,企 業か ら発生 す るいわゆ る宅配便 の商業貨物 について は,価

格競争 が展開 されて いる。例 えば通信販売業者 のよ うに大量 の貨物を出す荷主

企業で は,宅 配便業者 と定期 的に運賃交渉が行 われ,運 賃表を下回 る運賃が個

別 に設定 されて いる。 そ こで宅配便事業 を展開す る特別積合せ業者 は,貨 物量

の多 い荷主企業を獲得す るたあに値引 き競争を展開 してい るのであ る。

しか し,こ れが先 に述 べた一般 トラック運送業にみ られ るよ うなまった くの

価格競争 だけか とい うとそ うで な く,宅 配便 の運賃水準 は輸送 サー ビスの質 と

の相対 的関係で決 め られ る度合 いが高 くなっている。す なわち単純 な値引 き競

争で はな く,そ こには輸送 サー ビスの質 を考慮 した運賃決定 がなされているの

であ る。 その背後 に は,一一つには需要者側であ る通信販売業者 や百貨店 ・スー

パーなどが,一 般 の消費者への配送 において質 の高 い輸送 サー ビスを求 あて い

るか らで ある。 さ らに実際 に宅配便業者 間によって,配 送 ス ピー ド,誤 配や荷

傷 みの頻度,ド ライバ ーの接客態度 など輸送サ ー ビスの質 にば らっ きがあ るか

らであ る。換言すれ ば,宅 配便 で は輸送 サー ビスの品質が良 ければ,相 対的 に

運賃が割高で も充分 に荷主企業の貨物 を獲得す ることがで きるのであ る。
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表5主 要な特別積合せ業者に対する荷主企業の評価

ヤ マ ト運輸 日本通運 西濃運輸

運賃が安 い 2.99 3.00 3.07

配達 までの時間が短 い 3.69 3.01 3.01

集荷 ・配送時刻を守 る 3.74 3.40 3.22

貨物の輸送情報の提供 3.27 3.47 3.00

受発注等 システム化の進展 3.43

3.57

3.30

3.20 3.正91

1騰 酉齢 痂 † 一
3.15;

　-

3.4213.20
1 一

隠
故時の迅速な対応 3.00

}

要 な輸送 ル ー トに強 い
ト ー

3.7413.49
i

一 一一 一一一一 一 一 一一一

t3 .52

運転 手のマ ナーが良 い 3.so 3.31

2.93

3.20

3.20

㎝　

2.90

→

3.13

I

i務 改善要求の受入れ

lr「 均

2.97

3.43

福 山 通 運

3.07

3.14

3.20

2.88

3.30

_L

2.86

2.75

3.53

3.22-1

2.92

3.。gl

フ ッ ト ワ ー ク

3.20

一一一 一 一←一一～ 一「

3.07

3.24

2.gol
i

3.20

憶
3.00

2.90

3.29

3.24

2.88
　　　　 　　 　　 　 　ヘ リ　　

　 ミ

_L___⊥.3.09」

(注)1995年1月 に実施 した ト場企業1000社 に対するアンケー ト調査で,有 効回答は257社 。 評

価点数は各 ヒアリング項 目に対する5段 階評価(非 常によいエ5,や やよい;4 ,普 通=3,

やや悪い耶2,非 常に悪い一1)の 平均点を算出 した。

(資料)「 日経 ロジスティクス』1995年3月,57ペ ージ。

こ の こ と は,次 の 荷 主 企 業 に 対 す る ア ン ケ ー ト調 査 結 果 に も表 れ て い る。 表

5は 特 別 積 合 せ 業 者 に 対 す る荷 主 企 業 の 評 価 を項 目別 に 示 した もの で あ る
。 こ

れ は1995年1月 に 実 施 さ れ た 調 査 で,宅 配 便 を 常 日頃 利 用 して い る上 場 企 業

257社 の 回 答 を 集 計 した も の で あ る。 この 調 査 で 荷 主 企 業 は数 あ る特 別 積 合 せ

業 者 の な か でa宅 配 便 で 圧 倒 的 な 市 場 占有 率 を 誇 る ヤ マ ト運 輸 に 最 も高 い 評 価

くユ　　

を与 えて い る。 ここで注 目すべ き点 は,ヤ マ ト運 輸 に対 す る荷 宝 企業 の評 価 の

内容 で あ る。総 合評 価 で トップの ヤ マ ト運輸 で あ るが,「 運 賃 が安 い」に関 す る

荷 主企 業 の評価 で は,他 の特 別 積 合せ 業者 よ り もポ イ ン トが低 くな って い る。

ヤ マ ト運 輸 は他 の特 別積 合 せ業 者 に比 べ て,運 賃 の値 引 きに応 じな い との評 価

が多 くの荷 主企 業 に よ って な され て い るの で あ る。 しか し,こ れ とは逆 に,「 配

達 まで の 時 間 が 短 い」,「集 荷 ・配 送 時 間 を 守 る」,「破 損 ・誤 配 送 が少 な い」,

「事故 時 の迅速 な対 応 」とい った輸 送 のサ ー ビスの品質 面 に関 して は,ヤ マ ト運

輸 は他 の特 別 積 合 せ業 者 よ り もか な り高 い評 価 を得 て い る。 そ して総 合 評 価 で
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も特 に高 い評価を得 ている。

この調査結果で は,荷 主 企業 が宅配便 にっ いて相対 的に価格指向で はな く輸

送サ ー ビスの質 を求 め る指向が強 い ことが示 されている。宅配便市場 において

特別積合せ業者 が価 格競争で優位 に立 たな くとも,輸 送サ ー ビスの質 に関す る

競争 において優位 に立てば,市 場 での占有率 を高めてい くことがで きる。 この

ことは,宅 配便 市場で44%の 市場 占有率を誇 るヤマ ト運輸 が,先 のア ンケー ト

調査 で運賃 に関す る評価項 目が低 く,輸 送 サー ビスの品質 に対 す る評価が特 に

高 いことに端的に示 されているのである。実際 に宅配便を利用 してい る一般 の

企業 に対す るヒア リングで も,宅 配便 を利用す る荷主企業 はヤマ ト運輸が他 の

業者 と比較 して運賃 を下 げないが,輸 送サ ー ビスの品質が高 いたあに利用 して

い ると答 えている。 さらに,ヤ マ ト運輸 自身 も品質の高 い輸送 サー ビスはそれ

な りの コス トがかか り,こ のため他業者 と異 な って簡単に値引 きには応 じない
(13)

方針 を明確 に打 ち出 してい るのである。

以上 のよ うに宅配便で は,輸 送 サー ビス質 を高め ることが極 めて重要 にな っ

てお り,こ のため当該輸送市場で は輸送サ ー ビスの競争が積極的 に繰 り広 げて

いるのであ る。 ここでは二重 の輸送 サー ビスの質的競争 が展開 されて いる。そ

れ は,ま ず第一 にベ ーシ ックな質 的競争 の展 開で あ る。す なわ ち既存 の輸送

サー ビスの質 を高 めることに競争 が繰 り広 げ られている。具体的 には,先 のア

ンケー ト調査結果 に示 され るよ うに,輸 送時閤 を短縮す ることによって翌 日配

達圏を拡大 した り,誤 配 や荷物 の破損 を極力 な くして輸送の確実性を高 あるこ

とが ある。 また女性 の社会進 出に伴 う昼間 の不在者対策 として,夜 間配達や早

朝配達を実施 した り,さ らには,情 報通信 システムを利用 して貨物追跡 システ

ムを充実 させて,顧 客 か らの問い合 わせに貨物 の到着や位置情報 を即座 に提供

す ることも,顧 客 の信頼性 を得 るために重要 なサー ビスとな って いる。 このよ

うに,既 存 の宅配便輸送 サー ビスの差別化を はか ることにエネルギーが集中 さ

れて お り,こ うした分野での競争が展開 されているので ある。

さ らに第二 に注 目 しなければな らない点 は,宅 配便 のなかの新 たな 「高付加

価値商品」 の開発 と普及 をめ ぐる企業間競争 の展開で ある。 ここでい う 「高付
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表6航 空宅配便の取扱実績(1994年 度)

事業者 航空宅配便名
取扱個数

(千)

増加率

(%)

シ ェ ア

C%)

u本 通 運 ス ー パ ー ペ リ カ ン便 667 4.9 69.0

ヤ マ ト運輸 宅急 便 タイムサ ー ビス 223 374.5 23.0

その他25便 一一 77 14.9 s.o

合 計 }

., 967 28.9 100.0

(資料)運 輸省

加価値商品」 とは,従 来 の一般 の宅配便 サー ビ スをベースと して,時 間指定や

温度管理 といった新 たな付加価値 を与 えた新商品である。具体的 には,「保冷宅

配便」や 「宅配便 タイムサー ビス」 があ る。 「保冷 宅配便」 は,マ イナス18度

の冷凍や0度 ～5度 の冷蔵 とい った温度帯 を設定 して,ド ア ・ッー ・ドアで輸

送途上 の温度管理 を徹底 した輸送 サー ビスである。 こう した新 たな温度管理 に

よって,生 鮮食品を は じめ とす る食品類 の輸送 にはすで に必要不 可欠の もの と

な ってお り,急 激 に需要 の拡大が行 われている。この新 しい宅配便 サー ビスは,

ヤマ ト運輸が 巨額 の設備投資投入 し最初 に事業化 したが,日 本通運 や西濃運輸

な ども相次 いで事業化 してお り,宅 配便 にお け る新 たな競争分野 とな ってい

る。

さらに 「宅配便 タイムサ ー ビス」 は航空便 を利用 した宅配便 であ り,従 来翌

日配達 が不 可能 であ った遠距離間で翌 日配達 を可能 に し,な おかっ翌 日午前10

時 まで必着 の時間指定が行 われてお り,ビ ジネス関係 の書類 を中心 として急激

に需要 が拡大 している。 この新 サー ビスは航空貨物輸送 に強 い日本通運 が最初

に事業化 したが,す ぐにヤマ ト運輸 も事業化 に乗 りだ しaこ こで も 「高付加価

値商品」 の新規事業 をめ ぐる激 しい競争 が展開 されている 俵6参 照)。

宅配便 は急激な量的拡大 を遂 げた成長期か ら,マ イル ドな増加を遂 げる成熟

期 に移行 してい る。 今 までのよ うな急激 な量的拡大が見込 めないなか で,売 上

高を増加 させ る手段 と して,こ うした 「高付加価値 商品」 の開発 と普及 に力を

入 れ てい るので あ る。 もと もと宅配便 は ネ ッ トワー ク性,迅 速 性,利 便 性 と
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い った輸送 の品質 を高あ る競争 を展開 して急激 に成長 して きたが・宅配便 の輸

送 の品質 はさらに 「高付加価値商品」へ と新 たな段階へ向か ってい る。 このよ

うに,市 場 において寡 占化 が強 まるなかで,大 手 の企業間 に輸送品質 をめ ぐる

激 しい競争が展 開されているのである。

以上の ように特別積 合せ輸送業 の競争状態 を宅配便 を中心 としてみてきた。

厳密 に考え ると,宅 配便 と通常 の特別積合せ輸送 は性格が多少異 な ってい る。

通常 の特別積合せ輸送 に比較 して,宅 配便 のほうが システム化 され高度化 され

た輸送サー ビスを提供 す る市場 を形成 している。換言すれば,通 常 の特別積合

せ輸送 は,シ ステム化 ・高度化の度合 いが宅配便 よ りも弱 まる。逆に,そ の部

分輸送 サー ビスの差別化 の度合 いが強 くな く価格競争 の側面 が出て くる。

こうした特徴 が,通 常 の特別積合せ輸送 の市場 における競争形態 を規定 して

い る。すなわち,通 常の特別積合せ輸送 は,ネ ッ トワークが重要 で輸送 サー ビ

スをあ ぐる質的 な競争が一般 トラック運送業 よ りも重要 とな っているが・ しか

し反面で宅配便 よ りは価格競争 の要素 が強 い と考 えることがで きる。っ まり,

競争要 因を価格要素 と質 的要素 に分 類 した場合f通 常 の特別積 合せ は一般 ト

ラ ック運送業 と宅配便 の間に位 置す ると考え ることがで きる。

第4節 トラック輸送産業 と競争

以上 のよ うに,ト ラック輸送産業 は,わ が国経済 の高度成長か ら現在 に至 る

まで の過程 で トラックが支配的 な輸送機 関にな るなかで,比 較的順調 に産業規

模 を拡大 して きた。 トラック輸送産業 は,基 本的 に一般 トラック運送業 と特別

積合 せ とい う輸送形態 の異 なる二っの事業 によって構成 されてているが,こ の

二っの輸送事業 は時代のニーズに対応 して同 じく市場規模 を順調 に拡大 して き

たので ある。

しか し,両 者 は際だ ったコ ン トラス トをな している。 まず市場規模 でま さる

一・般 トラ ック運送業 は,市 場規模 の拡大 に応 じて中小零細事業者 を中心 に新規

参入が依然 として継続 してお り,中 小零細業者 によ って構成 され る,新 規参入

によ る常 に競争圧力 の働 く輸送市場 を形成 しているのである。 ネ ッ トワー クを
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必要 と しな い単 純 な輸 送 形 態 の市 場 はa競 争 要 因 と して価格 競 争 が 大 きな ウエ

イ トを 占 め て お り,価 格 競 争 が 支 配 的 な競 争 的 市 場 が 形 成 され て い るの で あ

る。

これ に対 して特 別積 合 せ輸 送 は,市 場規 模 の拡 大 に もか か わ らず 新 規参 入 が

な く,逆 に市 場 か ら撤 退 す る事 業 者 が相 次 いで い る。 この点 で先 の一般 トラ ッ

ク運 送 業 と著 しい コ ン トラス トを な して い る。 特 別積 合 せ部 門 の なか で も
,と

りわ け現 代 輸送 の高 度 な シス テ ムを象 徴 す る宅 配便 は,著 しく寡 占化 が進 行 し

た事 業 分 野 とな って い る。 寡 占化 が 進 行 した な か で の市 場 に お け る競 争 状 態

は・ 価 格競 争 よ り も輸 送 サ ー ビスの品質 を め ぐる質 的競 争 が大 きな ウ エイ トを

占め て い る。 実 際 に宅配 便 で は,輸 送 サ ー ビスの質 を高 め る事 業者 間 の競争 が

激 化 して い る と と もに,さ らに高度 な付加 価 値 を つ けた輸送 サ ー ビスの競 争 も

展 開 されて い るので あ る。

この よ うに トラ ック輸送 産 業 に お け る競 争状 態 は,基 本 的 な特 徴 にお い て極

め て コ ン トラス トを なす二 っ の事 業 分 野 にお い て,異 な った形 態 の競 争 が展 開

され て い るので あ る。 一 方 で 価格 競 争 を あ ぐる競争 が繰 り広 げ られ てお り,他

方 で サ ー ビスの質 を め ぐる競 争 が展 開 され て い る。 そ の競争 の強 さを定 量 的 に

測定 す る ことはで きな いが,定 性 的 な分 析 にお い て,形 態 は異 な る もの の両 者

の市 場 が充 分 に競 争 的体 質 を備 え て い る こと は明 らか で あ る
。

注

(3)こ の一般 トラック運送業者 の増加 とは,言 うまで もなく正確 な新規参入者数を

示す ものではない。厳密 に言えば,事 業者の増加 とは新規参入者数か ら,倒 産や不

採算,さ らには後継者難などによって市場か ら退出 した事業者数を引いた数字で

ある。残念なが ら,公 表されている統計 には,こ うした新規参入者数や撤退 した事

業者数が示 されていない。しか し,事 業者数が増加 していることは,市 場か らの退

出者を新規参入者が常に大幅に上回 っていることを示 している。

(4)全 日本 トラック協会 『トラック輸送産業の現状 と課題』(1994年)44ペ ー ジ。

(5)宇 野耕 二,前 掲書,133ペ ージ。輸送経済新聞社 『日本の物流事業'94』62-65

ページ。

(6)『 輸送経済』1995年7月15日 。

(7)拙 著 『宅配便一一現代輸送のイノベーター一』(:成山堂書店,1991年)66ペ ージ。

宅配便 にお ける寡占状態が強 まるなかで,独 占禁止法 との関係が注 目されはじ
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めている。

(8)わ が国の独占禁止法 においてはS次 のような規定がなされている。1社 ないし2

社 の企業が飛び抜けて大きい高度寡占産業で,有 効 な競争がな く弊害が発生 して

いる場合には,こ れを独 占的状態にあるとして,公 正取引委員会は トップの企業

に対 して,営 業 の一部の譲渡 そのほか競争を回復 させるために必要な措置を命ず

ることがで きる。 この独占状態 とは一定の商品及び類似の商品の1年 間の国内総

供給価額が500億 円を超える一…定の事業分野において,次 のすべての要件 に該当

する市場の状態をい う。

① 首位企業の市場 シェアが50%を 超えているか,ま たは上位 の2社 の市場 シェ

ァが75%を 超えていること。

② 他の企業がその産業に参入す ることが著 しく困難であること。

③ 需要が減 ったりコス トが ドがって も価格が下が らないこと。

④ 著 しく過大 な利益を上げているか,ま たは広告費などの支出が著 しく過大で

あること。

こうした状況の もとで,宅 配便 は公正取引委員会による調査 の対象 とな ってい

る。公正取引委員会は,わ が国産業の経済力集中の実態を把握 し,競 争政策運営の

基礎 的な資料 とす るために,セ 要な産業 における生産集中度及 び出荷集中度 につ

いて定期的に調査を行 っている。この調査 は,運 輸関係で は,国 内定期航空旅客運

送業,国 内定期航空貨物運送業の他に宅配便運送業が対象 とな っている。 瀧本峰

男 『貨物 自動車運送事業経営 と独占禁 止法』(第 一法規,1993年)59ペ ージ。

(9)拙 著 『前 掲書』8…37ペ ー ジ。

(10)運 輸 省新 潟運輸 局 監修 『社 会 ニー ズに対 応 した物流 システムの構築 に関 す る調

査 報 告 書 』(1994年3月)25ペ ー ジ。

(11)か っ て 明 らか に例外 的 な… 時期 が存 在 して いた。1980年 代末 か ら90年 初 頭 に

か けて のバ ブル経 済 の時期 には,極 端 な労働 力不 足 によ って輸送 力 を確保 す るの

が困 難 とな り,輸 送 市場 は明 らかに 「売 り手市場 」 に転 じて い った。 この時 期 に

は,運 賃 決定 に おいて トラ ック運送 業者 が完全 にイニ シアテ ィブを握 り,運 賃 の

大幅 な値上 げを実現 して い ったので あ る。 しか し平成 不況 に突 入 す る と ともに貨

物量 は減少 し,ト ラック運送業者 の立場 は再 び逆転 し,運 賃決 定 の イニ シアテ ィ

ブ は荷 主企 業 が ほぼ掌 握 す る よ うに な って い る。 バ ブル経済 の状 態 はま さ し く

「異常 」 で あ り,現 在 で は 「常 態」 に復帰 した と言え るので あ る。拙 著 『これ か ら

の物 流一 企業 ・物 流業 者 の効 率化戦 略』(東 洋経済 新報社,1993年)132-133ペ ー

ジ。

(12)こ の調 査 は過 去3回 行 わ れて お り,ヤ マ ト運輸 が4年 連 続 して第1位 の評価 を

得 て い る。『日経 ロジステ ィクス』1995年3月,56ペ ー ジ。

(13)宅 配 便 を利 用 して い る一一般 の企 業20社 及 び宅 配便 業 者 に対す る独 自の ヒア リ

ング調 査結 果 に基づ いて い る。
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第2章 新たな事業展開

現代 における トラック輸送産業 の構造 を分析す るにあた って,事 業者の業務

領域 を単純 な トラック輸送 だけに限定 して論 じることは極 めて不十分であ る
。

確 かに,多 くの中小零細 トラ ック運送業者 は,ト ラックとい う輸送手段 を用 い

て輸送 サー ビスを提供す ることが主な業務 とな って いる。 しか し,ト ラ ック運

送業者 の顧 客であ る荷主企業が,ま す ます複雑 な物流 システムの構築 に取 り組

む状況 のなかで,ト ラック運送業者の事業展開 も単純 な輸送業務か ら,そ れを

ベースに してよ り複合的で面的 に拡大 した新たな事業展開が必要 とな
って きて

いる。 まさに,わ が国の物流を支 えて きた トラック輸送産業 において
,次 の高

度な事業展開をはか る新 たな動 きが,経 済 の転換期 に顕在化 していると言え る

のであ る。

第1節 発 展 の方 向性

一 口に トラ
ック運 送 業 とい って も,提 供 して い るサ ー ビスの 内容 は多様 化 し

図9ト ラック運送業者の事業範囲に関する概念図
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て い る。 そ こで,現 在 に お け る トラ ック運 送 業 者 の多 様 な事 業 展 開 を概念 図 に

した ものが 図9で あ る。 この概 念図 は,縦 軸 に 「サ ー ビスの広 域性 」 を示 し,

横 軸 に はrサ ー ビス の多機 能 化 」 を示 して い る。 まず,こ こで 言 う 「サ ー ビス

の広域 性 」 とは,ト ラ ッ ク運 送 業 者 が提 供 す るサ ー ビスの範 囲 が,特 定 の限 ら

れ た ローカ ルか ら地 方 単 位 の広 域 的 な規 模 へ,そ して それ が全 国 的規 模 へ,さ

らに は海 外 へ と グ ロー バ ル化 して拡 大 す る こ とを示 して い る。 これ に対 して

「サ ー ビス の多機 能 化 」と は,貨 物 を運 ぶ 単純 な輸送 サ ー ビスか ら,さ ま ざ まな

付 加 価 値 のあ る高 度 な輸 送 サ ー ビスへ,そ して 単純 な輸 送 サ ー ビスか らよ り複

雑 な物 流 シス テ ムに対 す る支援機 能 へ と高度 化 して い く状 態 を示 して い る。

この よ うな分類 の もとで,ト ラ ック運送 業者 の事 業展 開 を位 置づ けて み る と

次 の よ うに な る。 最 も単純 な輸 送 サ ー ビスで あ り,な お か っ地域 が限定 されて

い る事 業 展 開 と して,一 般 トラ ック運送 業 の輸 送 サ ー ビスが あ る。 これ は物流

二 法 以 前 で は区 域 トラ ッ ク事 業 と呼 ば れ て い た もの で あ る。 そ して,一 般 ト

ラ ック運 送 業 の なか ら,新 たな に積 合 せ機 能 が付 加 され て一 般 の積 合 せ事 業 が

展 開 され て い る。 さ らに消 費 者物 流 の一 方 の 支柱 と して,引 越 業務 も新 たな成

長事 業 と して 注 目 され て い る。 ここまで が,物 流 二 法 の 「貨 物 自動 車運 送 事業

法 」 にお け る一 般 トラ ック運 送 業者 の事 業範 囲 を示 して い る。

さ らに,特 別積 合 せ 輸 送事 業 が存在 して い る。 物 流 二法 以 前で は路線 トラ ッ

ク事 業 と呼 ばれ て いた特 別積 合 せ輸送 事 業 は,通 常 の特 別積 合 せ事 業 の他 に宅

配 便 事 業 が あ る。特 別 積 合 せ事 業 か ら誕生 した宅配 便 事 業 は,そ の事 業展 開 が

広 域 的 性 を高 め て全 国展 開 が行 わ れ る とと もに,保 冷 宅 配便 な どさ まざ まな高

付 加 価 値 商 品 の開 発 が行 わ れて い る。 この こ とを考 え る と,宅 配 便事 業 は一 般

の特 別 積 合 せ輸 送 よ り,右 上 に シフ トした位 置づ けを与 え る こ とが で き る。 さ

らに,こ の宅配 便 事 業 も翌 日配 達 が物 理 的 に不 可能 な長 距 離輸 送 を カバ ーす る

航 空 宅配 便,ま た 「サ ー ビスの広 域性 」 が一 段 と強 ま る国際 宅配 便 事業 が,そ

の発 展形 態 と して 事業 展 開 されて い る。

トラ ック運 送 業 者 の事 業 展 開 は これ に留 ま らな い。 一 っ はサ ー ビスの 多機能

化 を最 大 に高 め た新 た な事 業展 開 と して}荷 主企 業 の物 流 支援 が あ る。 詫 うま
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で もな く,一 般 の荷主 企 業 が企業 活 動 に必 要 不 可欠 な物 流 機能 はたん に輸 送 だ

けで は な い。 輸 送 を含 む複 雑 な物 流 機 能 が求 め られ て い るの で あ って,こ の た

め に トラ ック運 送 業者 に よ って荷 主企 業 の複 雑 な物 流 機能 を支 援 す るた め の新

た な事 業 展 開 が 行 わ れ て い るの で あ る。 こ こで は,ト ラ ック運送 業 者 に よ る荷

主 企業 の物 流機 能 支 援 の事 業 展 開 を,「 ロ ジス テ ィクス ・サ ポ ー ト」(Logistics

Support)と 呼 ぶ こ とにす る。

さ らに二 っ に は,多 機 能 性 だ けで な く広 域 性 を著 し く高 めた新 た な事 業 展 開

が行 われ て い る。 しか もそ れ は グ ローバ ル な展 開 を行 う もの で あ る。 これ は,

現 在 積 極 的行 わ れて い る企 業 の海 外進 出 を物 流面 で支 援 す る事 業展 開 で あ る。

当然,事 業 展 開 の場 所 は国 内 で は な く世界 とな る。 こ う した事 業 展 開 を 「グ

ローバ ル ・サ ポ ー ト」(GrobalSupport)と 呼 ぶ こ とにす る。

この 「ロ ジス テ ィクス ・サ ポー ト」 と 「グmバ ル ・サ ポ ー ト」 の二 っ の新

た な事 業 展 開 に は,今 後 わ が国 の トラ ック輸 送 産 業 が新 た な発 展 の方 向性 を示

す極 あ て重要 な ポイ ン トとな る もの と考 え られ る。 そ こで,以 下 で は この二 っ

の新 た な事 業展 開 を さ らに詳細 に分 析 して み る ことにす る。

第2節 ロジステ ィクス ・サボ0ト の事業展開

1.顕 在化する二〇 ズ

トラック運送業者 は一般的に荷主企業 に対 して輸送 サー ビスを提供 して いる

が,輸 送 サー ビスの需要者である荷主企業 にとって は,輸 送サー ビスだ けでは

企業活動が成 り立たない。荷主企業 に とって は,単 な る輸送 だけで な くその他

の物流機能が必要不 可欠 であ る。輸送 とは物流機能 の一部 にす ぎず,そ の他 に

物流 は商品の保管機 能,ピ ッキ ング機能,仕 分 け機能,流 通加工機能,受 注機

能 を必要 と している。企業が,メ ーカーであれ,卸 売業者 であれ,小 売業者で

あれ,お よそ有形財 の商品を取 り扱 う企業 にお いて,こ うした物流機能 は必要

不 可欠であ る。

この ように一般 の企業 にとって必要不 可欠 な物流機能 を どのように充足 す る

か は,各 企業の それぞれの判断 による。 それ は必要 な物流 サー ビスを自家生産



c2ss} トラック輸送産業の構造 と規制緩和49

す るのか,他 の企 業 か らサ ー ビス を商 品 と して購 入 す るか の いず れ か に な る。

例 え ば,輸 送 サ ー ビス を 自家 生 産 す るの で あれ ば,企 業 みず か らが 自家 用 ト

ラ ックを所有 して,ド ライバ ー とな る従 業 員 を雇用 し,自 社 の製 品 の輸 送 に従

事 させ る こ とにな る。 さ らに別 の選 択 が営 業 用 トラ ックを使 うこ とで あ り・ ト

ラ ック運 送 業者 に貨 物 輸送 を委 託 して輸送 サ ー ビスを商 品 と して購 入 す る こ と

にな る。 さ らに,製 品 の保管 に関 して は企 業 が みず か ら倉 庫 を所有 して 保管 す

る場 合 もあ るが,そ うで な けれ ば倉庫 業 者 に委 託 して保管 サ ー ビスを購 入 す る
(14)

こと にな る。

一般 の企 業 にお いて物 流 サ ー ビスを外 部 の専 門業 者 に委託 す るの は,輸 送 や

保 管 とい った比 較 的 外部 委 託 しや す い部 門 に限 られ て いた。 換 言す れ ば,そ れ

以 外 の物 流 機 能 す な わ ち,ピ ッキ ング,仕 分 け,流 通 加 工,受 注 とい った機

能 は,企 業 が組織 内 に物 流 部 門 を設 置 して,自 前 で調達 す る こ とが ほ とん どで
ロ ら　

あ った。 この よ うに,物 流 サ ー ビスは 自家 生 産 が 主流 を 占め て い たの で あ る。

しか しなが ら,企 業物 流 を取 り巻 く環 境 が一 段 と厳 し くな るにっ れ て,従 来

の こ う した企 業 の考 え 方 に変 化 が見 られ るよ うにな って きた。 一 般 の企 業 は,

商 品 の販 売 に伴 って提 供 す る物流 サ ー ビスの条 件 が 厳 し くな り,そ の対 応 に苦

慮 す るよ うに な った ので あ る。 と りわ け,1980年 代 末 か ら1990年 初 頭 にか け

て バ ブル経 済 の時 期 に,物 流 サ ー ビスの 「多頻 度 ・小 口化 」が大 幅 に進 行 した。

顧 客 は在 庫 を抱 え る ことを避 け るため に,発 注 単位 を小 口化 す る と と もに,「必

要 な と きに,必 要 な もの を,必 要 なだ け」 調 達 す る ジ ャ ス トイ ンタイ ムの納 品

を厳 し く要 求 した の で あ る。 この た め に,顧 客 の小 口化 した発 注 に対 応 す るた

め に,企 業 の配 送 セ ンターや物流 セ ンターに お け る ピ ッキ ング(小 分け)作 業 や

仕分 け作業 が繁 雑 とな った。 これ は同時 に,作 業 量 の増 大 を もた ら し企 業 は物

流 コス トの増 加 に苛 まれ る ことに な った。 これ と と もに,輸 送 にお いて も小 口

化 の進 行 に よ って配送 トラ ックの積載 率 が悪化 し,こ れ もまた物流 コス トを押

し上 げ る原 因 とな った ので あ る。

この よ うに,0般 の企 業 は,み ず か らの物流 部 門 に お け る作 業 が複 雑化 して,

コ ス トの増 大 が避 け られ な くな って きたの で あ る。 これ を処理 す るため に は,
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情報 シ ステ ムの 開発 や物流 セ ンターや 配 送 セ ン ター の建設 な ど,大 規 模 な資金

を投 入 す る ことが必 要 とな った。 さ らに,企 業 内 に物流 専 門 の優秀 な ス タ ッフ

を抱 え な けれ ば な らな い。 しか も,そ の後 不 況 が 深刻 化 す ると,売 上 の伸 び が

期待 で きな い状 況 の もとで コス ト削減 が至 上 命 令 と な り,と りわ け物流 部 門 に

お け るコ ス ト削減 が強 く求 め られ る よ うに な って い る。

こ う した状況 の なか で,物 流 に苦慮 す る一 般 の企 業 は,外 部 の専 門 の業 者 が

リー ズナ ブルな料 金 で一 定 レベ ルの物 流 サ ー ビスを提供 して くれ れ ば,今 まで

自家 生 産 して い た物 流 サ ー ビスを専 門 業者 に委 託 した い との意 向 を強 く持 っ よ

うに な って い った ので あ る。

2.ロ ジステ ィク ス ・サ ボ0ト の実 態

こ う した状況 の なか で トラ ック運 送 業 者 は,新 た に荷 主企 業 の物 流 部 門 へ の

事 業 展 開 を繰 り広 げて い る。 この ロ ジス テ ィク ス ・サ ポ ー トに よ る新 た な事 業

展 開 の程 度 は,荷 主企 業 の ニ ー ズや トラ ック運 送 業 者 の供 給 能 力 に よ って異

な って い る。最 も単純 な形 態 と して は,荷 主 企 業 の 物 流 セ ン ター や配 送 セ ン

ター に お い て,流 通 加 工 や 仕表7ト ラ
ック運送業者が行 っている物流サー ビス

(単位:%)分 け 作 業 とい った 構 内 作 業 を

在庫 管理

保管 に伴 う入 出庫 作業

包装 ・梱包

ピッキ ング

据え付 け作 業

ラベ ル貼 り ・値 札付 け

切断 ・裁 断

(注)

る。

(資料)

実施 している業者の割合

31.4

..

10.8

9.4

8.7

5.9

2.3

1993年 実 施調 査,回 答数427件,複 数回 答 に よ

運輸省新潟運輸局監修 『社会ニーズに対応 した

物流 システムの構築に関する調査研究報告書』17

ページ。

代 行 す る もの で あ る。 さ ら に

進 ん だ 形 態 と してf配 送 セ ン

タ ー や物 流 セ ン タ ーを トラ ッ

ク運 送 業 者 自身 が 建 設 し,こ

れ を ベ ー ス に して特 定 の荷 主

企 業 の物 流 全 般 を代 行 す るや

り方 が 行 わ れ て い る。 こ う し

た 形 態 に な る と,荷 主 企 業 の

物 流 シ ス テ ム を一 括 して 引 き

受 け る形 と な り,ロ ジ ステ ィ

ク ス ・サ ポ ー トの 最 も進 ん だ
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もの とな る。

トラ ック運送 業 に よ る

ロ ジ ステ ィク ス ・サ ポー

トは,中 小 の トラ ック運

送 業者 か らわ が国 を 代表

す る大 手 の トラ ック運送

業 者 まで,広 範囲 で行 わ

れ るよ うにな って い る。

表8物 流サー ビスを実施する物流施設

(単位:%)

自社 で所有 して い る配送 セ ンターで実 施

荷主が所有 している配送セ ンターで実施

共同出資で整備 した配送セ ンターで実施

事業者の割合

22.2

18.0

1.2

(注)1993年 実施調査,回 答数427件,複 数同答 によ る。

(資 料)運 輸 省新 潟運輸局監修 『社 会ニ ーズに対 応 した物流 シ

ステムの構築に関す る調査研究報告書』19ペ ージ。

ア ンケ ー ト調 査 に基 づ い て,中 小 トラ ック運 送 業 者 が輸 送 業務 以 外 の事 業 を ど

の よ うに展 開 して い るの かを 見 て み よ う。 表7は,運 輸 省 新潟 運 輸 局管 内 の ト

ラ ック運 送 業者427社 に対 す るア ンケ ー ト調 査結 果 で あ り,こ れ に は輸 送 以 外

の業 務 の実 施 状 況 が示 され て い る。 この調 査結 果 に よ る と,全 体 の43%の ト

ラ ック運 送 業 者 が輸 送 以 外 の業務 を受 託 して お り,そ の内訳 を見 る と,「在 庫管

理 」,「保 管 に伴 う入 出庫 作業 」 につ い て は,全 体 の3割 前後 の トラ ック運 送 業

者 が受託 して い る。 その他 に,「 包 装 ・梱 包 」,「ピ ッキ ング」,「据 え付 け作 業 」,

「ラベ ル貼 り ・値 札 付 け」s「 切 断 ・裁 断 」 とい った業務 が トラ ック運送 業 者 に

よ って行 われ て い る。

また,同 じア ンケ ー ト調 査 結 果 か ら,ト ラ ック運 送 業者 の物流 施 設 保 有状 況

が示 され て い る。 表8に 示 され て い るよ うに,こ う した一 連 の物 流 作 業 を ト

ラ ック運 送 業 者 み ず か ら所 有 して い る施 設(配 送セ ンター ・物流セ ンター ・倉庫)

で行 って い る ものが全 体 の22%に 達 した。 これ に対 して,荷 主 所 有 の施 設 で一

連 の物 流作 業 を実施 して い る トラ ック運 送 業者 は全体 の18%で あ った。

さ らに,今 後 輸 送以 外 の一 連 の物 流 サ ー ビスを どの よ うに提供 して い くか に

っ い て の 調 査 結 果 が 図10に 示 され て い る。 こ れ に よ る と,「 自社 で 配 送 セ ン

ター等 を所 有 して物 流 サ ー ビス を提 供 す る」と答 え た事 業 者 の割 合 は30%に 達

し,「荷主 が所 有 して い る配 送 セ ンター等 で物 流 サ ー ビス を提 供 す る」とい う事

業 者 の割 合 を大 き く上 同 って い る。 しか も,「荷 主 が所 有 して い る配送 セ ンター

等 で物 流 サ ー ビスを提 供 す る」 と答 え た事 業 者 の割 合 は,経 営 規 模 別 に関係 な
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図10物 流サービスの今後の提供形態

■ 荷 漸 有の配送センター

口 白社所有の配送センター

睡1共 同出資で配送セ ンター

國 特に考えていない

1()Ot%}

(資料)運 輸省新潟運輸局監修 『社会 ニー ズに対応 した物流 システムの構築 に関す る調査研究報告

書』32ペ ージ。

く一定で あるの に対 し,「 自社 で配送 セ ンター等 を所有 して物流 サー ビスを提

供す る」と答 えた事業者 の割合 は,経 営規模 が大 き くなるほど高 くな っている。

逆 に,r特 に考えていない」と答えた事業者 の割 合は,経 営規模 が拡大す るほど

減少 している。 この ことか ら経営規模 が大 きい トラ ック運送業者 ほど輸送以外

の一連 の物流 サー ビスを提供す る業務 の重要性 を認識 して いることがわ示習。

この よ うな一連 の実 態調 査 を踏 まえ る と,中 小 トラ ック運 送 業 者 にお い て も

輸 送以 外 の一連 の物 流 サ ー ビスの提 供 に積 極 的 に進 出 して お り,し か も 自社 で

物 流 セ ンターや配 送 セ ンターを備 えて,こ れ らの作業 を受 託 す る事業 者 が比 較

的 多 くな って い る。 今後 は荷 主企 業 の物 流 拠 点 を利用 す るよ り も,積 極 的 に 自

社 で配 送 セ ンター を所有 して一 連 の物流 サ ー ビスを提 供 して い こ う とす る意 向

が 強 い こと も明 らか に な って い る。 よ り積 極 的 に ロ ジ ステ ィク ス ・サ ポ ー トを

展 開 して い こ う とす る トラ ック運送 業 者 の意 向 を伺 う こ とが で き るの「8募2。

以 上 の よ うに,ト ラ ック運 送 業者 は ロ ジス テ ィクス ・サ ポ ー トの新 た な事 業

を展 開 して い るの で あ るが,こ の新 た な事 業 展 開 が トラ ック運 送 業 者 の企 業 経

営 に と って どの よ うな意 味 を持 っ の か を検 討 して み よ う。
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まず第 一 に,荷 主 企業 に対 す る ロ ジ ステ ィクス ・サ ポ ー トは,単 な る輸 送 業

務 だ けで な い企業 の物流 シ ステ ム全般 の ノウハ ウを取 得 す る必要 が あ るが,こ

の複 雑 な業 務 を こなす こ とが で きれ ば,荷 主企 業 の物流 の中枢 部 分 に入 り込 む

ことが で きる。 このた あ,従 来 の よ うな,多 数 の トラ ック運 送業 者 との競 争 関

係 に 置 か れ て,結 果 的 に荷 主 企 業 に隷 属 す る よ うな 関係 か ら,物 流 のパ ー ト

ナ ー と して荷 主企 業 と対等 に地 位 を得 る こ とが で きる。 しか も,こ う した ロ ジ

ステ ィクス ・サ ポー トは輸送 とセ ッ トに な って獲 得 す る こ とが可能 で あ り・ 従

来 の よ うに荷 主 企 業 に よ って容 易 に変 え られて しま うよ うな ことが減 り・ 事業

の安 定 性 を獲得 す るこ とが可能 とな る。

第二 に,ロ ジステ ィク ス ・サ ポ ー トを よ り高 度 に提 供 す るた め に は,物 流 セ

ンターや配 送 セ ンター な どの物 流施 設 を トラ ック運送 業 者 が 自前で建 設 す る こ

とが必 要 とな る。 この た め,ロ ジ ステ ィク ス ・サ ポー ト業 務 を本 格 的 に展 開 し

よ うとす る トラ ック運 送 業 者 は,比 較 的規 模 の大 きな設 備投 資 が必 要 とな る。

特 に保 管 や一 時保 管 の能 力 を持 った配 送 セ ン ターや物 流 セ ンターな どの物 流 施

設 は,大 都 市周辺 に建 設 す る こ とが望 ま れて お り,用 地 の取 得 や施 設 の建設 資

金 がか さむ こ とにな る。 この た め ロ ジステ ィ クス ・サ ポー トの新 た な事 業 展 開

は,ト ラ ック運 送 業者 の資金 力 が0っ の重 要 な鍵 に な る。 換 言す れ ば,ロ ジス

テ ィク ス ・サ ポー トを展 開 す る トラ ッ ク運送 業 者 は,こ の よ うな経 営 上 の リス

クを踏 ま え なが ら積極 的 に事 業 展 開 を行 って い るの で あ る。

こ う した ロ ジステ ィ クス ・サ ポー トの新 た な市場 は今 後急 激 に拡大 して い く

もの と考 え られ る。 かっ て一 般 の企業 は,ト ラ ック輸送 に お いて 自家用 トラ ッ

クか ら営 業用 トラ ックに徐 々 に転 換 して きた。 これ と同 じよ うに,現 在 企 業 は

物 流 機 能 の 外 部 化 を進 あて い るの で あ る。 トラ ッ ク運 送 業 者 に と って ロ ジ ス

テ ィク ス ・サ ポー トは,こ う した企 業 の 自家 用 サ ー ビスか ら営 業 用 サ ー ビスへ

の転 換,ア ウ トソー シ ングの延 長線 上 に あ る もの と位 置 づ け る こ とが で きる。

この トレ ン ドの な か に,ト ラ ック運 送 業 者 の新 た な事 業 が 開 け て い るの で あ

り,そ れ に対 す る新 た な競 争 が繰 り広 げ られて い るので あ る。

さ らに,最 近 で は トラ ック運 送 業 が ロジ ステ ィク ス ・サ ポー トの事 業 を展 開
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す る こ とに よ って・ ま った く予 想 され な か った一 般 の企業 と新 た な競 争 関 係 が

形成 され て い る。 ま だ局 部 的 で あ るが,ロ ジス テ ィク ス ・サ ポ ー トを展 開 して

い る トラ ック運 送 業 者 が,卸 売 業者 の競 争 相手 と して 出現 す る よ うに な って い

るので あ る。 現 状 にお け る卸売 業 者 の主 要 な機 能 が,小 売 りの注 文 に応 じて各

店 舗 に商 品 を配送 す る物 流機 能 で あ る ことか らsロ ジス テ ィク ・サ ポ ー トを志

向す る トラ ック運 送 業 者 と競 合 す る ことが 当然 予想 され る。

こ う した事例 は コ ン ビニ エ ンス ス トア の物 流 で発 生 して い る。 コ ンビニ エ ン

ス ス トアで は,各 店 舗 へ の共 同配 送 シ ステ ムが展 開 され て い るが
,こ の物 流 シ

ス テ ム に卸 売 業 者 が 参 加 して い る。 卸 売 業 者 は コ ン ビニ の小 売 各 店 か ら受 注

し,配 送 セ ンター一で ピ ッキ ング ・仕 分 け を行 い,各 店 舗 へ の商 品 の配 送 す る物

流 業務 を一 括 して受 託 して い る。 しか しなが らsト ラ ック運送 業者 が同 じよ う

に物 流 セ ンターや配 送 セ ンター を もって物 流 業 務 を遂 行 で きるよ うに な る と
,

な に も卸売 業者 だ け に こ う した業 務 を委 託す る必 要 は な くな って く(19)
。 さ らに

コ ン ビニ エ ンスス トアの物 流 と は別 に一 部 の トラ ック運 送 業者 は注 文 に応 じて

メー カ ーか ら直接 小 売 業 者 に商品 を配 送 して お り,従 来 の流通 チ ャネル を変 え

て卸売 業者 を介 さない新たな形態を実現 しっっあ碧。

このよ うに今 までの業種 の垣根 が打 ち破 られて,卸 売業者 が遂行 して いた業

務 を トラック運送業者 が取 り込 むよ うにな って いる。卸売 業者に とって今 まで

輸送 の委託先に過 ぎなか った トラ ック運送業が,本 業を脅 かす競争相手 として

出現 してい るのであ る。以上 のよ うに,ト ラック運送業者 の新 たな事業展開 は,

従来 の業種 の枠組 み を超 えて新 たな競争 を引 き起 こ して いるのであ って,ト

ラック運送業者 の新 たな 可能性 と,そ の競争的体質 の一面をのぞかせて いるの

であ る。

第3節 グ ローバ ル ・サ ポ ー トの展 開

1.ト ラ ック運 送業 者 の国 際化

わ が国 の トラ ック輸送 産 業 は,基 本 的 に国 内 向 けの輸 送 サ ー ビスを提 供 して

い る。 た とえ ば,ヨ ー ロ ッパ や北 米 の国 々 の よ うに,陸 続 きで国 境 が接 して い
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れば トラックによる国際輸送 が頻繁 に行 われれ,ト ラック運送業者 も国際輸送

業務 に携 わる必要性 が出て くる。 ヨー ロ ッパや北米地域で は,ト ラ ック運送業

者 は国際輸送市場 での競争が不可避 な ものとな って いる。 しか し,四 方 を海で

囲 まれて い るわが国の場合 には,国 際間 の貨 物流動 は海 上輸送 や航 空輸送 に

よって行われている。 トラック運送業者 は基本 的に国内向けの陸上輸送サ ー ビ

スに限定 されて きたので ある。

しか しなが ら,大 きな時代 の転換点 を迎 え る現在,従 来の常識 は大 き く崩れ

去ろ うと して いる。今 まで国内の企業向 けに輸送サ ー ビスの提供 を限定 してき

た トラック運送業者が,積 極的 に海外進 出をはか り海外 で輸送 サー ビスを提供

す るよ うにな ってい る。 こうした トラ ック運送業者 の海外 での事業展開 は,わ

が国 の企業 の旺盛 な海外進 出 を積極 的 にサポ ー トす るための もので あ り,ト

ラック運送業者 の新 たな事 業領域が形成 されつっあ る。

当然なが ら,今 まで も トラック運送業者 によ る海外 での事業展開が行 われて

きた。しか し,そ れ は少数 の大手 トラック運送業者 に限定 されて いた。例えば,

自動車や電気 といったわが国 を代 表す る企業が アメ リカや ヨーロ ッパで現地生

産を行 うのに対応 して,一 部 の大手 トラ ック運送業者や物流子会社 が企業の工

場の周辺 に進 出 し,現 地で部品 や製品 に関わ る保管 ・流通加工 ・配送 などの物

流業務 をサポー トす ることが行 われて きた。 しか し,こ れ はあ くまで少数の資

金力 の ある人手 トラ ック運 送業者 に限定 されて いたのであ って,わ が国 の ト

ラック輸送産業全体 にとってみれば0部 の例外的 な もので あった。 ところが最

近 にな って,事 態 は急激 に変化 して きている。以前で は少数の資金力のあ る大

手 トラック運送業者 に限定 されて いたものが,最 近で はそれ以外 の中堅 トラッ

ク運送業者 もア ジアを中心 と して積極 的に海外 に進 出 しようとしてい るのであ

る。

こうした トラ ック運送業者の アジアへの積極的な進 出は,い うまで もな くa

円高の進行 によってわが国 の企業 が国際競争 力を維持す るために生産 コス トの

安 いアジア諸国 に生産拠点 を シフ トしよ うとす る動 きに対応 した ものであ る。

現段階 におけ る生産拠点の海外へ のシフ トは,単 に大企業だ けでな く地場 の中
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小企 業 に お いて もf企 業 の生 き残 りを賭 けて積 極 的 に行 わ れて い る。1985年 の

プ ラザ合 意以 降 定 着 した 円高 傾 向 に よ って,ア ジアへ の生 産 拠 点 の シ フ トが 開

始 されて お り,進 出 先 と して当 初 ア ジ ァNIESが 注 目 され たが,そ れが や が

てASEANに 移行 し,さ らに は最 近 で は中国 ,ベ トナ ムへ と変 わ り,依 然 と

して ア ジ アへ のわ が国 企業 の進 出 ラ ッ シュが続 いて い る。

企 業 に と って,海 外 進 出 に 際 して解 決 しな け れ ば な らな い重 要 課 題 の一 っ

に,進 出先 の物 流 シス テ ムの構 築 が あ る。 企 業 が グ ローバ ル化 す る と と もに,

物 流 もま た グ ローバ ル化 す る必要 に迫 られ て お り,新 た な 難題 に直面 す る こと
(21)

に な る。特 に,日 本 と ほぼ同 じよ うな物流 サ ー ビスを受 け る ことが可 能 な欧 米

の先 進 国 と異 な って,ア ジア にお ける開発 途 上 国 は物 流 を取 り巻 く状況 は ま っ

た く異 な って い る。 一 般 的 に,道 路 ・港 湾 ・鉄道 とい った交通 イ ン フラ は未 整

備 で あ る と と もに,現 地 の トラ ック運 送 業 者 の提 供 す るサ ー ビス レベ ル も全般
(22)

的 に低 い。進 出先 の物 流 を取 り巻 く状 況 を前提 にす るの で あ れ ば,い か に低 賃

金 の生 産 システ ム を獲 得 す る こ とが で きた と して も,企 業 の物流 シ ステ ムが グ

ローバ ル化 の ボ トル ネ ックに な る可 能性 が 高 くな って い る。 こ う した事 態 を避

け るため に海 外 に進 出す る企 業 は,国 内 の物 流 パ ー トナ ー を求 め て い るの で あ

る。

2。 グ ローバ ル ・サ ポ ー トの実 態

こ う した荷 主企業 の ニ ー ズ に対 応 して,ト ラ ック運 送 業 者 の海外 進 出 が行 わ

れ て い る。 そ の実 態 を統 計 で 確認 してお くこ とに しよ う。 大蔵 省 の海 外 直接 投

資 に関 す る統 計 に よ る と,1993年3月 末 まで の累 計 で,ト ラ ック運 送 業者 を含

む運 輸 業 の ア ジア に お け る直 接 投 資 件 数 は420件 で あ り,直 接 投 資 金 額 は18

億 ドル に達 して い る。製 造 業 ・非 製造 業 を含 む全 体 の ア ジアへ の海 外 直接 投 資

は,件 数 で22,658件,金 額 で665億 ドル で あ り,運 輸 業 は件 数 で1 .9%,金 額

で2・7%を 占めて い る。 ア ジァへ の海 外 直接 投 資 全 体 に 占め る運輸 業 の割 合 は

比 較 的 少 な い もの の,ト ラ ック運 送 業 者 を含 む運 輸 業 が確 実 に ア ジアへ の海外

(23}

進 出 を はか って い る こ とが 明 らか で あ る。
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しか も,最 近 の トラ ック運 送 業者 に お け る海 外進 出 の特 徴 は,先 に述 べ た よ

うに大 手 に加 え て 中 堅 の トラ ック運 送 業 者 が積 極 的 に進 出 して い る こ とで あ

る。進 出す る企 業 が地 場 の 中小企 業 で あれ ば,そ れ を サ ポー トす る トラ ック運

送 業 者 もまた地 場 の 中小業 者 に シフ トしつ っ あ る とい え るで あ ろ う。

と ころで,海 外 に進 出す る トラ ック運 送業 者 に よ る荷 主企 業 の物流 サ ポー ト

は じっ に多 様 な展 開 を と る。例 え ば中国 に進 出 した中 堅 の トラ ック運送 業 者 の

事例 を み て み ると,現 地 で合 弁会 社 を設 立 して,原 料 の調 達 に伴 う輸 送 業 務 か

ら,現 地 で生 産 され た製 品 の集 荷,保 管,流 通 加工 とい った物 流 サ ー ビスの提

供,さ らに は輸 出入通 関zB/L発 行,船 腹予 約 とい った複 合一貫 輸送 業 務 ま

で 事業 展 開 を行 って い る。 この た め に,ト ラ ック運 送 業者 が配送 セ ンターや物
(24)

流 セ ンターを建設 す ることも行われている。

このよ うな トラック運送業者 による海外進 出は緒 についた段階で あ り,わ が

国の トラ ック輸送産業全体 か らみ ると部分的な ものであ る。 しか し,こ うした

新 たな動 きは,荷 主企業が グローバル化 す るなかで,ト ラック運送業者の新 た

な事業領域 への積極 的な取組 み と位 置づ けることがで きる。 わが国の トラック

運送業者 は本来 的に国内向けに事業展開 を行 って きたが,新 たに グローバ ル化

とい う事態 に対 して,多 分 に リスクを伴 う海外進 出を果敢 に取 り組んで いるの

である。

それは,現 地 の物流 システムの構築 に苦慮す る荷 主企業の要請 に対応 した も

のであ るとともに,ト ラック運送業者 自身 にとって は国 内の産業空洞化 に対応

した新 たな事業展開 とい う意味合い も持 って いる。生産拠点 の海外移転 によっ

て広範囲 にわた って国 内の輸送需要が喪失 され ることが予想 され,こ れ とは対

照 的に海外 において新 たな輸送需要 が急激 に拡大す ることが見込 まれて いる。

こうした状況 において,ト ラック運送業者 による新たな事業戦略が展開 されて

いるのであ る。

注

(14)こ うしたなかで特殊な位置づ けを与え られてい るのが物流子会社 である。物流

子会社 とは,企 業の物流部門が独立 して子会社 とな り,親 企業の物流をまかな う
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もので あ る。この場合 に,物 流子 会社 は輸送 力 を持 たず に,ト ラ ック運送業 者 に貨

物 を斡 旋 す る単 な る取 扱 業 にな る場合 とyみ ずか ら トラ ック運送 業 者 とな って輸

送 力 を保 持す る ものがあ る。最近 の傾 向 と して は,後 者 の タイ プの物流 子会社 が,

親 企業 の貨物 の輸 送 だ けで な くyそ の他 の一 般 の荷 主企業 の貨 物 を取 り扱 うよ う

にな って きて い る。 物流子 会社 も 「親 離 れ」 を はか る企業 がで て きて いる
。

(15)実 際 に物流機 能 の うち輸 送 と保管 に関 しては,サ ー ビスを商品 と して販売 す る

ため には政府 によ る規制 を受 けな けれ ば な らない。 具体 的 に は,ト ラ ックに よる

輸 送 サ ー ビスを提供 す る トラ ック運 送 業者 は 「貨物 自動車 運送 事業 法」 の規制 を

受 け,保 管 サ ー ビスを提供 す る倉庫業 者 は 「倉庫業 法」に よる規 制 の対象 とな って

い る。と ころが,そ の他 の物流 機能 に関 して は,そ れを商爵,と して提供 す る場合 に

規制 す る法 律が存在 してい ない。 これ は,も ともとかか る種類 の機能 は自家生 産

す るの が原則 で あ るとい った考 え方 が あ り,な おかつ今 まで広範 囲 に事 業化 され

ていなか ったた あだ と考 え られ る。

(16)運 輸省新 潟運輸 局 監修 『社 会 二・一 ズに対応 した物流 シ ステムの構 築 に関す る調

査研究報 告書』(1994年3月)17-19ペ ー ジ,32ペ ー ジ。

(17)ま た,大 手 トラ ック運 送業 者 もロ ジステ ィクス ・サポ ー トを積 極 的 に繰 り広 げ

て いる。 い くつ かの 具体 的事例 を取 り上 げて み る と}ま ず宅配便 の最 大手 の ヤマ

ト運 輸 は,宅 配便需 要 が成 熟化 して いるなかで,新 た な事業 展開 と して中小 の荷

主企 業 の物 流 を サ ポー トす るたあの商 品開 発 に乗 り出 して い る。 宅 配便 とい う輸

送 サー ビスだ けで な く,そ れ をべ 一 スに して,一 時保 管,情 報,仕 分 け,流 通加 工,

付帯 加rと い ったサー ビス も同時 に提供 す る もので ある。『ロジステ ィク ス ・シス

テ ム』1995年11・12月 号,3ペ ー ジ。

さ らに,わ が 国で最 も規 模 の大 きい物流 子会社 で あ る 日 立物流 は,従 来親 会社

の工場 内作 業 を中心 と して事 業展 開 して いたが,親 会社 以外 の一 般 の企 業 の物流

支援 事 業 を強化 してお り,専 門 の コ ンサ ル タ ン トを育 成 す る と と もに薬 品 メ ー

カーや コン ビニ ェ ンス ス トアな ど新 たな企業 向 けの ロ ジステ ィ クス ・サ ポー トを

積 極的 に押 し進 めて い る。 日立 物流 『有価 証券 報告書'95年 』14ヨ7ペ ー ジ。

(18)ロ ジステ ィク ス ・サ ポー トのた めの基礎 的 な条件 と して,物 流 セ ンターや配 送

セ ンターの設 置が あ るがSト ラ ック運 送業 者 によ る こ う した荷 室 企業 向 けの物 流

施設 の建設 が活発 に行 われて い る。 具体 的 な事 例 と して 『カー ゴニュー ス』X995

年9月29日,81-83ペ ー ジ。

(19)日 本 債 券銀 行 産業 調査部 『小 売 業 か らみ た物 流 改革 』(平 成7年7月)58-fi2

ペ ー ジ。 『流通 設計』1995年5月 号33-34ペ ー ジ
。

(20)『 流通 設計』1995年5月 号36-37ペ ー ジ。

(21)物 流 の グmバ ル化 に関 して は,欧 米諸 国 の企業 に と って も同 じよ うな課題 を

抱 えて い る。JamesCooper,"TheGlobalLogisticsChallenge",JamesCooper
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ed.,LogisticsandDistirbutionPlanning,Secondedition,KoganPage,1994,pp.

98-121.

(22)開 発 途 上 国 に お け る交 通 お よ び物 流 の 実 態 に 関 す る ケ ー ス ス タデ ィ と して は,

拙 稿 「タ イ に お け る トラ ッ ク輸 送 産 業 の 構 造 」『ア ジ ア経 済 』第30巻 第6号,1989

年6月,20-37ペ ー ジ。

(23)大 蔵 省 国 際 金 融 局 国 際 資 本 課 の デ ー タ に よ る。 輸 送 経 済 新 聞 社 『LOGISTICS

NOW'96』49ペ ー ジ。

(24)同 上 。

第3章 トラック輸送産業の特殊な構造

前 章 の分 析 は,ト ラ ック輸 送 産業 の新 たな事 業 展 開 の可能 性 にっ いて,い わ

ば ポ ジテ ィブな側 面 を対 象 と して きた。 しか しなが ら,ト ラ ック輸送 産 業 の構

造 は多面 的 で あ り,こ れ とは逆 にネ ガ テ ィブな側 面 も内包 して い る。 そ こで・

本 章 で は トラ ック輸 送 産 業 の ネ ガ テ ィ ブな側 面 と して,傭 車 制 度 お よ び過 積

載 ・過 労運 転 を取 り上 げて分 析 を試 み る。 この よ うな ネガ テ ィブな側面 を分 析

す る こ とが,ト ラ ック輸送 産 業 の実 態 を把握 す る うえで必 要不 可 欠 で あ るだ け

で な く,規 制 緩 和 の影 響 を考 え る うえ で極 めて重 要 とな る。

第1節 下請 制 度 と して の傭 車

1.傭 車 の実 態

先 に明 らか に した よ うに,ト ラ ック輸 送 産 業 は4万3,000を 越 え る事 業者 に

よ って構 成 されて お り,こ れ らの事 業者 が貨 物 を求 めて トラ ック輸 送市 場 にお

いて競 争 を繰 り広 げ て い る。 しか し トラ ック輸 送市 場 にお け る展 開 とは,こ う

した個 々 の トラ ック運送 業 者 が全 く独 立 して相 互 に競 争 を行 い,他 の トラ ック

運送 業 者 と直 接対 峙 す る とい った単 純 な もので はな い。 そ こに は,ト ラ ック輸

送 産 業 の特 殊 な構 図 と して,ト ラ ック運 送 業 者 の相 互 依存 関 係 と,さ らに それ

に基 づ く下 請制 度 が存在 して い る。

トラ ック輸 送 産 業 にお け る特殊 な様 式 と して傭 車 が あ る。 傭 車 と は概 念 的 に

傭兵 と同 じで あ る。 トラ ック運 送 業 者 が 自社 の トラ ック(自 国の兵士)で はな く,
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図11貨 物運送取扱事業者数の推移
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(資料)『 陸運統計要覧』

他社 の トラ ック(他 国の兵士)を 調達 して,み ず か らの 「戦 力」 と して使 う こ と

を意 味 す る。 す なわ ち,ト ラ ック運 送 業 者 が運 ぶ貨物 を 自社 の輸 送 能 力 で まか

な う ことが で きな い場 合 に,他 社 の トラ ック と ドライバ ー を調 達 して輸 送 業 務

に当 た らせ る ことを指 す の であ る。 傭 車 の シス テ ムで,一 方 で傭 車 を利 用 す る

トラ ック運 送 業 者 と,他 方 で 自社 の トラ ックと ドライバ ーを傭 車 に出 す トラ
ッ

ク運送 業 者 が存 在 して い る。 この ため トラ ック運 送業 者 間 で いわ ば傭 車 の内 部

市場 が形 成 され て い るので あ る。

この よ うに傭 車 とは,ト ラ ック運送 業 者 が 他 の トラ ック運 送 業 者 の トラ ック

と ドライバ ーを調達 して輸送 業 務 に当 た らせ る ことで あ るが,こ れ を行 うた め

に は運 輸 省 に よ る取 扱 業 の許 可を必 要 とす る。 こ う した形 態 で の営 業 展 開 は
,

貨物 運 送 取 扱業 と呼 ばれ て い る。 物 流二 法 の 「貨物 運 送 取 扱事 業 法 」 にお いて

貨 物 取 扱 業 の事 業 内容 が規定 され て い る。これ は鉄 道,航 空,内 航 海 運,ト ラ ッ

ク とそれ ぞ れ の輸送 手 段 別 に取 扱業 が区 分 され て お り,ト ラ ックの取 扱 業 は こ

の うち第 一一種 利 用運 送 業 に分 類 され て い る。 第 一 種利 用 運 送 業 は許 可制 に な っ

て お り・一 定 の許 可 条 件 を ク リアす れ ば営 業 許 可 を取 得 す る こ とが 可 能 で あ

る。ち な み に,ト ラ ックの取 扱 事業 者 は,図11に 示 され て い るよ うに,貨 物 運
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送 取扱 事 業 法 が施 行 され た

1990年 か ら急 増 して お り,

現 在 で は4万1,000を 越 え

る事業 者 数 とな って い るの

で あ る。

ところで,傭 車 は実 際 に

どの よ うに行 わ れて い るの

で あ ろ うか。傭 車 の実 態 に

関 す る調 査 結 果 を もとに明

らか に して み よ う。 表9は

表9ト ラック運送業者における傭車の利用実態

単位:%,()は 回答数

車両規模 傭車をする 傭車を しな

1～10両 49.0 51

11～20両 59.2 44

21～50両 67.9 32

51～100両 84.5 15
i

1Q1両 以上 88.5111

1合 計
i ⊥_』 生-_35

1

15.5

11.5

35.3

計

loo.oC145)

loo.o{igs)

100.0(165)

100.D(71)

100.0(26)

100.0(631)

(資料)運 輸省新潟運輸局監修 『トラック運送事業 の経営 に

関す る調 査報 告書』(1989年3月)60ペ ージ。

運 輸省 新 潟運 輸 局 管 内 の トラ ック運 送 業 者 を対 象 に した傭 車 に関 す るア ンケ ー

ト調 査結 果 が示 され て い る。 この デ ー タは,日 常 の運 送 業務 にお い て傭車 を利

用 して い る トラ ック運 送 業 者 の割 合 を示 した もので あ る。 これ に よ る と,調 査

対 象 とな った トラ ック運 送 業 者 の うち約65%が 傭 車 を利 用 して い る。しか も,

傭 車 を利 用 して い る トラ ック運 送 業者 の割 合 は,保 有 車 両数 で示 され る経 営 規

模 の大 きい トラ ック運 送 業 者 ほ ど高 くな って い る。 保 有 車 両 台 数 が51台 以 上
(25)

の トラ ッ ク運 送 業者 で は8割 以上 が傭 車 を利 用 して い るので あ る。

ま た,京 都 府 の トラ ッ ク運 送 業 者 を対 象 と した別 の実 態 調 査 に よ れ ば,ト

ラ ック運 送 業 者 にお け る傭 車 の依 存度 が明 らか に されて い る(表lo参 照)。 この

実 態 調査 で は有 効 回答 数 が140余 りで,サ ンプ ル数 と して は比 較 的少 な い。 し

か も提 示 され て い る デー タ は,営 業 収 入 に 占め る各社 の比 率 を単 純 に平 均 した

もので あ る。 従 って,デ ー タ と して 多少 正 確性 に欠 け る嫌 い が あ るが,し か し

これ に よ って傭 車 の実 態 に関 す る傾 向 を あ る程度 読 み とる こ とは可 能 で あ る。

まず,傭 車 を利 用 して い る トラ ック運送 業 者 の営 業収 入 に 占め る傭 車費 用 の比

率 で あ るが,経 営 規模 が大 きい トラ ック運 送 業 者 ほ ど傭 車 費 用 の比 率 が高 くな

る。 逆 に,自 社 の トラ ックを傭 車 に出 して い る トラ ック運 送 業 者 の営 業収 入 に

占め る傭 車 収 入 の比 率 を見 て み る と,お しなべ て経 営 規 模 の小 さい トラ ック運
(2fi)

送業者 ほど傭車 に出す ことよる営業収入 の確保 の割 合が大 きくな ってい る。
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表10ト ラック遷送業者における傭車への依存度

(営業収入 に占める比率)

1～10両

11～20両

21～50両

傭車費用の比率 傭車収入の比率

12.4

s.s量:
　　　 　　　ト 　 　　 　　　　　　　 　へ

12.79.2

耀 覧 二14.121.3
薔L」

__ユ1・7

13.0

5.8

X4.5

(注)傭 車費用の比率1傭 車を利用 しているトラック

運送業者の営業収入に占める傭車費用の比率;回

答各社の比率を単純に平均 したもの。

傭 車収入の比率:傭 車に出 している トラック運送

業者の営業収入に占める傭車収入の比率,回 答各

社の比率を単純に平均 したもの。

(資料)社 団法人 京都府 トラック協会 「京都府下に

おける物流実態 と中小 トラック事業の対応』

(1989年3月)44,47ペ ージ。

2.傭 車 の メ カ ニ ズ ム

以上 のよ うな実態調査結果

か ら,ト ラ ック運送業者 のあ

いだで傭車 が広範囲 に行 われ

てお り,し か も比較的経営規

模 の大 きな トラ ック運送 業者

ほ ど傭車を利用す る機会 が多

く,逆 に経営規模 の小 さな ト

ラック運 送業者 ほど自社の ト

ラ ックを傭車 に出 して いて,

営業収入 に占める傭車収入へ

の依存が高 いことが明 らか に

な って くる。

以上 のよ うに傭車 の実態 を把握 したのであ るが,こ うした傭車制度 は現代 の

トラック輸送産業 にお いて どのよ うな機 能な り役割 を果 た してい るのであろ う

か。

まず傭車 に出す トラ ック運送業者 に とって は,荷 主企 業 を開拓 す るマー ケ

テ ィング能 力 の欠如 を カバ ーす る役割 を もって い る。すで に述 べて きたよ う

に・ トラック輸送産業 には実に数多 くの事業者 がひ しめいてい る
。その大部分

は中小零細 の トラック運送業者 であ って,経 営 の小規模性 ゆえに特定 の荷主企

業 の専属 となる傾 向を もっ とともに,新 規の荷 主企業を開拓す るマーケテ ィン

グ能力を充分 には備えていない。荷 主企業 に とって も一定程度 の経営規模 を も

っ トラック運送業者 に貨物を委託 したほ うが,輸 送量 の変動 に も弾力的に対応

して くれ信頼性 も高 い と考えている。逆 に,ト ラックの保有台数が少 ない零細

な トラック運送業者 は,荷 主企業 の信頼 を得 て新規 に貨物 を獲得 す ることが容

易 ではない・ このよ うに荷主企業 によ る貨物輸送 の依頼が偏在 す るなかで,零
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細 の トラ ッ ク運 送 業者 を 中心 と して傭 車制 度 に依 存 す る ことに な る。 換 言す れ

ば,み ず か らマ ーケ テ ィ ング能 力 に欠 如 して い て も,傭 車 制度 を利 用 す る こ と

に よ って トラ ック と ドライバ ー を遊 休 させ ず に済 み,一 定 の運賃 収 入 を得 る こ

とが 可能 なの で あ る。

傭 車 に 出す こ とに よ って トラ ック運 送 業 者 が 荷 主 とな り,真 の荷 主(荷 主企

業)か ら収 受 す る運賃 か ら トラ ック運送 業 者 の 手数 料 を引 いた金額 を運 賃 と し

て受 け取 る こ とにな る。 こ う した運 賃 は,元 請 け の トラ ック運 送 業 者 に よ って

手 数 料 が 引 かれ るた め低 い水 準 にな るが,ト ラ ック と ドライバ ーを遊 休 させ る

よ りは有 利 とな る。 この ため 中小零 細 な トラ ック運送 業 者 を中 心 と して傭 車制

度 が利 用 され て い る。

ま た傭 車 制度 に よ って 「帰 り荷 」 の確 保 が容 易 に な る。 大型 の トラ ックを使

用 した長 距 離輸 送 で は,帰 り荷 を確 保 す る こ とが 不 可欠 に な って い る。 長 距 離

輸 送 の帰 り便 で到 着 地 か ら出発地 まで空 車で走 行 す る こ とに な る と,運 行 車 両

の輸 送 効率 は大 幅 に悪化 し,採 算性 を維 持 す る こ とが 困難 とな る。 しか しな が

ら,多 くの中小零 細 トラ ック運 送 業者 は,広 範 囲 な営 業 の ネ ッ トワー クを持 っ

て いな い ため に,自 社 で 独 自に帰 り荷 を確 保 す る こ とは困難 で あ る。 あ る程度

の経 営 規 模 を持 っ トラ ッ ク運 送 業者 で あれ ば,† 要 な拠 点 に営 業所 を設 置 し

て,独 自で当該 地 域 の荷 主開 拓 を行 う ことが で きるが,零 細 の トラ ック運 送 業

者 に は そ れ が 不 可能 で あ る。 この た め に,長 距 離 輸 送 で の 到 着 地 の地 場 の ト

ラ ック運送 業 者 に帰 り荷 を依 頼 す る ことに な る。

さ らに,ト ラ ック運 送 業 者 に は原 則 と して 都道 府 県 単位 の営 業 区域 が設定 さ

れて い る。 この た め,営 業 区域 内 の荷主 企 業 の貨 物 を輸送 す る とと もに,帰 り

荷 の到着 地 は営 業 区域 内 で な けれ ば な らな い制 限 が課 せ られ て い る。 これ は一

般 に 「片足 主義 」 と呼 ば れて い る もので あ る。 この よ うに,現 行 の営 業地 域 の

規 制 に よ って輸 送 で き る貨 物 が 制 限 されて い るた め に,営 業 区域 か ら遠 く離 れ

た地 域 で 当該 地 へ輸 送 す る貨 物 を独 自で見 つ けだす こと は容 易 で はな い。 この

ため に,地 元 の トラ ック運送 業 者 の傭 車 と して帰 り荷 を確 保 す る ことに な るの

で あ る。
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と ころ で,傭 車 を利 用 す る トラ ック運 送 業者 に も,こ の制 度 は有効 に機能 し

て い る。荷 主企 業 を 多 く抱 え るマ ーケ テ ィ ングカ に た けた トラ ック運 送 業者 に

と って は,傭 車 制度 を利 用 す る こ とに よ り輸 送 需要 の季 節 変動 に充 分対 応 す る

こ とが で き る。輸 送 需 要 に季 節 波 動 はっ き もので あ る。 季節 波 動 に対応 す るた

め にy他 の トラ ック運送 業者 か ら傭 車 で きれば,自 社 で 車両 を購入 した り ドラ

イバ ーを雇 用 す る必 要 が な くな る。 そ れ に よ って資 本 投下 や雇 用 が節 約 され
,

経 営 上 の リス ク も減少 す る こ とが で き る。 傭 車 を利 用 す れ ば,輸 送 需 要 が減 退

した と して も傭 車利 用 を打 ち切 れ ば よ いの で あ って,自 社 の トラ ックと ドライ

バ ー を遊 休 させ る危 険 を避 け る こ とが で き る
。他 社 の ドライバ ー を使 用 す る こ

とに よ って,輸 送 サ ー ビスの質 が低 下 す る可 能性 はあ る もの の,経 営 上 の リス

クを勘 案 す れ ば傭 車 に よ る メ リ ッ トは大 きい。

しか も・ 実 際 の輸送 業 務 に従 事 しな くと もy傭 車 を利 用 す る ことに よ って,

一・定 の手数 料 収 入 が確 保 で きる
。 荷 主 企 業 か ら収 受 した運 賃 か ら,傭 車 した ト

ラ ック運 送 業 者 へ 支払 う傭 車費 用 を差 し引 い た金額 が手 数 料収 入 とな る。 マ ー

ケ テ ィン グカ に た け た トラ ッ ク運 送 業 者 は,傭 車 制 度 を利 用 す る こ と に よ っ

て・ 多 くの荷主 を抱 えて いて も リス クを伴 う余 分 な投 資 を す る ことな く,一 定

の手 数 料 収 入 を得 る ことが で き るの で あ る。

この よ うに して,傭 車 制 度 は一 面 に お いて荷 主企業 に よ る貨物 輸 送 依頼 の偏

在 を調 整 す る機 能 を持 って い る。 一 方 で,帰 り荷が な く空 車 で運 行 せ ざ るをえ

な い トラ ック運送 業 者 やi貨 物 が な く トラ ックと ドライバ ーを遊 休 させ な けれ

ば な らな い トラ ック運送 業 者 が存 在 して い る。他 方 に お いて,荷 主企 業 か ら多

くの輸 送 依 頼 を受 け なが ら,自 社 の輸 送 能 力 で は賄 い きれ な い トラ ック運送 業

者 が存 在 して い る。 こ う した なか で トラ ッ クと ドライバ ー を融通 しあ うのが傭

車制 度 で あ り,変 動 す る輸 送 需要 に対 して,ト ラ ック運 送 業者 間 の あ る種 の相

互 補 完 の機 能 を果 た して い る と 言え る。

しか しなが ら,他 面 にお いて傭 車 は下 請 制 度 その もので あ って,ト ラ ック運

送 業 者 の 階 層 間 格 差 を 順 序 だ て,事 業 者 間 の ヒエ ラル キ ー を形 成 す る こ とに

な って い る。 言 うまで もな く,多 くの荷 主 企 業 を抱 えy運 ぶ貨 物 を もって い る
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トラック運送業者が強 い立場 にあ り,逆 に貨物を持 って いない トラ ック運送業

者 が これ に依存 して従属す る関係が形成 されているので ある。 こうした従属 の

度合 いを決定 す るのが手数料 の大 きさとなる。現状 において手数料 が運賃 のど

の程度 であるかを示す統計資料 は存在 しないが,手 数料 が多 いことによって,

傭車 に出す トラック運送業者 の手取 り運賃収入が低水準 になる。 しか し,独 自

で荷主企業 を開拓す る力のない零細 トラック運送業者 は,こ れに甘 ん じて いる

のが現状 であ る。 こう して傭車を通 じて,ト ラック運送業 における下請制度が

形成 され,業 者間である種 の垂直的な支配 関係が形成 されてい るのであ る。

第2節 過積載 ・過 労運転

1.過 積載 ・過労運転の問題点

トラ ック輸 送産業 は現代 の貨物輸 送 を担 う重要 な産業 に成長 したので あ る

が,し か しその反面で,ト ラック運送業者 の営業行為 において過積載 および過

労運転が常態化す る問題 を抱 えている。 まず過積載 とは,ト ラ ックに定 め られ

た最大積載重量 を大幅 に越えて貨物 を積載 し運搬す る行為 をいう。輸送手段で

ある トラ ックの車両総重量 は,運 輸省 の1道 路運送車両 の保安基準」(省令)と

建設省 の 「車両制限例」(政令)に よ って定め られている。車両総重量か ら車両

の自重を引いた ものが貨物積載重量 になる。従 って,貨 物 の最大積載重量 は車
く　

両総 重量 規 制 に よ って あ らか じめ定 あ られ て い る。 自家 用 トラ ックで あ れ,営

業 用 トラ ックで あれ,一 般 の道 路 で走 行 させ るに は最 大 積載 重 量 を守 る こ とが

義 務 づ け られ て い る。 この 基 準 を越 え て 貨物 を積 載 し トラ ックを走 行 さ せ れ

ば,「 道 路 交通 法 」にお け る違法 行 為 とな り,取 り締 ま りの対 象 とな る。 これ が

過積 載 で あ る。

これ に対 して過 労 運 転 と は,ト ラ ックを運 転 す る トラ ック ・ドライバ ーが一

定 の基 準 を越 え て深 夜運 転 や長 時間 運 手 を繰 り返 す行 為 を い う。 「貨 物 自動 車

運 送 事 業法 」 で は,事 業者 が ドライバ ーの勤 務 時 間 ・乗務 時 間 の設 定 と遵 守 を

義 務 づ けて い るが,そ の基 準 は労 働 省 の 「2・9告 示」に適 合 す る ことが求 あ ら

れ て い る。 この 「2・9告 示 」 とは,「 自動 車運 転 者 の労 働 時 間等 の改善 の た め
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の基準」(平成元年2月9日 付け労働省告示第7号)で あ り,ト ラック ・ドライバ ー

の拘束時間,休 憩期間,運 転時間な どが定 め られてお り,こ うした基準 に適合

しなければな らない。 このよ うな規定があ るのに もかかわ らず,現 実 にはこれ

を無視 して長時 間運 転 や深夜運 転 が繰 り返 されて い る。 これ が過労運 転 であ

り,こ れ も過積載 と同様 に違法行為 であ る。

この ような過積載や過労運転 は次 のよ うな影響 を もた らす ことにな る。 まず

過積載 によ って,あ らか じめ定め られた車両総重量を はるかに越 え る トラック

が走行す る ことによ り,交 通 イ ンフラであ る道路や橋梁 に対す る加重負担が増

加 して,こ れ らに対 す るダメージを与 え る。 それ とともに,過 積載 は走行 時の

制動距離が長 くな り,さ らに車両 の コン トロー ルも通常 よ りも困難 となる。 こ

のため道路 の走行途 中に交通 事故を起 こす危険性 が高 くなる。 さらに過労運転

は,結 果的に労働者 である トラック ・ドライバ ーに過重労働 を強 いることにな

るばか りではな く,そ の結果 として,不 注意 や居眠 り運転 を引 き起 こ し,交 通

事故を発生 させ る大 きな原因 とな っている。 しば しば高速道路 などの道路上 で

悲 惨 な交通 事故が発生 す るが,多 数 の死傷者 が出 る重大交通 事故 の原因 と し

て,過 積載 や過労運転 が関係 してい る場 合が多 い。一般 の自家用車 に比 べて ト

ラ ックは大量 の貨物 を積載 しているたあに,い ったん交通 事故が発生す るとs

道路 の破壊 や多数の死傷者の発生 など重大事故 にっなが るのであ る。

ところで,1990年 に施行 された物流二法 の 「貨物 自動車運送事業 法」では,

参入や運賃 ・料 金に関す る経済的規制 を緩和 す ると同時 に,過 積載 ・過労運転

といった違法行 為に対す る社会的規制 を強化 している。経済的規制 が緩和 され

て トラ ック運送 業への参入が しやす くなると,零 細事業者が大挙 して新規参入

して過 当競争をまね き,過 積載や過労運 転 とい った違法行為が増加す ることが

予想 された。 このために,経 済的規制緩和 と同時 にこう した違法行為 に対す る

社会的規制 が強化 されたのであ る。

「貨物 自動車運送事業法」におけ る社会的規制 の強化 とは,次 のよ うな内容を

もって いる。 まず第一 に,過 積載 や過労運転 は トラック運送業者が行 ってはい

けない違法行為 と して位置 づけるとともに,こ れに対す る罰則規定 を強化 して
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い る。 具体的 には,同 法 において違

反点数制 を導入 してお り,事 業者が

これ らの違反行為を行 うたびに事業

者 単位で違反点数が累積 し,一 定 の

基準点数 に到達す ると車両 の使用停

止,事 業停 止,さ らに営業許可取 り

消 しなど,厳 しい処分が課せ られる

ようにな ってい る。

第二 に,同 法 によ って トラック運

送業者 の過積載 や過労運転 を監視 す
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表ll過 積載 ・過労運転違反件数の推移

年度 過労運転防止違反
「

過積載防止違反

1987 234 3,101

1988 259 3,149
一闇

1989 271 4,400

1990 431 5,178

1991 235 5,537

280 4,6881992

19931-一 一ヨ 291 5,329_)
(資料)運 輸省

る第三者機関 と して適正化事業機 関が設 置 され,日 常 的な違法行為 に対 して恒

常 的に監視活動 が行 われ るよ うにな った。 トラ ック運送業の監督官庁 である運

輸省が直接違 法行為 を監視 する ことは組織上 か らも不 可能で あることか ら,適

正化事業機関 と して トラック運送業者 によって構成 され る団体 が指定 された。

適正化事業 の中央機関 として全 日本 トラ ック協会が指定 され るとともに,地 方

にお ける監視機 関 と して各都道府県の トラック協会が選定 されている。 こうし

た第三者機関 の協 力の もとに,過 積載 や過労運転 とい った違法行為 に対 す る監

視業務が 日常的 に行 われて いる。

このように して,社 会的規制が強化 されて過積載や過労運転 の取 り締 まりや

監視活動 が実施 されている。 そ こで,実 際 に こうした違法行為の摘発が,ど の

程度行われてい るのであろ うか。表11に は,過 労運転防止違反 と過積載 防 止違

反 の摘発件数 が示 されている。 これ によると,過 労運転 防止違反 は年間200件

台 とさほど多 くはないが,過 積載防 止違反 は年 間3,000件 台か ら5,000件 台へ

と最近 にな って急激 に増加 して いる。

こうした両者 の違反件数 の差 はa主 に取締 り方法 の難易度 によって決 まって

くるの もの と考 え られ る。過積載 の取締 りは,走 行 中の トラ ックを停 止させ道

路脇 で重量計 を使用 して比較的簡単 に行 うことがで きる。 このために過積載 は

違反摘発件数 も多 い。 これに対 して過労運転 の取 り締 ま りは,ト ラックに搭載
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してあ るタコグ ラフを分析す ることによ って初 あて 可能 となる。 これを行 うた

めには事業所 への立ち入 り検査 が必要 とな り,簡 単に行 うことはで きな い。実

際 は交通事故な どの事件 が発生 して初めて検査す るケースが多 く,こ のために

過労運転の違反 の摘発件数 は少 ないのであ る。

いずれ にせよ,こ こで注意 しなければな らない点 は,こ うした過労運転 と過

積載 の違反件数が あ くまで摘発 された件数 に過 ぎない ものである。 これ は表面

化 した違反件数 にす ぎず,い わば 「氷 山の一 角」 であることは容易 に想像す る

ことがで きる。実際には摘発 されないないが,こ れ らの違法行為 が 日常的 に行

われて いるものと一般的 に考え られている。「貨物 自動車運送事業法」が施行 さ

れて社会的規制が強化 され,監 視機関 による取 り締 ま りが実施 されているにか

かわ らず,依 然 と して過積載や過労運転 の違法行為が横行 してい るのであ る。

先の違反件数のデー タは,規 制が強化 されて監視が行 われて も,違 法行為が無

('L8)

くな った り減 少 した りす る もの で は な い こ とを 明 確 に示 して い る。 こ の こ と

は,過 積載 や過 労運 転 が トラ ック輸 送産 業 の構造 に深 く根 ざ した問題 で あ る こ

とを暗 示 して い る。 換 言 す れ ば,過 積載 や過 労運 転 は,ト ラ ック輸 送 産 業 に ビ

ル トイ ンされ た 「負 の側面 」 と して考 え る こ とが で きるの で あ る。

3.過 積載 ・過労運転 のメカニ ズム

以上 のよ うに過積載 や過労運転が行 われて いる実態を把握 したのであるが,

こうした トラック輸送産業 の 「負の側面」を どのよ うに理解 して,産 業構造把

握 のなかに位置づけたな らよいのであろ う。

確 かに,過 積載 や過労運転 は一面 でモ ラルの問題であ る。 トラ ックを運転 す

る ドライバ ー,ト ラックを運行 させ る トラック運送業者,さ らに貨物 トラック

運送業者 に委 託す る荷主企業が ここでは主役 となるが,各 々の主体が現行 の法

律 に則 って遵法精神で臨 むな らば,過 積載 や過労運転 とい った違法行為 な ど起

こるはずがない。 しか し,客 観 的に判断を下 し合理的に行動 す るな らば本来発

生す るはずのない ものが,恒 常 的に継続 的に行われているのであ って,む しろ

(zs)

そ こに問題 の核心部分が ある もの と考え られ る。
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厳 しい社会的規制 を課 して も,こ うした違法行為が依然 と して継続す ること

は,じ つは これが トラック運送業者 の経済行為 と して内在化 して いると見なす

こともで きる。 っま り トラック運送業者の事業展開において,違 法行為 を誘発

す る蓋然性 が存在 していると考えた方が納得 がい くように思 われる。違法行為

は基本的 にはモ ラルの問題 であるにせよ,そ うせ ざるを得 ない トラック運送業

者の行動 もまた注 目す る必要 があるのである。換言すれば,違 法行為 と知 りな

が ら,そ れを行わな ければ事業が経営 的に成 り立 たない点 に着 目す る必要 があ

るであろ う。

そ こで,過 積載や過労運転 を生 じさせている経済 的な背景につ いて分析を加

えてみ ることに しよ う。第一 に違法行為 に走 る背景 の核心部分 に低水準 の運賃

形成があ る。対荷主 との運賃交渉 において,中 小零細規模 の トラ ック運送業者

は多 くの他業者 と競争 を強 い られ,結 果 的 に運 賃 は低 い水準 にな る傾向 があ

る。 しか もこうした運賃下方圧力 は,荷 主企業 だけによって もた らされている

ので はな く,じ つ は トラック運送業者間 に存在 す る傭車制度 によ って もこの傾

向が加速 されている。独 自に荷主企業を開拓で きない中小零細 トラック運送業

者 は,規 模 の大 きい マーケテ ィングカ のあ る トラ ック運送 業者 に傭車 に出す

が,手 数 料 を取 られ るたあに トラック運送業者 の手 取 り運 賃 は減少 して しま

う。特 に長距離運行の際の帰 り荷 の場合 には,通 常 の運賃 の半値近 い水準 にな

る場合 もあ ると言 われて いる。結果的 に,ト ラック運送業者 は,荷 主企業 さ ら

に元請 けの トラック運送業者 と,二 重 の運賃下方圧力機構 のなかで事業展開を

強い られてお り,低 水準 の運賃 を受 け入 れな ければな らない状態 に置かれて い
(30}
る。

第 二 に,そ の結 果 と して零 細 トラ ック運 送業 者 を中心 と した経 営 の不安 定 化

が生 じて い るの で あ る。 経営 状 態 の悪 化 が違 法行 為 の温 床 にな る ことは容易 に

想 像 で き る。 そ こで トラ ック運 送 業者 にお け る最 近 の経 営状 態 につ いて 見 て み

る ことに しよ う。表12に は,ト ラ ック運 送 業 者 にお け る経営 規 模 別 の経 常利 益
(31)

率 および黒字企業 の割合 が示 されてい る。 この表か ら,時 系列 的な傾向 として

不況 の深刻化 に応 じて,全 般的 に トラック運送業者の経営状況 が悪化 している
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表12規 模別 トラック運送業者の経営状況

車

両

規

模

別

営業収益

(対前年度比

(年 度)

全 体43
-一 一一… 一一一ト …

1～10両

11～20両

21～50両

51～100「 山厘

101以 上 両

一一 …=十 … 一 十 一一 一

4

.3

←

8

gl

120・7…
L___

92

7。0

-5
,5

-4 .5

℃,1

0.9

6.4

%)

93

-17 .3

-5 .3

-4 .盆

一4
,1

-2 ,2

-1盆 、5

91

2.7

1.5

2.2

2,6

2,5

3.4

経常稲rl
Cr)

92

1.7

-o .3

0.8

「1

1㎝葱

ヨ 吾

93

1.0

榊Lo

-o 、3

NM

i.6

_琴=o

(資料)全 日本 トラック協会 『経営分析報告書 平成5年 度決算版』
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黒字企業 の比率

(%)

可「 「92 93

7766 59

67157 49

7561 55

S3170
i

67

$2i76E 74

9・i
_
・ ・

こ とが明 らか にな って い る。全体 の営 業収 益 は,対 前年 度 比 で1992年 度 が マ イ

ナ ス7,0%,93年 度 が さ らに悪 化 して マ イ ナ ス17.3%と な って お り,営 業 収

入 の落 ち込 み が激 しい。 これ に応 じて経常 利 益 率 も低 下 の傾 向 を強 あて い る。

さ らに,黒 字 企 業 の割 合 は91年 に77%あ った ものが,93年 度 に は59%に 減 少

して い る。 す なわ ち,全 体 の4割 強 の トラ ック運送 業 が赤 字経 営 に陥 って い る

ので あ る。

さ らに階 層 別 に トラ ック運 送 業 の収 支状 況 を み る と,零 細 規 模 の トラ ック業

者 ほ ど経 営 状況 が悪 化 して い る こ とが わ か る。 この階層 区分 に よ る と,1～10

両 の階 層 は,営 業 収 益 の減 少 率 が高 く,す で に92年 度 の時点 か ら経 営 利 益 率 が

マ イナ スに転 じ,翌93年 度 に はさ らに悪 化 して い る。そ して この階層 は黒字 企

業 割 合 が最 も少 な く,93年 度 は49%ま で減 少 して い る。赤 字 経 営 の トラ ック運

送 業 者 数 が黒 字 経 営 の トラ ック運 送 業 者 数 を上 回 って い る。 この 階層 に次 いで

経 営 状 況 の悪 化 が 目立 っ のが11～20両 の階 層 で あ る。 この階層 は93年 度 に経

常 利益 率 が マ イ ナ ス に転 じて い る。 さ らにそ れ以 上 の 階層 につ いて み る と,階

層 が上 層 に い けば い くほ ど,経 営 状 況 は安 定 して い る。 いず れ にせ よ,ト ラ ッ

ク運 送 業 に お け る経 営 状 態 の悪 化 が 深刻 に な って い る こ とは明 らかで あ りyこ

れ が違 法 行 為 の原 因 とな って い る。

第三 に トラ ック ・ドライバ ーの低賃 金 構 造 を指摘 す る こ とが で きる。 これ は
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トラック運送業 における労働時間 と賃金収入の比較

(1993年 度)

業

…
業

…

産

造

小 売 業

輸 ・通 信 業1

物道路運送業

月欝 晒 卿入

}器1{:::393(100371(94:
十一

時 間 当 た り賃 金

(円)

2,472(100)

2}276(92)

'49(94)一
一326一蝿LL盆 註盤 一

76{111)
　 コ　　 　 　 　つ　　　 　 　　　 　 り

94{122)'369{94)

(注)r}規 模30人 以Lを 対象 とす る。()は 全産業 を100と す る指数。

(資料)労 働省 『毎月勤労統 計調査年報」

過労 運 転 に密 接 に関連 して い る。 表13は トラ ック運 送 業 にお け る労 働 時 間 と

賃 金 を他 産 業 と比 較 して あ る。 これ に よ る と,ト ラ ッ ク運 送 業 にお け る月 間 の

平 均収 入 は,全 産 業 を若干 下 回 る水 準 で あ る。 とこ ろが,時 間 当 た り賃 金 に換

算 す る と,全 産 業 の8割 弱 に過 ぎず か な り低 い水準 にあ る。 さ らに月 間 の労 働

時 間 を見 て み ると,ト ラ ック運 送業 は全 産業 に比 較 して2割 以 上 も長 くな って

い る。 トラ ック運 送 業 にお いて は,低 賃 金 ・長 時 間労 働 が一 般 的 な ので あ る。

長 時 間労 働 を行 うこ とに よ って他 産業 なみ の賃 金 収 入 を得 る ことがで き るので

あ る。

か つ てバ ブル経 済 の時 期 で は,ト ラ ック運送 業 は建設 業 な ど と と もに典 型 的

な 「3K」(き っい,き たない,き けん)職 場 と して若年 労 働 者 に嫌 われ て お り,深

刻 な労 働 不 足 を経 験 した。 危 険 が伴 う長時 間労 働 の割 に は賃 金 が低 い こ とに根

本 的 な 問題 が存 在 して いた。 現 在 で は不況 が深 刻化 す る ことに よ って,労 働 力

不 足 は回避 され て い る。 しか し トラ ック運 送 業 が基 本 的 に低 賃 金労 働 で あ り,

これ を カバ ーす るた め に長 時間 労働 をせ ざ るを得 な い状 況 にあ る ことに変 わ り

な い。 ま さに こ こに過 労運 転 の温床 が存在 して い るの で あ る。

以 上 の よ うに,低 い運 賃 水準 が形 成 さ れて い て トラ ック運送 業 者 の経 営 は零

細 業 者 を中心 と して極 めて 不安 定 で あ り,赤 字 転 落 を 免 れ な い状 況 に あ る。 そ

して,そ の結 果 と して トラ ック ・ドライバ ーの賃 金 も極 め て低 い水 準 に置 か れ
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てい るのであ る。 このよ うな状況 の もとで,た とえ違法行為 と知 りっっ も過積

載 や過労運転が恒常 的に行われ ることにな る。 この よ うに過労運転 と過積載 の

違法行為 は,ト ラック運送 業者の不安定 な経営状況 と密接 な結 びつ きを もって

いる。 その意味で トラ ック運送業 にお ける過積載 や過労運 転 は,ト ラック運送

業者の経営 の零細性 に密接 な関連 を もった行為 であ り,ト ラ ック輸送産業のな

(32)か に ビ
ル トイ ン され て い る の で あ る。

注

(25)運 輸 省新潟運 輸局 監修 『トラ ック運送事 業 の経営 に関 す る調査 報告 書』(1989年

3月)60ペ ー ジ。

(26)京 都 府 トラ ック協 会 『京都府 下にお け る物 流 実態 と中小 トラ ック事 業 の対応』

(1989年3月)44,47ペ ー ジ。

(27)日 本 にお ける車 両総 重量規 制 は,諸 外国 に比 較 して厳 しい基準 が設 定 され てい

る。 そ こで1993年 に車 両総 重 量規 制 の緩 和 が行 わ れ た。`#'・ で今 まで で最 大20

トンが25ト ンに,ト レー ラーで な どの連結 車で34ト ンが36ト ンに緩和 され てい

る。全 日本 トラ ック協 会 『トラ ック輸送 産 業の現 状 と課題』(1994年)79ペ ージ。

(28)こ う した違 反 行為 の結 果 と して,罰 則 の適 用 が行 わ れ て い る。1993年 度 の ト

ラック運送 業者 に対 す る罰則 の内容 をみ る と,車 両の使 用停[E.の 処 分 を受 けた事

業 者数 が4,102で 対象 の車両数 が5,65fi両 に達 した。事 業停 止処 分 はなか ったが,

最 も重 い処 」で あ る営 業許 可の取 消が3件 とな って い る(運 輸 省資料)。 こう した

処 分 に もかか わ らず,依 然 と して違 反 は繰 り返 されて い る。

(29)こ う した過 積載 や過 労運 転 の違 法 行為 は,わ が国 の トラ ック輸送 産 業 だ けに特

有 な もので はない。 ア メ リカや ヨー ロ ッパ の先進 諸国 にお いて も一般 的 に行 わ れ

て お りs各 国政 府 はその対 策 に追 われて い る(全 日本 トラ ック協会 『欧米 にお ける

トラ ック運送 事業 の現状 と動 向』(1994年3月)参 照)。

さ らに先進 国 だ けで な く,ア ジアの開発途 上 国 にお いて も,過 積載 や過 労運転

は常態 化 して いる こ と も知 られて い る。 タイの トラ ック輸送 産業 の 事例 に関 して

は,拙 稿 「タイの経 済発展 と トラ ック輸 送産業 」 『ア ジア経 済』 第23号3巻1988

年,26-28ペ ー ジ参 照。 タイな どの開発途 上国 の場 合 に は,過 積載 や過労運 転 に

対 す る違法 行為 の取締 りが緩 や かで あ るた めに,過 積 載 や過労 運転 が さ らにオ ー

プ ンに行 わ れて い る。

(30)こ う した トラ ッ ク運送 業 者 の実 態 に関 して は,『 流 通 設 計』1995年5月 号12

ペー ジ参照 。

(31)こ の統 計 は トラ ック運送 業者 の利益 団体 であ る全 日本 トラ ック協会 が 平成3年

度 か ら実 施 した調 査 に基 づ いた もので あ る。 平成5年 度 にお いて は トラ ック運送
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業者3,093業 者の有効回答 を得てお り,現 在の トラック運送業者の経営 に関す る

統計では,最 も信頼性がある。 しかも抽 出対象は,

① 特別積合せ貨物運送事業者 ・霊枢運送事業者を除 く一般貨物運送業者

② 一般 トラック運送を本業 とす る比率が80%以 上 の事業者

③ 傭車比率が20%以 下 の事業者

④ 営業報告書 のデータに不備のない事業者

という基準が設定 されている。一般の中小 トラック運送業者 の経営動向を明 らか

にするには貴 重な統計である。全 日本 トラック協会 『経営指標分析』(1994年)55

ページ。

(32)も ちろんこうした違法行為に対す る罰則規定の強化 は,問 題解決 に向けた一っ

のアプローチであることは疑 い得 ない。しか し,罰 則規定を強化するだけで,こ う

した社会的問題が解決す るか といえば単純には言 い切れない。 その背後に,経 営

の零細性や経営 の不安定性がある現実 においては,こ れ らの課題をなん らかの方

法で解決 し得ない限 り,根 本的な解決 にはな らないように考え られる。

1993年 に 「道路交通法」の改正により,過 積載 に対す る罰則規定が強化 された。

路上で取 り締まる警察官の権限が強 くな り,過 積載 を継続的に強要 した荷主企業

に対 して刑事罰を含む厳 しい罰則が適用 されるよ うにな った。 これによって,改

正施行 の1年 後 に違反者数 が半減 し,過 積載を行わないため トラックの車両需要

が拡大 しトラックの販売が好転 したなどの新たな現象が生 じている。 しか し反面

で,こ うした取締 りの強化に もかかわ らず,ト ラックに搭載無線で取締 り情報を

交換 して取締 りか ら逃 れよ うとしする行為 も活発にな り,相 変わ らず過積載が行

われていることも事実である(『流通設計」1995年5月 号66ペ ージ)。

第4章 規制緩和と産業の実態

トラ ック輸送産業を分析す る際に,規 制 につ いて言及 す ることが必要不可欠

とな ってい る。 トラック輸送産業 は伝統 的に政府 による規制 の対象 とな ってお

り,し か も最近 における規制緩和の世界的潮流 のなかで,ト ラック輸送産業 が

規制緩和の重要 な対象 とな っているか らであ る。 トラ ック輸送産業 に対す る規

制緩和 は,行 政 によってまさに現在取 り組みが行われている最 中であ り,今 後

どの ように規制緩和が進む のか は,い まだ明確 にな っていない部分 が多 い。

しか しなが ら,今 後 の規制緩和 の動向いかん によ って は,わ が国の トラック

輸送産業 の構造その もの に大 きな影響 を及 ぼす ことも充分 に考え られ るのであ

る。従 って,そ の動向が極 めて注 目されてい るのであ る。本章で は 「現在進行
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形」 であ る トラ ック輸送産業 に対す る規制緩和 につ いて,現 在 までの経過 を踏

まえ,一 層 の規制緩和推進 を主張す る議論 と現状維持 を主張す る議論 を整理 し

てみる。またs1章 か ら3章 までの トラ ック輸送産業 に対 す る分析 を踏 まえて,

今後 の規制緩和が及 ぼすであ ろう影響 にっ いて検討す る。

第1節 規制緩和の流れ

1.物 流二法への過程

第二次大戦後,わ が国 は敗戦 の廃虚 のなかか ら経済発展 を スター トす るが,

やがてわが国 の輸送 の 主役 となる トラ ックに関 して は,1951年 に施行 され た

「道路運送 法」によって,ト ラ ック運送業者 に対 す る政府 の規制の基本的 な骨格

が形 ち作 られてい った。r道路運送 法」は,1990年 に施行 された物流二法 の 「貨

物 自動車運送事業法」に取 って代 わ られ るまで,ほ ぼ40年 間 にわた ってわが国

(33)

の トラック運送事業を規制す る法律 と して存在 して きた。

この 「道路運送 法」 の大 きな 目的の一 っ は,ト ラ ック運送業 にける 「公正 な

競争」を維持 し,「秩序 の確立」を もた らす ことで あった。運賃 ダンピングなど

のいわゆ る過当競争 をまね く行為 は,ト ラック運送業 の健全 な発展 を阻害す る

との観点か ら,自 由な競争 を制限す るたあの措置 を講 じている。「道路運送法」

で は トラック運送事業を区域 トラック事業 と路線 トラ ック事業 に明確 に区分 し

てお り,複 数の荷主 の貨物 を一台の トラックに乗せて運ぶ積合せ輸送(混 載)は

路線 トラック事業のみ許 可されs区 域 トラ ック事業 における積合せ輸送 を原則

的 に禁 止 していた。 こう して輸送市場 が明確 に区分 され事業の制限が課せ られ

ていたのである。

事業 への参入 に関 して は 「免許制」が採用 されてお り自由な参入 を規 制 して

いた。新規参入 に関 しては 「需給調整」措置が講 じられてお り,貨 物 の需要 に

対 して トラック運送業 者の供給 が大幅 に上 回 ると判断 され る場合 には,新 規参

入 が認め られなか った。 また,運 賃 ・料金 の設定 と変更 に関 しては,「 認可制」

が採用 されてお り,ト ラック運送業者が一律 の運賃 ・料金を申請 し,運 輸省が

これを認可す る方式で あ った。路線 トラック事業 では全国一律 の基準運賃が認



{242) トラック輸送産業の構造 と規制緩和75

可 さ れ,区 域 トラ ッ ク事 業 で は地 方 の運 輸 局 ご との基 準 運 賃 が 認 可 され て い

た。 この よ うに同一 運 賃 が認 可 され,形 式上,ト ラ ック運 送業 者 間 で の価 格競

争 が排 除 され て い たの で あ る。

この よ うにわ が国 で は,競 争 制 限 的 な 「道 路運 送 法 」 が トラ ック運 送業 に対

す る規 制 の根 幹 を な して きた の で あ るが,欧 米 の先 進 諸 国 に お いて は1970年

代 後 半 か ら1980年 代 にか けて交 通 産 業 に対 す る規 制 緩 和 が相 次 い で実 施 され

た い った。 と りわ け交 通 産業 に お け る規 制緩 和 は,ア メ リカが先 駆 的 な役 割 を

果 た した ので あ る。1976年 「鉄 道 再生 ・規制 改革 法 」,1978年 「航 空 企業 規 制

緩 和 法」,1980年 「ス タ ッガ ー ズ鉄道 法 」,同 年 の 「自動 車運 送 事 業法 」 と,航
(34)

空,鉄 道,ト ラックを対象 に して次 々 と規制緩和が実現 されてい った。欧米 で

は,各 種の政府 によ る規制が競争を制限 して,業 者保護 につなが り,そ れが経

済の効率性を阻害 してい ると考え られ るよ うにな って きた。 さ らに財政負担 を

軽減 す る 「小 さな政府」 をあざす ために,規 制 は最小限 にすべ きであ ると主張

されるようになって きた。こう したなかで,ま さに1980年 代 には規制緩和が世

界的潮流 とな り,わ が国 の運輸行政 に も大 きな影響 を与 えてい ったのである。

このよ うな規制緩和 の流 れのなかでわが国で は,1989年12月 に 「貨物 自動

車運送事業法」 と 「貨物運送取扱事 業法」 のいわゆる物流二法が国会で成 立 し

た。 この物流二法 は翌年 の90年12月 に施行 されて,今 日に及んでいる。従来

の 「道路運送法」 が貨物輸送 と旅客輸送 の双方の 自動車運送業 を規定 していた

のに対 して,「貨物 自動車運送事業法」は,貨 物輸送 における自動車運送業を独

立分離 して,な おかっ規制緩和 を盛 り込んだ新 たな事業法で ある。 これに対 し

て 「貨物運送取扱事業法」は,近 年 フォワーダー事業 の新たな展開に対応 して・

自動車 だけでな く鉄道 ・内航海運 ・航空 を含めた広範囲な取扱事業 を規定 した

新たな法律であ る。特 に ここで論 じる規制緩和 に関 して は,従 来 の 「道路運送

法」 に取 って代 わ った 「貨物 自動車運送事業法」が重要 とな って くる。

この新 たな 「貨物 自動車運送事業法」の基本的な特徴 は,参 入や運賃 ・料金

に対す るいわゆる 「経済 的規制」を従来 と比 べて大幅に緩和す るとともに,こ

れ と対照的に,安 全性 を脅かす行為 である過積載や過労運転 に対す る 「社会的



76商 経 論 叢 第31巻 第4号 0241)

規 制 」 を 強化 した こ とに あ る。 こ こで は前 者 の 「経 済 的規 制」 の緩 和 に注 目す

る と,前 に も指摘 した よ うに まず 区 域 トラ ック事業 と路線 トラ ック事業 の名 称

が,「 一 般 」 と 「特 別 積 合 せ 」に変更 され る と と もに,か つ て の区域 トラ ック事

業 で あ る 「一 般 」に お いて も,積 合 せ輸送(混 載)が で き るよ うにな った。か っ

て採 用 され て い た事 業 の制 限 が取 り除 かれ た ので あ る。ま た,参 入 に関 して は,

従来 の 「免 許 制 」 か ら 「許 可制 」 に変更 され,今 まで あ った 「需 給 調 整」 は原

則 的 に廃止 され た。 これ に よ って,最 低 車両 台 数 や営 業 所設 備 な ど,あ らか じ

め決 め られ た一 定 の条件 を満 たせ ば,事 業 許可 が取 得 が可 能 とな りy自 由 に ト

ラ ック運 送事 業 を始 め る こ とが で き る よ うにな った。 さ らに,運 賃 ・料 金 に関

して は・ 「認 可制 」 か ら 「事 前 届 出制」 に変 更 され た。 これ に よ って事 業 者 は,

従 来 の画一 的 な運 賃 ・料 金 で はな く,個 々 に独 自 な運 賃 ・料金 を設 定 す る こ と

が で きる よ うに な った。 こ う した制 度 変更 に よ って事 業 者 は,運 賃 ・料 金 に関

して個 々の戦 略 に基 づ き創 意 工夫 を打 ち出せ る よ うに な ったの で あ る。

この よ うに,「 貨 物 自動 車運 送 事 業 法」に よ って,従 来 の過 当競 争 を回 避 す る

競争 制 限 的 な規 制 の枠組 み か ら,事 業 者 間 の競 争 が 促進 され るよ うな新 しい規

制 の枠 組 み へ と変 更 され て い ったの で あ る。

2.物 流二法施行以 降の規制緩和 の要求

世界的な規制緩和 の潮流を受 けて,わ が国 において も新 たな法律を制定 して

トラック運送業 の規制緩 和が行われ たのであるが,規 制緩和 の要求 はこれに留

まる もので はなか った。 トラック運送業 にお ける一定の規制緩和が実施 された

に もかかわ らず,そ れ以降 さらに一層 の規制緩和 を求 め る要求が次 々に出 され

てい ったのであ る。 とりわけ,1993年 に発足 した細川政権で は,ア メ リカ政府

を中心 と した海外か らの規制緩和要求を受 けて,さ らに不況 にあえ ぐ国内経済

を活性化す るために,企 業の 自由な活動 を縛 って いる規制を大幅 に緩和 す る必

要があ ると判断 した。 そ して経済全般 にわた ってよ り一層 の規制緩和を推進 す

る ことが,政 権 の重要な政策 と して位置づ けて,こ れ を推進 したのであ る。 そ

れ以降 の政権 において も,規 制緩和 を実施す る基本的 な方 向性 は変わ っていな
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い。 こうした状況 の もとで,と りわ け トラック運送業 を含 む交通産業 は伝統的

な規制産業で あるため,交 通産業 の監督官庁であ る運輸省 の運輸行政 に注 目が
(35)

集 中 して い った。

貨 物輸 送 の中心 で あ る トラ ック運 送 業 に対 して も,自 由な企 業 間競 争 を促 進

す るよ うに,さ らに一 層 の規 制 緩和 を求 め る要 求 が次 々 と出 され て い った ので

あ る。 と りわ け最 近 にお け る規 制緩 和 の要 求 を加 速 した の が,円 高 の進行 と と

もに浮上 した 「内外 価格 差 」 の問 題 で あ った。不 況 が深 刻化 す るな かで,企 業

に と って物 流 コス トの削 減 が大 きな課 題 とな って きた。 それ と と もに,外 国為

替 市場 にお け る円高 が著 し く進行 して,い わ ゆ る 「内外 価格 差 」 の存 在 が 大 き

くク ロー ズ ァ ップ され る よ うに な って きた。 単 に製 品 価 格 だ け で な く,輸 送

サ ー ビスの価 格 に おい て も,海 外 と比較 す ると国 内 の運 賃 ・料金 が割 高 で あ る

との認 識 が広 ま って い った。 これ は物流 コ ス トの削 減 を至上 命 題 と して い る企

業 に と って はf見 過 ごす こ との で きな い問題 と して 考 え られ た ので あ る。 この

た め に新規 参 入 や運 賃 な どを規定 して い る経 済 的 規制 を さ らに緩和 して トラ ッ

ク運 送 業者 間 の競争 を一 層促 進 し,運 賃 ・料 金 の低下 を もた らす べ きで あ る と
(36)

の 主張 が強 ま って い った。

第2節 規制緩和 をめ ぐる論 点

1.規 制緩和推進の主張

1994年 か ら95年 にか けて政府組織 の内部や経済 団体 か ら トラック運送業 に

対 す る規制緩和 の要求 が次 々と出 された。政府組織内部 か らは,公 正取 引委員

会,総 務庁,通 産省,行 政改革委員会が要求 をまとめて いる。経済 団体 として

は,経 済 同友会,経 団連,日 経連,日 本荷 主協会な どが,同 じく トラック運送

業 に対 す る規制緩和 の要求 を掲 げてい る。 また先 に述 べたよ うに,海 外 か らは
(37)

アメ リカ政府 も日本政府 に対 して規制緩和を要求 してい るのであ る。現在 まで

の主 だ った規制緩和 の要求 と政府 の対応 について は,表14に 簡 単にまとめて

ある。

さまざまな組織 や団体 が トラック運送業 における規制緩和 の要求を出 して い
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表14最 近 にお ける トラック運送業の規制緩和をめ ぐる動 き

年月

94年

8月

年

月

94

9

並 体

公正取引委員会 「政府

規制等と競争政策に関

する研究会」の報告書

公表

運輸省f貨 物流通本部

会議で規制緩和策

1器鷹
3月

　　 　ヨ 　　　 　　 　　　コへ

ig4年欝 職 轡禦灘

ヨP 容 ]

①最低 車両保有台数 規制の廃止

② リースによる車両保有での参入禁t#一の撤廃

③営業区域による貨物発着規制の見直 し

④ トラック運賃 の事前届け出制の廃止

①拡大藤 颪 両 噛 蔽 一 『"凹}　 ㎜『{「

②事業者が運送鍛 を選択できるおまかせ塑 選幽

最低車両保有台数規制の撤廃

i3月
E

痂 行政監察に基 ①自己保有輌 撒 こ関する魏 の緩和 「
づき運輸省に勧告 ②独自の運賃届け出に必要な原価計算書添付義務の緩l

r③盤大営業区域の促進{

,政 府・
・力年計 画の閣議 決定

規制緩和推進51① 標準約款への変更の場合に届 け出廃 止

→ 一一一 一一一___________._一 　 　　　　　　　　　　　　　　　イ

1

(7年4月 実施 予定)

②許可申請時の事業計画説明資料の簡素化

(7年 度実施 予定)[

!③ 経済実態に対応 して営業区域の拡大を更に進める,

(7年 度以降逐次実施予定)l

i④ 運賃 ・料金の原価計算 書等の添付の不要な範囲を拡,
1大(7年 度以降実施 チ定)

/!
1

⑤新規参入時の車両の自己保有規

車両台数を地域間格差緩和する

度以降実施 予定)
h-『

95年
1

7月

行政改革委員会規制緩

和小委員会,緩 和をめ

営業区域,最 低車両台数制,運 賃

に関 して,規 制緩和推進 の 共張 と

ぐる40項 目の論 点公 論併記 して比較 している

開

95年 行政改革委員会規制緩 ①営業区域の拡大推進,ス ケジュ

ll月 和小委員会最終報告書 ②最低車両台数規制全国一律5台

を公表
__⊥_一

③事後届出制 により自由な運賃 ・

ス ケ ジ ュ ー一ル の 明 確 化

一 一・_.一

(資料)新 聞等より作成
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るが,そ の具体 的な中身 に関 して は,求 め る内容 の強弱 の差 はあ るものの,「貨

物 自動車運送事業法」にお ける次 の3つ の規制 に関す る ものである。す なわ ち,

第一 に営業区域 の設定,第 二 に最低車両台数規制,そ して第 三に運賃 ・料金 の

事前届 出制 にっいてであ る。 これ らの規制緩和の要求内容を具体的にま とあて
(gg}

み ると次 のよ うになる。

① 営業区域 の拡大

現在 トラック運送業者 が営業で きる範囲 は,原 則的に都道府県単位 に設定 さ

れて いる 「営業区域」 に限 られてい る。輸送す る貨物 は営業区域内 の荷主企業

の もの に限 られ る し,長 距離輸送 の 「帰 り荷」 も トラック運送業者 の許 可のあ

る営業区域 内に到着す る貨物 に限定 され る。 このよ うに営業区域 の設定 がある

ために,ト ラ ック運送業者の事業活動 は地域 的に制限 されてお り,n由 に荷主

企業 の貨物 を運ぶ ことがで きない。 このために,一一部 には,「拡大営業区域」 と

呼ばれる,複 数 の都道府県にまたが った広域 エ リアの営業区域が設定 されてい

る。 こうした拡大営業 区域 を増や して い くことによ って競争 を促進 すべ きであ

る。

② 最低車両台数

現在,営 業区域 ごとに トラック運送業者 の最低車両台数が設定 されている。

トラック運送業者 の新規参入 に際 して,あ らか じめ設定 されてい る最低車両台

数以 上の トラックを保有 してお くことが営業 の許 可条件 とな っている。例えば

首都圏 におけ る最低車両台数 は15両 とな って お り,当 該地域 で営業 を開始す

るに は最低 で も15両 の トラ ックを保有 して いな ければ な らな い(前 掲表3参

照)。こうした最低車 両台数 の規制があ ることによって,最 低車両台数に満 たな

い小規模事業者 の新規参入が妨 げ られてお り,結 果的 に自由な競争が制 限 され

てい る。 このため,最 低車両台数規制 をさ らに緩和す るか も しくは撤廃 して,

事業者が保有車両台数 に制限 されず に営業 を開始 で きるようにすべ きであ る。

③ 運賃 ・料金の事前届出制

現在運賃 ・料金 は,「事前届出制」により トラック運送業者 が個 々に創意工夫

を打 ち出す ことので きる仕組 みにな ってい る。 しか し,実 際に運輸省 に届 け ら
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れ る運 賃 ・料 金 に は独 自の ものが極 めて少 な く,あ らか じめ定 め られて い る

「標準運賃」に準 じた ものがほ とん どであ る。これでは運賃 ・料金 をめ ぐる自由

な価格競争 にはほど遠 い ものであ り,現 行 の事 前届 出制 に問題 があ る。

そ こで第 一に,運 賃 ・料 金の規制 に対 して,ま ず事 前届出制 の手続 きを簡素

化すべ きであ る。特 に,ト ラック運送業者 が標準運賃で はな く,ま った く独 自

の運賃 を届 出す る際 に は,原 価計算書 な どの複 雑 な書類 を添 付す る必要 が あ

る。 このたあ,届 出のための作業が繁雑 にな り,こ れが個性 ある多様 な運賃 の

届 け出を妨 げて いる。 こうした観点 か ら,原 価計算書等の書類提出義務 の緩 和

が必 要であ る。 さ らに第二 に,運 賃 ・料金 の事前届 出制 その ものを廃止すべ き

で ある。 これ は,事 前届 出制 その ものが,実 際 の運賃を下 支えす る機能 を もっ

てお り,自 由な運賃決定 を妨害 してい るか らで ある。

2.規 制維持の主張

このよ うに一方で規制緩和 の積極 的な推進 の 主張に対 して,他 方で現状 の規

制 の枠組みを維持す る必 要が あるとの主 張がな されてい る。 その中心 的な組織

が全 日本 トラック協会である。 わが国で は トラック運送業 者の利益を代表す る

全国組織 と して全 日本 トラック協会 があ り,そ の地方 の下部組織 として都道府

県別 に トラック協会が活動 を展開 している。従来の規制 は,規 制 され る業界 の

保護 につなが るとの批判が なされて きたが,そ の当事者であ る トラック運送業

者 の利 益団体 は,現 状以上の規制緩和の進展 に明確 な反対 を表明 してお り,基

本的 に規制緩和の現状維持を主張 して いる。 さ らに,規 制 す る主体 であ る運輸
C39)

省 も,基 本的 に これ と同 じ立場 に1r_ってい る。 そ こで,先 に述べた規制緩和推

進 の具体的 なポイ ン トに対 して,ど のように反論 がなされているのか具体的 に

見てみよ う。

① 営業区域 の拡大

中小企業が ほとん どを占めている トラ ック運送業 は,過 積載や過労運転が発

生 しやす い産業構造 を もっている。 そ こで,と りわけ過労運転を防止す る観点

か ら,営 業区域規制 を維持す ることが不 可欠 にな る。 なぜな らば,営 業区域 と
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い う0定 のエ リアが設定 されることによって,事 業者が ドライバ ーに対 して適

切 な運行管理がで きるよ うにな り,過 労運転 を防 止す ることが可能 にな るか ら

である。 また,現 在進 め られている拡大営業区域 も,過 労運転 が防止で きる運

行管理が可能 な地域 か ら推進すべ きである。

② 最低車両台数 の緩 和 ・廃止

運賃 のダ ンピング,過 労運転,過 積載が発生 しやす い産業構造 か ら,ト ラ ッ

ク運送業 は,運 行管理者を設 置 して安全 な運行 を確保で きる相応の企業規模 が

必要 である。 このため最低車両台数制 は,良 質 の輸送サ ー ビスを提供 し,過 労

運転 や過積載 を防止 し,輸 送 の安全 を確保す るために必要 な措置であ る。逆 に,

最低車両台数制 の緩和 ・廃止 は}ル ールを守 らない零細業者 の新規参入 を引 き

起 こし,一 層の過労運転 や過積載 の横行 を招 く恐 れが大 きい。 とりわ け個人事

業者 には労働基準法が適応 されて いないため,過 労運転 に対 す る取 り締 ま りの

対象 とな らず,い わば野放 し状態 になる。 このたあ現行 の最低車両台数制度 は

堅持すべ きである。

③ 運賃 ・料金の事前届 出制

運賃 ダンピングやそれによる過当競争 を防止 す るため には,運 賃 ・料金 の事

前届 出制が必要で ある。運賃 ・料金の事 前届 出制が廃止 され ることになれば,

不当な運賃 ・料金 の変更命令が出来な くな るため,運 賃 ダンピングが生 じる恐

れが強ま ることになる。 また,運 賃 ・料金 の事前届 出制がな くなると,一 般 の

消費者 に対す る保護機能 が阻害 され ることになる。 こうした観点か ら,現 行 の
(40}

運賃 ・料金 の事前届 出制 は維持すべ きで ある。

3.論 点 の相 違

以 上 の よ うに,ト ラ ック運 送 業 の規 制緩 和 を め ぐる積 極推 進 の主張 と現 状維

持 の主 張 を ま とめて み た ので あ るが,議 論 の根 本 にお い て両者 が際 だ って異 な

る ス タ ンスに立 って い る ことが 明 らか に な る。 トラ ック運 送 業 に お け る規 制 と

い う同 じ事象 を対象 に しなが らi両 者 は依 って 立っ ベ ー スが 根本 的 に異 な って

お り,し か も両 者 の主張 は著 しい コ ン トラス トを見 せ て い る。
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一方で規制緩和推進 の主張 は
,市 場 メカニ ズムの優位性 に基づいた議論 を展

開 して いる。 市場 メカニ ズムが充分 に作用 す るによ うに現行 の規制 を緩 和ない

し廃止すればy事 業者間 の自由な競争 によって運賃が低下す るとともに,自 由

な競争のなかか ら創意 工夫を こ らした新 しいサー ビスが誕生す ることにな る。

それ は利用者 で ある一般企業 や消費者 に とって大 きな メ リッ トとな る。従 っ

て,市 場 メカニズムが 十全 に作用す る状況 をつ くりだす ために,営 業区域 を拡

大 し,最 低車両台数規制 を撤廃 し,さ らに運賃 ・料金の事前届出制 を廃止 して,

規制緩和 を徹底 しなければな らないと主張す るのであ る。

これに対 して規制緩和維持 の主張 は,ト ラック運送業界における負 の側面 の

特殊性 を強調す ることによって,市 場 メカニズムでは解決 で きない諸問題 があ

ることに焦点 を向 けて いる。すなわち,ト ラック運送業において中小零細 業者

が大 部分を 占あ ることによ り}運 賃 ダンピングや過積載,過 労運転 が常態化 し

て いる特殊 な業界体質 を全面 に出 して これを ことさ ら強調 して いる。 そ して,

こう した負 の側面を防止 して トラ ック運送業界 の健全な発展を もた らすために

は,一 定程度 の規制を維持す ることが必要 であ るとの組 み 立て とな って いる。

第3節 規制緩和の進捗状況

規制緩和 が 世界的 な潮流 とな って お り,他 の分野 で も着実 に進 あ られて い

る。規制政策 の 材本である運輸省 も基本的 に この流 れのなかで新 たな政策 を打

ち出すよ うにな って きた。 しか し,規 制緩和 の要求 と,そ の要求を受 けて実際

の制度 の変 更には,一 定のギ ャ ップが存在 して いる。 こうしたギ ャップが存在

して いる理 由の一つには,こ の過程 その ものが各種 の利害関係が衝突す る政治

過程 であ り,対 立と妥協の政治力学 がお りなすベ ク トルによって規制緩和 の方

向性 が決 ま って くるためであ る。二 つには,政 策 主体で ある運輸省 は,今 まで

トラ ック運送業 の全体 的な発展 を もた らす各 種の規制が必要 であるとの立場 に

いるため,規 制緩和推進 サイ ドが主張す るよ うなrl∫場 メカニ ズムに まかせて政

府 の規制を最小限 にす ることに反対 して いるためである。 いずれにせよ,現 在

までの ところ ドラステ ィックな規 制政策 の変 更 は生 じて いな いが,そ れで も
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図12拡 大営業区域の分布

〆

(資料)運 輸省

徐 々 に規 制 緩 和 が進 行 して い る こと も事実 で あ る。 そ こで,具 体 的 に政 策 レベ

ル にお け る規 制緩 和 の進捗 状 況 を明 らか に して み よ う。

1.運 輸省による規制 の変更

現在 までに運輸 省によ る具体的 な規制緩和政策 として,「拡大営業区域」の増

設 と,運 賃 ・料金 の事 前届出制 の一部変更が実施 されている。 その具体的な内

容 に関 して は,次 のよ うになっている。

① 拡大営業区域 の増設

1994年11月 よ り拡大営業 区域 を増設 した。 これは,よ り広 いエ リアで 自由

に事業活動 がで きるように,原 則的 に設定 された都道府県単位を拡大 し,複 数

にまたが った広域 の営業区域を設定 した ものであ る。今 まで,こ うした拡大営

業区域 は,徐 々に増加 されて きた。 それまで,首 都圏区域,阪 神圏区域,中 京

圏区域,北 部九州圏区域,山 陽圏区域,北 海道 圏区域 の6区 域が拡大営業区域
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で あ ったが,新 た に北 東北 圏 区域,南 東 北 圏 区域,北 陸 圏 区域}四 国圏 区 域,

南 九 州 圏 区域 の5区 域 が追 加 され た。 これ に よ って,拡 大 営 業 圏 区域 は全 国30

都 道府 県 を カバ ーす る こと とな った ので あ る(図12参 照)。

② 運 賃 ・料金 の事 前届 出制 の変 更

1994年2月 に運 賃 ・料金 制 度 の一 部 変 更 が実 施 され た。従 来,運 賃 ・料 金 の

設 定 や 変 更 は90日 前 に届 け る必 要 が あ っ たが,こ の期 間 を30日 前 に短 縮 し

た。 また運 賃変 更 幅 が積 合 せ で9.8%,貸 し切 り ・引越 で9.9%以 内 で あれ ば,

運 賃変 更 の原価 計 算 書 を提 出す る必 要 が な くな った。 これ に よ って,事 業 者 が

(41)

よ り弾力的 に運賃 の設定 や改定 をで きるように した。

2.「 規制緩和推進5力 年計画」

このよ うに,規 制の一部変 更が運輸省 によ って実施 され たのであるが,政 府

内部 や経済 団体か ら規制緩和の要求が一斉 に出され るなかで,い か に も 「小 出

し」 に制度変更を打 ち出 して るとの感 は免れえな い。現行の規制制度の部分的

な変更 はあ った ものの,規 制緩和推進 を求 めるサ イ ドに とって は,到 底満足 の

い くものでなか った。

こう したなかで,政 府 は1995年3月 に経済全般 にわた る規制緩和 の方 向性

を明 らかに した。「規制緩和推進5力 年計画」がそれである。 このなかで,今 後

運輸省が実施 す る トラック運送業 に対す る規制緩和策 として,次 の ような具体

的項 目を掲 げたのであ る。

① 標準約款 への変更の場合 に届 け出廃止

② 許 可申請 時の事 業計画説明資料 の簡素化

③ 経済実態 に対応 して営業区域 の拡大を更 に進 める

④ 運賃 ・料金 の原価 計算 書等の添付の不要 な範囲を拡大

⑤ 新規参入時 の車両 の 自己保有規制の緩和,最 低保有 車両台数 を地域間格

差緩和す る方向で見直 し
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3.行 政改革委員会 の見直 し 図13規 制緩和の推進体制

政 府 は1995年3月 に 「規 制 緩和5力 内 閣

年計 画」を出 し,今 後 の規制緩和 の方向

性 を明 らかに したが,こ れ に対 して また

もや政府 の計画 は手 ぬ るい との批判が相 行政改革推進本部

辮 諜 儒 簾 驚 縢 鰭1)監視提言
こうしたなかで,政 府の行政改革 の進捗

(資料)『 日本経済新聞』1995年6月10日状況 を監視す る行政改革委員会 は規制緩

和小委員会 で政府計画 の見直 しに着手 したので あ る。 図13で 示 されてい るよ

うに,行 政改革委員会 は総理府 の下 にあ り,内 閣 の行政改革推進本部 に対 して

監視す るとともに,首 相 に対 して意見 ・勧告を行 う重要 な立場 にあ る。

行政改革委員会規制改革小委員会 は,国 民的な議論を喚起す る目的で賛成 ・

反対 の意見を公開 して取 りまとめ,95年7月 に 『規制緩和 に関す る論点公開』

として発表 した。 さ らに,各 利益団体か らの意見を聴取 した後,同 年12月 に

『光 り輝 く国 をめざ して 一平成7年 度 規制緩和推進計 画の見直 しについて 一』

と題す る中間報告書を と りま とめ,行 政改革小委員会 の見解 を発表 したのであ

る。

ところで この報告書 が発表 され る時点で は,ト ラック運送業 における規制緩

和 の具体 的な焦点 がだいぶ絞 られて きた。先 に見 た規制緩和 に関す る議論 の う

ち,い くつかはすでに政策 と して実施 されて いた。 こうしたなかで さらに一層

の規制緩和推進 の象徴的存在 と して,そ の取扱 いが極めて注 目されていたのが

最低車両台数制で あった。最低車両台数制 の取扱 いをめ ぐる攻防が大 きな焦点

とな っていったのであ る。規制緩和 をさ らに積極 的に推進 す るサイ ドでは,先

に述 べた部分 的な規制緩和が実施 されるなかで,さ らに最低車両台数制度を撤

廃 し,個 人事業者 の出現 を もた らすよ うな徹底 した規制緩和 を主張 したのであ

る。 これに対 して,全 日本 トラック協会な どの現行 の規制を維持 して いこうと

す る立場 は,最 低車両台数制 は規制緩和維持 の最後の砦 として,こ れ以上譲歩
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で きない とす る態度 を鮮 明に してい った。 この ため,政 府 の規制緩和 に関す る

政策 に大 きな影響…を及ぼす行政改革規制緩和小 委員会 の報告 書で,こ の最低車

両台数制 についてどのよ うな方針 が打 ち出 され るかが極 めて注 目されたのであ

る。

95年12月 に発表 され た同報告書 には,焦 点の規制緩和 に関 して次のよ うに

記述 されてい る。「最低車両台数規制 につ いては,将 来的 に全国 一律5台 となる

く　ヨラ

よ う,ス ケ ジュールを明確化 して段階的に引 き下げてい くべ きである」。 この

記述 は,要 す るに最低車両台数規制 の台数 を将来 的に全国一律 に5台 に して新

規参入 しやす くす るが,1台 で も新規参入がで きる個人 トラックの導入 は当面

見送 るとの結論 に至 ったのであ る。

これは明 らかに,先 に見た最低車両台数制撤廃 の主張 と最低車 両台数制 の維

持 の 房長とを 妥協 させ た もの にな ってい る。 いわ ば折 衷案的色彩 が極 めて強

い。 これ こそ まさに政 治力学 が織 りなすベ ク トルの方 向性 を端 的に示 してい る

のである。従 って,規 制緩和 の一層 の進展 を懸念 していた現状維持のサ イ ドに

とっては,個 人 トラックの導入を当面回避す ることにな ったこの中間報告 は評

価すべ き内容 とな って いるのであ る。

今後 さ らに規制緩和 を一層 進 あ るべ きであ るとの観点か ら,再 び最低車両台

数規制の撤廃 ・個人事 業者 の容認 の要求 が出て くる可能性 が残 されてい る。 し

か しなが ら,今 後の規制緩和 にっいて最 も影響 力のある行政改革委員会規制緩

和小委 員会 の方針 が全国的 に5台 とい う水準を打 ち出 した ことは,今 後 の規制

緩 和 の行 方 にか な り重要 な意 味合 いが含 まれ てい る もの と考え られ るので あ

る。

第4節 規制緩和のイ ンパク ト

わが国の トラ ック運送業 にお ける規制緩和 は,最 終的 に一っの明確な結論が

出 され たわ けではない。 今なお 「現在進行形」 として,政 治的な力学 が織 りな

す均衡のなかでその方向性が定め られよ うと して いる。今後 どのよ うな形でわ

が国の トラ ック運送 業における規制政策 が,一 応の決着を 見るか は未知数 な部
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分 が多 い。 そ こで,こ の よ うな規制 緩 和 の現状 を前 提 に して,先 の トラ ック輸

送産 業 の構造 分 析 を踏 まえ て,最 後 に現 時 点 で指 摘 す べ き規 制緩 和 の イ ンパ ク

トにつ い て論 じて み た い。

1.規 制 と実 態 の乗 離

まず 最初 に 明 らか に しな け れ ばな らな い点 は7現 状 にお け る規制 の骨格 を形

成 す る 「貨物 自動車 運送 事 業法 」 を どの よ うに評 価 す るか で あ る。 物 流 二 法成

立当 時 は,わ が国 の トラ ッ ク運 送 業 に対 す る本 格 的 な規 制緩 和 と して 鳴 り物 入

りで 導入 され た。 しか しなが ら,こ れ に よ って,ト ラ ック運送 業 界 の地 殻 変 動

を と呼 ばれ るよ うな大 きな変 化 は生 じて いな い。 第1章 にす で に分 析 した よ う

に,こ れ に よ って新 規 参 入者 が 急激 に増 加 す るわ けで はな く,施 行 直後 は事 業

者数 の増 加 はむ しろ減 少 して い る。 さ らに,物 流 二 法 施行 以 降 運賃 が大 幅 に減

少 した わ けで はな い。 最 近 の トラ ック運 賃 の下 落 の原 因 は深 刻 化 す る不 況 に よ

る もので あ る。

これ は規 制 緩 和 の先 進 的事 例 とな って い る ア メ リカの ケ ー ス と は著 し く異

な って い る。 ア メ リカ はす で に1980年 の 自動 車 運 送 法 に よ って大 胆 な規 制 緩

和 を実 施 した が,そ の結 果 今 まで 規制 によ って保 護 され た トラ ック運 送 業 界 に

新 規参 入 者 が殺 到 し,運 賃 の大幅 な 下落,倒 産企 業 の続 出,さ らに新 規 サ ー ビ

スの誕生 が み られ,規 制 緩 和 の結 果 と して トラ ッ ク運 送 業 界 は大 きな様 変 わ り

を経 験 した。 ま さ しく地 殻 変 動 と呼 ぶ こ との で き るよ うな ドラステ ィ ックな変

化 が発 生 した ので あ る。 同 じ く トラ ック運送 業 にお け る規 制緩 和 とい って も,
(44)

アメ リカ と日本で はその影響 が大 きく異な って いるのであ る。

そ こで,改 めてわが国 の トラ ック運送業界 に大 きな変化 を もた らさなか った

「貨物 自動車運送事業法」を どの ように評価す るかが問題 にな って くる。一っ に

は,貨 物 自動車運送事業法 による規制緩和 が不 卜分 であ ったために,そ の効果

が現 れなか ったとの考え方がで きる。貨物 自動車運送事業法 によ って需給調整

は廃 止されて も,最 低車両台数 の設定 は新規参入 の障壁 とな り,営 業区域 の設

定や運賃 ・料金 の事 前届 出制 は自由な競争 を制限す るものである。 その意味で
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規制緩和 といって もその実体 は不充分 であ り,こ のため競 争的な市場 が形成 さ

れず に ドラステ ィックな変化が生 じなか った という考え方 がで きる。

これ に対 して,別 の考 え方が存在 している。 そ もそ も トラック運送業界の実

態 と規制 とが大 き く乗離 して いたため,規 制が変わ って も実態 に人 きな変化 は

生 じなか ったというものであ る。今 まで さまざまな規制が行 われて いるに もか

かわ らず,現 実 の市場 は競争的 な度合 いが強 く,規 制 と実態 の乗離が生 じて い

た。このため,「貨物 自動車運送事業法」による規制緩和 は,あ る意味で トラ ッ

ク運送業 の実態を制度的 に追認 した性格 を もっている。従 って,「貨物 自動車運

送法」 が施行 されて も,ト ラック運送業界 に大 きな変化が生 じないのは当然で

あるとの考え方であ る。

ここでは・後者 の規制 と実態 の乗離 につ いて論 じてみ たい。今 まで規制が行

われていた と して も,実 際 の トラック輸送 市場 はか な り競争的であ った。競争

的 であ った根拠 と して,こ こで は3っ の点 を指摘 した い。

第一 に,参 入規制 が行われて きたが,一 般 トラック運送f[!/者において は新規

参 入 が継続 的 に行 われ てお り,全 体 の トラ ック運 送業者 数 は増加 の一途 をた

どって きた。 これ らは中小零細業者が ほとん どあ り,相 互 間で激 しい競争がな

されて きた。 この点 に関 しては,第1章 で詳細 に述べ たとお りで ある。

第 二に,運 賃 ・料金 が認 可制 か ら事前届出制 に変更 されたが,実 際 の運賃決

定 はこ うした規制 か ら離れ たところで決定 されて いた。運賃 の認 可制 において

も定期 的に統一 した運賃 の値上 げが行 われているが,し か し,認 可された運賃

と実際 に トラック運送業者 が収受 してい る運賃 には大 きな開 きがあ った。実際

には,値 上 げ される改訂運賃前 の旧運賃表 に基づいた り,さ らには前々回 の運

賃表 に基 づいて実勢 の運賃が決 め られ ること もあ った。 事前届 出制 に変更 され

て も実態 は同 じであ り,事 前届出 された 「標準運賃」 と実勢運賃 とは人 きく乗

離 していた。 第3章 で明 らかに したよ うに中小零細の トラ ・ソク運送業者が特定

の荷 主企業 に対峙 しているときに,運 賃交渉 にお いてそのi権 を握 ってい る

の は貨物を所有 して いる荷主企業であ って,こ れに対 して中小零細 の トラ ック

企業 は受 け身的 に事前届 出運賃を下 回 る運賃で妥 協せ ざるを得 ないのが実態で
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あ った。 この際に,事 前届 出 した 「標準運賃」 がなか ったな らば,実 勢運賃 は

もっと低下 したはずであるとの想定 は可能 であるが,し か し,こ こで重要 な点

は運賃規制 とい って も実質的な強制力 はな く}実 際の運賃決定 において は激 し

い競争状 態 の もとで これ と乖離 して,下 方圧力 が常 にか け られて い るので あ

(45)

o

さ らに第三 にy自 家用 トラックによる個 人営業者の存在であ る。貨物 自動車

運送事業法で は,他 人の貨物を有償で運ぶ たあ には運輸省 か ら トラ ック運送業

者 の営業許可 を必要 とす ると規定 されてい る。 しか し実際 には営業許 可を取得

しないで営業行為を行 って いる個人事業者が多数存在 している。 自家用 トラッ

クによる営業行為で ある。 当然 これ は違法行為 であ り,い わゆ る 「白 トラ」問

題 として表面化 してい る。 自家用 トラックによ って営業行為 を行 っている個人

事業 者 が,全 国で どの程度存在 す るか もちろん公式 なデ ー タは存在 して いな

い。 しか し,特 に地方 の地場産業 における貨物輸送 において,こ う した 「違法」
(46)

な個 人事業者が常 に従事 して いることは明 らかであ る。

先 に トラック輸送産業 における特有 の下請 け制度 と して傭車制度 が存在 して

いることを明 らかに した。大手 トラック運送業者 の下請 けで中小 トラック運送

業者が使 われ,さ らにその孫請 け として零細 トラ ック業者 が存在 して いる。実

はさらにその下 に最底辺層 として違法の個 人事業者 が最底辺層 を形成 している

のであ る。 トラ ック運送業者 が傭車 と して 自家用 トラ ックを使用す ることは明

らか に違法行為 となるために,ト ラック運送業者 こうした リスクをめ ったに侵

さない。 トラック運送業者 が直接違法な個人事業者 を下 請けに使 うことはない

がy階 層的にみた場合,零 細 トラック運送、業者 の下 にさ らに個人事業者 を位 置

づ けることがで きる。 このよ うに して,ト ラック輸送産業の最底辺部分 は,実

質的 には個人業者 によ って形成 されてい るもの と考 えるべ きであ る。従 って,

最低車両 台数 による参入規制が あるといえ ども,実 体的 にはすで に個人事業者

が トラック輸送市場 に参加 してお り,こ の結果 として多分 に競争的な市場が形

成 されているのである。
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2.個 人事業者の出現の影響

今後 の規制緩和の焦点 は,最 低保有台数 に関す る現行 の規制を どうす るかに

絞 られて いる。 と りあえず行政改革委員会規制緩和小委員会 の中間報告 では,

全国一律5台 に削減す ることが提言 されているが,今 後 見直 しが行 われ ること

は充分 に予想 される。

問題 は,現 状 にお ける トラ ック輸送産業 の構 造のなかで,最 低車両台数規制

を撤廃 した場合 に,産 業 自体 に対 して どのよ うな影響 が予想 され るかであ る。

規制緩和政策 によ る将来 の展望が問われて いるので ある。 これ に対 して,規 制

緩和 の積極 的な促進 を 主張す るサイ ドによれば,最 低車両台数規制 の撤廃 ・個

人事業者 の容認 は,活 発 な新規参入 を もた ら して輸送 市場 が競争的 にな り,そ

れが効率 的な トラ ック運行 の徹底を通 じて,ト ラック運賃 の低下を もた らす も

の と期待 されてい る。他方 にお いて,一 層の規制緩和 に反対す るサイ ドは
,こ

のよ うな 自由な参入 が行 われ るよ うになると,ま さに過 当競争 が生 じ運 賃の ダ

ンピングが始 まるだけで な く,低 運賃 によ って過積載 や過労運転が横行 す る。

そ して過 当競争 の結巣 と して トラック輸送産業 の健全 な発展 を阻害す るだけで

な く,こ れ らの社会的悪影響が発生す ることを指摘す る。

さ らに,過 積載や過労運転が増加す るとの懸念 に対 して,規 制緩和推進論者

はyこ うした諸問題 は経済的規制 の緩和 とは明確に区別すべ きであ って,そ れ

は社会的規制の強化 によって解決すべ き問題 であ ると主張 している。規制緩和

が過積載 や過労運転を原因 とす る交通事故の増 加に直i接結 びつ いて いない こと

を他 の先進 諸国か らの経験 か ら反論す るのであ碧。

ここで は,従 来あま り触 れ られていな い別の視角か ら,最 低車両台数規制 の

撤廃 ・個人事業者 の容認 にっいての問題 を論 じてみたい。 すでに,違 法 であ る

個人事業者が,実 質的に広 く存在 している点 はすで に指摘 した。 従 って,個 人

事業者が認 め られ ることは,事 業許可 を得 ることによ って彼 らの行為が違法か

ら合法 に転換す ることを意味す る。ところが,個 人事 業者 が増加 したと して も,

一 台 しか トラ ックを持 たない個 々 の事業 者で は
,独 自に荷 主企業 を開拓 す る

マーケテ ィング能力 に乏 しく,な おかっ荷主企業 の輸送需要 に1一分 に対応 で き
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な い。 このため,貨 物量 の少 ない零細 な荷主企業 に とって・個人事業者 は受 け

入れ ることがで きた として も,一 般 の荷主企業 に とっては利用 しに くい存在で

あ ることは明 らかであ る。荷主企業 にとってみれば,一 定量 の貨物 の輸送を委

託 す るのに,数 多 くの個人事業者 を使 うよ りも,あ る程度 の輸送能力を持 ち信

用 力の ある トラ ック運送 業者 に委託 した ほ うが よい。 この ほ うが荷主企業 に

とって輸送 の管理 が容易であ る し,信 頼 のおける安定 した輸送 が確保 で きるか

らであ る。

そ して,個 人事業者 の広範囲な市場へ の参入 は,下 請 け制度 をさ らに重層化

させ る可能性が ある。第3章 で述べた ように,中 小零細 トラック運送業者 はみ

ずか らマーケテ ィング能力 に乏 しいため,傭 車制度 を利用 して運行 してい る ト

ラックの効率的な運用を はかろ うと して いる。 その結果 が,手 数料 を引かれた

低 い運賃 であ り,零 細 トラック運送業者 は傭車制度 の もとで低運賃を享受 しな

ければな らない。零細 トラック運送業者 において こう した特徴 がみ られ るので

あ って,ま してや個人事業者であれば この ような傾向 は一層強 まるものと予想

され る。今 まで は自家用 トラ ックを使用 した個 人業者を使 うことは違法で ある

ために傭車 にはで きなか ったが,個 人事業者が容認 されて営業許 可を取得 でき

れば,ト ラック運送 業者 は大手 を振 って個 人業者 を傭車 として使 うことがで き
(481

るので あ る。

そ の結 果,マ ー ケテ ィン グ能 力 の持 た な い傭 車希 望 の事 業 者 が増 加 す る こと

にな り,こ の た あ マ ーケ テ ィ ング能 力 の あ る トラ ック運 送業 者 の取 扱 業 の事 業

展 開 が ます ます有 利 にな る もの と予 想 され る。 直 接輸 送 能 力 を もたな い取 扱 業

者 で あ って も,個 人事 業 者 の相 次 ぐ新 規 参 入 に よ って傭 車 を希 望 す る事 業者 は

増 加 して い る た め,こ れ らの事 業 者 を組 織 化 す る こ とに よ って・ 荷 主 の輸 送

ニ ー ズに充分 応 えて い くこ とが で き る。傭 車 が増 え る こ とは,こ う した トラ ッ

ク運 送 業 者 が 相対 的 に有利 な立場 に置 かれ る こ とに な り,徴 収 す る手 数 料 が値

上 が りす る可 能性 も考 え られ る。 第3章 にお いて傭 車 内部 市 場 が形 成 され て い

る こ とを述 べ た が,そ の需 給 バ ラ ンスが大 幅 に崩 れ供 給 過 多 に な る ことが予 想

され るので あ る。 この よ うに,個 人 事 業者 が増 加 す る こ とに よ って,こ れ を組
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織 化 す る トラ ック運 送 業 が隆盛 を きわ め る可能 齢 生 じて い るの で(49)
。

さ らに,規 制緩 和 の一 層 の促 進 によ って,新 た な創 意 工夫 が な され ニ ュー ビ

ジネ スを生 み 出 す 可能性 が主 張 され て い る。 この命 題 は一 般 的 に は当 て はま る

もの と考 え られ るの で あ るが,ト ラ ック輸 送産 業 で は疑 問 が 多 い
。 トラ ック運

送 業 にお け る一 層 の規 制緩 和 が最 低車 両 台数 規 制 の撤 廃 で あ り,そ れ に よ って

創 意工 夫 の新 たな ニ ュー ビジネ スが生 じて くる とは考 え に くい。 なぜ な らば,

トラ ック運送 業 にお いて創 意工 夫 が な され る ニ ュー ビジネスが 出 て くる可能 性

が あ るの は・ そ の前 提 と して ネ ッ トワー ク性 を具備 して い る ことが 必要 だ か ら

で あ る。 事実・ 宅 配 便 を始 め引越 事 業 な ど トラ ック輸 送産 業 の革新 的 な ニ ュ_

ビジ ネス は,輸 送 ネ ッ トワー クを持 っ トラ ッ ク運 送 業 者 によ って 開発 され て い

るので あ る。 従 って,個 人業 者 に創 意 工夫 あ るニ ュー ビジネ スを期 待 す る こ と

に は無理 が あ る。 例 えば,現 代 の コ ン ビニ エ ンス ス トアの よ うに個 々の 自営 業

者 を フ ラ ンチ ャイズ方式 で組織 化 して新 た な ビジネス を展 開 す る 可能 性 もあ る

が・ か りにそ う した形 態 で の ビジネ スが誕 生 した と して も,そ れ はあ くまで個

人 事業 者 を組織 化 す る取扱 業 者 で あ る トラ ック運 送業 者 の創意 工 夫 なの で あ っ

て,組 織 化 され る個 人業 者 は主 体 とは な らな い。

以 上 の よ うに規 制緩 和 の一 層 の促進 の象 徴 で あ る個 人事 業 の容 認 は,当 初 予

想 され る もの と大 き く異 な った事 態 が トラ ック輸送産 業 に お いて生 じる 可能 性

が あ る。 それ は,複 雑 なわ が国 の トラ ック輸 送 産 業 の構造 を分 析 す るな か で導

き出 され る一 っ の結論 な ので あ る。

注

(33)道 路運送法にっいては,森 田朗 『許認可行政 と官僚制』(岩波書店,1988年)158
-170ペ ージ

,谷 利亨 『道路貨物運送政策の軌跡一規制か ら規制緩和ヘー』(白 桃

書房,1990年)101-113ペ ージ。

(34)具 体的には野尻利明 『規制改革 と競争政策』(白 桃書房,1988年)を 参照。

(35)総 務庁の発表によると,1992年3月 末の時点 で政府全体の許認可件数 は10 ,942

件 であ ったが,こ のうち運輸省の管轄 の許認可件数は1 ,966件 であ り,他 の官庁

に比較 して最 も多か った(『 運輸 白書』 平成6年 版158ペ ージ)。 このため運輸省

は,「許認 可官庁Jと 呼ばれてきた。

(36)こ こでは輸送サー ビスの内外価格差にっいて詳細 に立ちいることは控え るが,
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単に価格水準の高 さだけに注 目され る傾向にあり,そ れを形成す るコス トの構造

(労 賃T燃 料 費,高 速 道路料 金 な ど)に っ いて お ろそか にされて い る点 を指摘 して

お きたい。具体 的な 内外 価格差 の実態 とコス ト分 析 に関 して は,運 輸省 『宅 配便等

の内外価 格差 に関 す る調査報 告書 』(1995年3月)参 照。

(37)日 米包 括経済 協議 の規 制緩 和 ・競争 政策 交渉 で,ア メ リカ政 府 は電 気通信 や流

通分 野 の他 に,ト ラ ック運送 業 の参 入 ・営 業規 制 の緩 和 を求 めて いる。『日本経済

新 聞』1995年1月20日 。

(38)以 下の トラ ック運 送業 におけ る規制緩 和 の論 点整 理 は,次 の文献 を参考 に した。

公正 取 引委 員会 『物流 分野 におけ る政府規 制 の見直 しにつ いて』(輸 送経済新 聞社

『LOGISTICSNOW'95』 に所収)。 行 政改 革委員 会規制 緩和小委 員会 『規制緩 和 に

関す る論点公 開』(1995年7月27日)。

(39)『 運輸 白 書』'r成6年 度版162ペ ー ジ,『 日経流通 新 聞』1994年8月14LI。

(40)全 日本 トラ ック協会 は,規 制緩 和 に対 し守勢 の立 場 を堅持 して い るので あ るが,

こ う した経 済的 規制 以外 の点 で は積極 的 な規制 緩和 を求 めて い る。 具体 的 に は,

市街化調 整 区域 にお け る開発許 可の緩和,普 通 運転 免許 の範囲 の拡大,ト ラ ック

車検 期間 の延長,労 働 基準 法 の女子保護 規定 の見 直 し,駆 動 軸 の軸重 規制緩 和,三

軸車25ト ンまで の規制緩 和,車 高にっ いて の規 制緩和,ISO企 画 フル積載 の海上

コ ンテナの道路 輸送 に係 わ る規制 の緩和,積 載 条件 の緩 和,道 路 整備 の優先順位

などの規制緩和 を求 めて いる。

(41)

(42)

(43)

『カー ゴニ ュー ス』1995年1月13日 。

『[一{本経 済新 聞』1995年7月28日 。

行政 改 革委員 会規 制緩 和小 委 員会 『光 り輝 く国 を めざ して一 平成7年 度規 制緩

和 推 進 計 画 の 見 直 しにっ いて 一 』(1995年12月7日)42ペ ー ジ。

(44)規 制緩 和 を論 じる際 に,規 制緩 和 が典型 的 に成功 した アメ リカの事例 が よ く引

き合 いに出 され る.例 えば}デ'1卜Kウ イ リズ ジ ャス トイ ンタイ ムを越 えて

一 ア メ リカ にお け る ロ ジス テ ィ ク スの最 先 端 一 」『季 刊 輸 送 展 望』1991年 夏

12fi-131ペ ー ジ。 しか し注 意 しな ければ な らな い点 は,他 の先進国 で も トラ ック

運 送 業 の 規 制 緩 和 が 行 わ れ て お り,必 ず し も ア メ リカの よ うな ドラ ス テ ィ クな 変

化 が 生 じて は お らず,国 に よ って 多 様 な 展 開 が み られ て い る こ とで あ る。 こ う し

た先 進 国 の 規 制 緩 和 へ の 取 組 み と そ の 影 響 に 関 して は,日 本 の事 例 を 踏 ま え て 今

後 の 研 究 課 題 と した い。 さ しず め,先 進 国 に お け る トラ ック運 送 業 の 規 制 緩 和 の

影 響 比 較 につ い て は,JamesC・ ・peret.al.,Eur・peanL・gistics-Markets,Man-

agementandStrategy,Buckwell,1991,pp.154--162を 参 照 。

(45)改 め て 強 調 す るが,運 輸 省 へ の 事 前 届 出運 賃 を 収 受 で きな い の は,ト ラ ック運

送 業 界 の常 識 と な って い る。 事 前 届 出 運 賃 は10%ま で ドげ 幅 が 認 め られ て い る

が,20%～30%値 ドげ な ど珍 し くな い と言 わ れ て い る。 さ らに,運 賃 そ の もの で は
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な く,「 協力金」 とい う名 目で の荷 主企業へ の還 元を求 め られて いる実態 も存在 し

て い る(『 日本 経済新 聞』1994年7月8日)
。 また,荷 主 と トラ ック運送 業 者20社

に対 す る ヒア リング調査 結果 が示 されて いる。 これ は1995年2f]～3月 の東京 一

大 阪 間 の10ト ン トラ ックの貸 切 ス ポ ッ ト輸送 であ るが,標 準運賃 で13万 「q余り

に もか かわ らず,実 勢運 賃 は6万 円～10万 円の範 囲 で分布 して いた
。 この うち中

心 とな る価格 帯 は8万 円～10万 円で あ った。 さ らに この帰 り荷 は中心 とな る価格

帯 が7万Pl～9万 円で 「行 き」 よ り もU刑 ～2万r按 い嶺 とな って い る
.r流

通 設計』1995年4月 号32-33ペ ー ジ。

(46)現 在 の トラ ック運送 業者 の経営 者 で も,か つ て は 「白 トラ」か ら始 めて 「営 業」

を拡 大 して免許 や許 可を取得 した者 も決 して珍 しくはない
。 現状 にお いて,個 人

事業者 が トラ ック輸送 に従 事 して い る実態 にっ いて は,『流通 設計』1995年5月 号

66ペ ー ジを参照。

(47)経 済企 画庁総 合計 画局 『規制 緩和 の経済 理論研 究会報 告』(1989年4月)33 -34

ペ ー ジ。

(48)実 際 にわが国 の トラ ック運送 業 にお いて,1人1車 の個 人 事業 者 が存在 して い

る。 軽 トラ ックを利 用 した軽貨物 自動 車運送 業 がそ うであ る し
,い わゆ るダ ンプ

トラ ック も個人 事業で あ る。 残念 なが ら両 者の実態 に関 す る資料 は乏 しい
。 軽貨

物 自動 車運送 業 の 典型 的 な ものが赤 帽 であ る。赤帽 は基 本的 に個 人 事業 で あ るが
r

「全 国赤 帽軽 自動 屯運送 協 同組 合連 合 会」 とい う事業 協1司組合 が作 られて い る
,連

合会 によ って個 人 事業者 に対す る指導 や 弔両購 入の斡 旋,融 資,さ らには貨物 の

紹介 が行 われ てお り,連1 .1会が大 きな影 響 力を持 つ と爵われ てい る。 またL砂 な

どを 専門的 に運ぶ ダ ンプ トラ ック は,特 殊 な業界 を形 成 して い る。 走 行 す る ダ ン

プ トラ ックの多 くは白 ナ ンバーで走 行 す る 自家用 トラックで あ るが
,現 実 的 に は

運 賃 を収受 し鴬 業行 為 を行 って い る。 制度 的 に は運 ぶ貨 物 を買 い取 って 自分 の所

有物 を運 ぶ形 にす るため・白 ナ ンバ ーで運 行 で き ることにな って い る
。しか し,実

際 は個 人事 業者 に よ る営 業行為 が行 われ て い るの で あ る。 ダ ンプ トラックの個 人

事業 者の 立場 は弱 く・ 中間業者 によ る ピ ンハ ネで低運 賃が 形成 されて,過 酉告な労

働 条件 に置か れて お り過 労運 転 や過積 載 が横 行 して いる と言わ れて い る
。佐 久 間

充 『ああ ダ ンプ街道』(岩 波書店,1984年)49-84ペ ー ジ参照
。

(49)例 えば フ ランスの事例 を見て み ると,フ ラ ンスで は,一 台 しか トラ ・ソクを保 有

して いな いオ ーナ ー ドライバ ーが事 業者全 体 の46%(1992年)を 占めてい る典型

的 な零細 業 者 の産業 とな って い るが,こ う した零細 業 者 は ほ とん どが大 手 トラ
ッ

ク運 送業 の ド請 け と して利用 され お り,低 運 賃 で リスクの 多 い輸送 業務 を余儀 な

くされ てい る と言わ れて い る。 全 日本 トラ ック協会 『欧米 にお ける トラ ック運 送

審業 の現状 と動向一一 トラ ック運 送事業 の規 制 につ いて一」(孟994年3月)
}24-25

ペ ー ジ。 さ らに,イ タ リアの事 例 で は
,オ ー ナー ドラ イバ ーの割 合が全体 の83%
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に達 す る。 ここで もこ う した大 多数 の オ ー一ナ ー ドライバ ーを組 織化 す るフ ォワー

ダーが輸送業 務 にお いて重要 な役割 を担 って い る。 同上32-33ペ ー ジ。

(1996年2月28日 脱稿)
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